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日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年

第 35 回 日本磁気歯科学会学術大会の開催について

この度，第 35 回日本磁気歯科学会学術大会が下記の要綱で行われました．

会　　　期：令和 ７ 年 11 月 １ 日（土）・２日（日）

会　　　場：阿蘇プラザホテル（阿蘇，熊本）

大　会　長：都築　尊　福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野

準備委員長：川口智弘　福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野 

担　　　当：福岡歯科大学咬合修復学有床義歯学分野

臨床評価委員会報告：令和 ７ 年 11 月 １ 日（土）

演　題：『令和 7 年度　日本磁気歯科臨床評価委員会報告　磁性アタッチメント予後評価』

講　師：永田和裕　長岡デンタルコミュニケーションズ

特別講演１：令和 ７ 年 11 月 １ 日（土）

演　題：『磁性アタッチメント黎明期のよもやま話

　　　　 － DMA 研究会から日本磁気歯科学会設立に学んだこと』

講　師：城戸寛史　福岡歯科大学　客員教授

特別講演２：令和 ７ 年 11 月 ２ 日（日）

演　題：『磁気歯科学との４0 余年の歩み』

講　師：秀島雅之　東京科学大学大学院　総合診療歯科学分野　非常勤講師

教育講演：令和 ７ 年 11 月 ２ 日（日）

演　題：『マグネットデンチャーは負の選択肢か？「 Is a magnetic denture a negative option? 」』

講　師：小坪義博　こつぼ歯科医院

演　題：『MRI の安全性について』

講　師：稲冨大介　福岡歯科大学　医科歯科総合病院放射線技師　

一般ポスター発表：令和 ７ 年 11 月 ２ 日（日）

演　題：11 演題

認定医ケースプレゼンテーション：令和 ７ 年 11 月 ２ 日（日）

演　題：1 演題

【大会参加要綱】

参加方法：第 35 回日本歯科医学会学術大会 Web Site　　http://jsmad.jp/meeting/35/ から登録

会　　費：日本磁気歯科学会会員 6000 円，非会員 8000 円

大会事務局：〒 814-0193 福岡市早良区田村 2-15-1　福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野内



第 25 回 国際磁気歯科学会のお知らせ

The 25th International Conference on Magnetic Applications
in Dentistry General Information

General Information
The Japanese Society of Magnetic Applications 
in Dentistry (President: Jun Takebe, Aichi 
Gakuin University) is a scientific association 
founded in 1991 and is devoted to furthering 
the application of magnetism in dentistry. The 
25th International Conference on Magnetic 
Applications in Dentistry organized by JSMAD 
will take place on the Internet as follows.
Meeting Dates:
Monday, February 23 to Friday, March 13, 
2026
Location:
JSMAD web site:
http://jsmad.jp/international/25/
General Chair:
Prof. Takashi Tsuzuki, Fukuoka Dental College
Executive Committee Chair:
Lecturer. Ippei Hamanaka, Fukuoka Dental 
College
Subjects: 
Researches and developments related to 
dentistry and magnetism such as:
• Magnetic attachments for dentures
• Orthodontic appliances using magnets
• Measurement of jaw movement using   
   magnetic sensors
• Biological effects of magnetic fields
• Dental applications of MRI
• Others

Registration Information
Registration: 
Send e-mail titled “Registration for 25th 
international conference” with your Name, 
University or Institution, Postal address, 
Phone, Fax and E-mail address to conference 
secretariat. 
Registration Fees: 
No registration fees. Anyone who is interested 
in magnetic applications in dentistry can 
participate in the conference via the Internet. 
Publishing Charge for Proceedings: 
After the conference, the proceeding will be 
published. The publishing charge is 10,000 yen 
per page. (No charge for invited paper.)

Guidelines for Presentation
Deadlines:
Entry: January 23, 2026
Poster submission: February 9, 2026
Entry: 
Send Title and Abstract within 200 words with 
your Registration.
Paper submission:
Please send papers in Microsoft Word format 
to the conference secretariat by E-mail. All 
contents should be written in English. No 
multi-byte character, such as Japanese Kanji, 
should be contained. A template file can 
be obtained from the conference web site. 
Web presentations for the conference will be 
produced by the secretariat from the paper. 
The secretariat will not make any correction 
of the paper even miss-spelling, grammatical 
errors etc.  Alternative format f i les are 
acceptable. Please contact to the secretariat 
for more detailed information.
Discussion: 
Discussions will be done using a bulletin board 
on JSMAD Web Site via the Internet. The 
authors should check the board frequently 
during the meeting dates. If questions or 
comments on your presentation are posted, 
please answer them as soon as possible.
Notice to Contributors:
Freely-given informed consent from the 
subjects or patients must be obtained. Waivers 
must be obtained for photographs showing 
persons.
Note: 
Copyright of all posters published on the 
conference will be property of the Japanese 
Society of Magnetic Applications in Dentistry. 
Copies of the posters will be made and 
transferred to JSMAD web site for continuous 
presentation after the meeting dates. For 
further information. send e-mail to conference 
secretariat.

Conference Secretariat
E-mail: jsmad35@fdcnet.ac.jp
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日本磁気歯科学会よりお知らせ

☆お願い☆

　現在磁気歯科学会では，会員への情報伝達の省力化を考え，電子メールでの情報配信を目指し，

　会員の方々へ，メールアドレスの登録をお願いしています．事務局ヘメールアドレスの登録を

　お願いいたします .

【新規入会】

　入会希望者は，綴じ込みの会員登録用紙に必要事項を御記入の上，事務局宛に御送付ください．

　入会金，年会費は綴じ込みの郵便振替用紙を御利用ください．

　入会金：5,000 円

　年会費：5,000 円

【未納会費の払込み】

　既に会員の方で，旧年度の会費未納な方は綴じ込みに郵便振替用紙を用いて，該当年度の会費

　をお支払いください．

【認定医制度のご案内】

　平成 17 年度より日本磁気歯科学会認定医制度が発足しました．

　詳細は，本雑誌綴じ込みの案内または，下記ホームページを参照してください．また，ご不明

　な点につきましては，事務局までお問い合わせください．

【ホームページのご案内】

　日本磁気歯科学会のホームページはhttp://www.jmad.jp/ です．ご活用ください

【事務局】

　ご質問等は，以下事務局にお問い合わせください．

　〒 160-0022 東京都新宿区新宿 1-27-2　山本ビル 2 階

　株式会社 ケイ・コンベンション内

　TEL：03-5367-2409（専用回線），E-mail：jsmad@k-con.co.jp
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磁性アタッチメントの内部構造と国際標準規格 ISO 13017

髙田雄京

株式会社　ケディカ

The internal structure of magnetic attachments and the international standard ISO 13017

Yukyo Takada

KEDC Co.,LTD.

要旨

　国産の磁性アタッチメントは，小型であっても大きな吸着力を示し，漏洩磁場が非常に少ない特性を持つ．

その秘密は，日本の最先端技術を惜しみなく注ぎ込んだ磁気回路を持つ内部構造と磁性材料にある．Nd-

Fe-B 磁石を高 Cr フェライト系ステンレス鋼のヨークで覆い，磁気回路内に封入することで，吸着力の増強

と腐食環境からの希土類磁石の保護を可能にしている．

　このような優れた特性を示す国産の磁性アタッチメントに国際的価値を付与し，その信頼性と優れた性能

を世界に広く認知させることのできる国益にかなった国際標準規格が必要となった．そこで，2009 年から国

際規格の策定を試み，ISO/ 109/ SC2 に WG22（Magnetic attachment）が誕生した．2012 年に初版が，2015

年に追補版が発行され，2020 年に第 2 版の発行を持って国際規格が完成した．． 

Abstract

　　Magnetic attachments made in Japan show the characteristic properties of very little leakage magnetic fi eld and a 

large attractive force even though they are small. The secrets hide in the internal structure and magnetic materials, 

which composed of a magnetic circuit that is generously infused with Japan’ s most advanced technology. By 

covering the Nd-Fe-B magnet with a high-Cr ferritic stainless steel yoke and sealing it in the magnetic circuit, it is 

possible to increase the attractive force and protect the rare earth magnet from a corrosive environment.

　　There was a need for an international standard in the national interest　that would give international value to 

Japanese magnetic attachments that exhibit such excellent characteristics and make their reliability and excellent 

performance widely known around the world. Therefore, efforts to formulate an international standard began in 

2009, and WG22 (Magnetic attachment) was born in ISO/109/SC2. The fi rst edition was published in 2012, the 

amendment edition in 2015, and the international standard was completed with the publication of the second edition 

in 2020.
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Ⅰ．はじめに

　国産の磁性アタッチメントは，小型でであっ

ても大きな吸着力を示し，漏洩磁場が非常に少

ない特性を持つ．その秘密は，日本の最先端技

術を惜しみなく注ぎ込んだ内部構造と磁性材料

にある．現行の磁石構造体内部の永久磁石には，

希土類磁石の中でも最大エネルギー積が最も大

きい Nd-Fe-B 磁石が利用されおり，フェライト

系ステンレス鋼をヨークに用いた磁気回路内に

封入されることで，吸着力の増強と腐食環境か

らの希土類磁石の保護を可能にしている．

　このように優れた特性を示す国産の磁性ア

タッチメントに国際的価値を付与し，その信頼

性と優れた性能を世界に広く認知させること

のできる国益にかなった国際標準規格が必要と

なった．そのような社会情勢を受け，当時東北

大学教授の奥野攻先生（現：東北大学名誉教

授）を研究代表者とした日本磁気歯科学会会員

のグループが，「歯科用磁性アタッチメントの

最適化と国際標準の創成」という研究テーマで

2005 年に新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）の大型助成金を獲得した．国内の 7 大

学と UCLA をはじめとする海外の 2 大学，さら

には国内の製造会社 3 社が集まり，磁性アタッ

チメントの標準化を目指した研究活動が始まっ

た 1)．

　2008 年に NEDO の研究助成が終了した後，同

年 10 月から日本主導で規格策定活動に入り 2)，

2012 年に国際標準規格 ISO 13017 の初版 3) が，

2015 年には追補版（Amendment 1）4-6) が，2020

年にはそれらをまとめた ISO 13017 の第 2 版 7)

が発行され，15 年の月日を経て磁性アタッチメ

ントの国際標準規格がようやく完成した 8-11)．国

際規格の安全性を評価する過程で，静磁場の生

体に及ぼす影響を調べるため，ウサギ脛骨に磁

石構造体を埋入した実験を行ったところ，生体

親和性に加え，骨形成初期に骨形成能が向上す

る傾向を見出すことができ，新たな知見も得る

ことができた 12）．

　本論文では，磁性アタッチメントの構造と構

成材料について材料学的観点から解説する．ま

た，国際標準規格 ISO 13017 の策定過程と規格

項目等を示し，磁性アタッチメントの特性を十

分に評価できる国益にかなった規格であること

を紹介したい．

Ⅱ　磁性アタッチメントの内部構造

１　磁性アタッチメントの構成と内部構造

　磁性アタッチメントは，磁石構造体とキーパー

から構成され，義歯側に磁石構造体を，口腔内

の根面板にキーパーを取り付けて，磁力の吸着

力を利用して義歯を維持する装置である．キー

パーを根面板に固定する方法には DB（ダイレク

トボンディング）法と鋳接法があり，磁石構造

体は同一のものを用いるが，キーパーは合着用

と鋳接用をそれぞれ使い分けている（図 1）．鋳

接用キーパーに突き出た細い棒は，鋳型内でキー

パーの位置を固定する支持棒の役割を果たす．

図 1　磁性アタッチメントの構成

　磁石構造体は，その内部部構造によって開磁

路型と閉磁路型に大別できる（図 2）．永久磁石

を常磁性体（磁石に吸着しない）の金属に密封

したものを開磁路型（図 2a），強磁性体（磁石

に吸着する）と常磁性体を組み合わせた磁気回

路で密封したものを閉磁路型（図 2b）と呼んで

いる．国際規格 ISO 13017 では，開磁路型の磁

石構造体を単に磁石（magnet）と呼び，磁気回

路を持つものを磁石構造体（magnetic assembly）

と定義している 7)．
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　開磁路型には，磁石とキーパーの吸着力を利

用するものと磁石同士の吸着力を利用する磁性

アタッチメントがある．いずれも大きなサイズ

が必要であり，厚く大きい割には吸着力が小さ

く，漏洩磁場も多いため，ギャップ（磁石とキー

パーの距離）による吸着力の低下が少ない特性

を示す．

　一方，閉磁路型は小さなサイズで薄い形状で

も吸着力が大きく，磁石構造体とキーパー間で

磁束が閉じられているため，漏洩磁場も少ない．

ギャップによる吸着力の低下が大きいため 13)，

義歯着脱の容易さに寄与する特性である．磁気

回路の形状によりカップヨーク型とサンドイッ

チ型があり 7），国内ではいずれも利用されてい

る．

２　閉磁路型磁性アタッチメント

　国産の磁性アタッチメントは，閉磁路型を採

用しており，前述のように小型（φ 2 ～ 5.5 ㎜），

薄型 (1.3 ～ 1.5 ㎜ ) であっても大きな吸着力を

図 2　磁性アタッチメントの内部構造

示す．カップヨーク型の磁石構造体の場合，円

板状の希土類磁石（Nd-Fe-B）の上面から出た

磁束が，透磁率の高い強磁性体のカップヨーク

の縁を通って同じ強磁性体のキーパーを通り，

磁石下面に戻る．磁束がキーパーを通らずに磁

石の下面に戻るのを防ぐため，透磁率の低い常

磁性体を磁気遮蔽材として用いることで磁束が

キーパーを通り，吸着力が生じる（図 2b）．こ

のように閉磁路型では，カップヨークとキーパー

を通る磁束の流れを作り，カップヨークの縁で

磁束を絞る磁気回路が形成されている．

　サンドイッチ型の場合は，希土類磁石の両端

を強磁性体のヨークで挟んだサンドイッチ構造

となっており，側面から出た磁束がヨークを通

ることで絞られ，常磁性を示すスペーサーが磁

気遮蔽の役割を示すため，磁束はキーパー内を

通り反対のヨークに戻ることになる（図 2b）．

カップヨーク型と同様に，磁束の流れと絞りを

担当する磁気回路が形成されている．
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図 3　磁束密度と吸着力

３　磁気回路と吸着力

　国産の磁性アタッチメントは，義歯に無理な

く装着できるように小さな形状であるが，吸着

力を大きくする工夫がなされている．磁石の吸

着力は，図 3（式 1）に示すように吸着面の面積

S と磁束密度 B の二乗に比例することが知られ

ている．すなわち，吸着面の面積を小さくしても，

二乗で効果が現れる磁束密度を上げれば，大き

な吸着力を得ることができる．そこで，ヨーク

とキーパーの間を通過する磁束を前述の磁気回

路によって絞り，局所的に磁束密度の高い部分

を作ることで大きな吸着力を実現している．

　カップヨーク型の磁気回路は，市販の固定用

マグネット（図 4a）と同じ構造である．鉄（強

磁性体）のカップヨークの中に永久磁石が貼り

付けてあり，空気を磁気遮蔽に用いている．一方，

サンドイッチ型は，ガラスケースの扉に取り付

けられた固定用マグネット（図 4b）と同様の構

造であり，同じように磁気遮蔽用のスペーサー

の代わりに空気を利用した磁気回路となってい

る．

図 4　磁気回路を持つ市販の固定用マグネット

４　構成材料

　磁性アタッチメントは，磁石構造体とキーパー

から構成されていることを前述した．磁石構造

体には，磁気回路が付与されており，ヨークに

強磁性体のフェライト系ステンレス鋼が，磁気

遮蔽材には常磁性体のオーステナイト系ステン

レス鋼がそれぞれ用いられている．腐食しやす

い希土類磁石をこれらの材料で覆い，レーザー

溶接することで完全密封して，耐食性と強力な

吸着力を確保している．また，キーパーには，ヨー

クと同じ素材の磁石に吸着する強磁性体のフェ

ライト系ステンレス鋼が利用されている．

　国産の磁性アタッチメントに用いられてい

るフェライト系ステンレス鋼は，SUS 444（Fe-

19Cr-2Mo），SUS XM27（Fe-26Cr-1Mo），SUS 

447J1（Fe-30Cr-2Mo）の 3 種類であり，飽和磁

束密度（吸着力）と耐食性（安全性）の妥協点

を満足するステンレス鋼が選択されている．飽

和磁束密度（図 5a）が大きいほど，吸着力が大

きくなり，ステンレス鋼から溶出する鉄イオン

（図 5b）が多いほど耐食性が悪化する 14)．特に，

貴金属製の根面板とキーパーとの異種金属接触

を積極的に利用するため，いずれも耐食性を重

視した高クロム鋼である．

　磁気遮蔽材に用いられているオーステナイト

系ステンレス鋼は，整形外科用ステンレス鋼の

SUS 316（L）（Fe-18.5Cr-12Ni-2Mo）が用いら

れており，フェライト系に比べ透磁率が非常に

低く，磁気遮蔽の役割を示す．

５　磁性アタッチメントの変遷

　磁性アタッチメントが販売されて 30 余年経つ

が，年月の経過に伴い磁性アタッチメントも変

遷を続け，現在の性能に進化してきた．磁石構

造体内部に封入された希土類磁石は，発売当初

Sm-Co 磁石であったが，現在ではそれよりも最

大エネルギー積（磁石の性能を示す指標）の大

きい Nd-Fe-B 磁石に代わっている．磁石構造体

の厚さ（図 6）やキーパー側面の形状（図 7）も

時代とともに薄く，そして固定しやすくそれぞ

れ変化している．社会的には，磁気歯科学会及

び補綴歯科学会に所属する多くの先生方の努力

もあり，2021 年 9 月に磁性アタッチメントが保

険収載され，多くの患者様に利用される地位を

獲得するに至った．
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図 5　フェライト系ステンレス鋼の磁気特性と耐食性（文献 14 より引用）

図 6　磁石構造体の変遷

図 7　キーパーの変遷
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　最近では，磁気遮蔽材に用いられてきたオース

テナイト系ステンレス鋼（Fe-Cr-Ni-Mo）に代わり

クロムめっきを応用した磁石構造体が開発されて

いる．従来型では，ニッケルを含むオーステナイ

ト系ステンレス鋼と磁性を示すフェライト系ステ

ンレス鋼をクラッド加工後に切断し，図８a に示す

ようにシールドリング付きディスクヨークを作り，

磁石構造体を組み上げる．

　一方，ニッケルフリー磁性アタッチメントでは，

図 8b に示すようにフェライト系ステンレス鋼棒表

面にクロムめっき層を付け，密着性を向上させるた

めに熱処理を加えた後に切断し，シールドリング付

きディスクヨークを製作する．この段階で従来型と

同じ形状のシールドリング付きディスクヨークとな

るが，磁気遮蔽を示すシールドリングにニッケルを

全く含まないクロムが使われているため，ニッケル

アレルギーの患者様にも安心して使用できる特徴を

持つ．このような工程によってつくられるニッケル

フリー磁性アタッチメントは，研究段階 15) から製

造（㈱ケディカ）へと移行し，販売（㈱モリタ）さ

れている（図 8）．

６　使用上の注意点

　磁性アタッチメントは，最先端技術により作

られた非常に精巧な義歯の維持装置である．そ

の性能を十分に発揮するためには，使用上の注

意が必要となる 16)．それらの注意点を物理的因

子と化学的因子に分けて列挙する．

変形や磁石の破損の原因となる物理的因子とし

て，①磁石構造体に変形するような大きな力を

加えないことや②大きな衝撃を与えないなどが

あげられる．さらに，磁気相転移温度（キュリー

点）付近まで加熱すると磁気特性の低下が生じ

るため，③磁石構造体を加熱しない（Nd-Fe-B

磁石の場合，150℃以上に加熱しない）ことが肝

要である．キーパーについては，変形すると磁

石構造体の吸着面との間にギャップを生じるた

め，吸着力の低下につながることから，①，②

の注意点に留意する必要がある．

　化学的因子は，腐食損傷に基づくものが主で

図 8　従来型とニッケルフリー磁性アタッチメントの製造工程の違い　　　　　　　　
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図 9　2005 年当時の時世アタッチメント標準化

　　  委員会組織

図 10　ISO 対策委員会（2006 年高松大会）

あるが，④磁石構造体を金属清掃剤などの腐食

性の溶液に浸漬しない，⑤キーパーを金属清掃

剤などの腐食性の溶液に長時間浸漬しない，⑥

キーパーに比べて 10 倍以上の表面積を持つ貴

金属合金（根面板）とキーパーとの接触を避け，

極端な異種金属接触腐食を避けるように気を付

ける．

　これらの因子を基に技工上の注意点をまとめ

ると，①磁石構造体とキーパーに変形や破損を

与えるような力及び衝撃を加えない，②磁石構

造体を研削しない，特に吸着面の研削は厳禁で

ある，③キーパーの大きさ（外形と厚さ）を大

きく損ねる研削は避ける，④磁石構造体の吸着

面にサンドブラスト処理を施さない，⑤磁石構

造体には，ろう付，溶接，鋳接，熱処理などの

加熱処理を施さない，⑥キーパーに対して貴金

属製の根面板を極端に大きくしない，⑦磁石構

造体及びキーパーのレジンに固定する場合には，

レジンとの間に隙間を開けないように固定する

などがあげられる．

　さらに，臨床使用において，MRI 検査に際し

ては，義歯（磁石構造体）を口腔内から外すこ

とが必要である．また，医師の指示がある場合

には，キーパーも取り外すことも考慮しなけれ

ばならない．

Ⅲ　国際標準規格 ISO 13017

１　国際標準規格の準備

　磁性アタッチメントの国際標準規格 ISO 13017

が策定される以前（現在より約 20 年ほど前）は，

磁性アタッチメントに関する国内及び国際的な

規格はなかった．そのため，前述の優れた特性

を示す国産の磁性アタッチメントに国際的価値

を付与し，その信頼性と優れた性能を世界に広

く認知させることのできる国益にかなった国際

標準規格が必要になった．

　このような背景を受けて，2005 年に「歯科用

磁性アタッチメントの最適化と国際標準の創成」

を研究テーマとして，NEDO（新エネルギー・

産業技術総合開発機構）の大型助成金を獲得し

た．同時に，図 9 に示す様々な機関（国内の大

学 6 校，米国の大学 2 校，国内の企業 3 社）に

所属する研究者ら（主に磁気歯科学会会員）で

構成された磁性アタッチメント標準化委員会が

発足し，磁性アタッチメントの国際標準化に向

けての研究および資料収集がスタートした．

　2006 年には日本磁気歯科学会学術大会（高

松）で歯科用磁性アタッチメントの国際標準化

をテーマとした国際シンポジウムを開催し，そ

の成果を報告した．（図 10）3 年間の研究期間内

の 2007 年には，ISO/TC106 ベルリン会議におい

て，磁性アタッチメント標準化委員会が中心と

なり，日本が新規業務項目提案 NP（New Work 

Item Proposal）を SC2 （Subcommittee 2）で行った．

最終年度の 2008 年には，ISO/TC106 イエテボリ

会議において，SC2 に WG22（Working group 22）

Magnetic attachments が新たに組織され，日本が

WG22の議長国となった．日本の規格案（Dentistry 

- Magnetic Attachments）が作業原案 WD（Working 

draft：ISO/WD 13017）に承認され，策定準備が

整った．WG22 において，磁性アタッチメント

標準化委員会から水谷紘先生（東京医科歯科大

学）がコンビーナ（座長）に，田中貴信先生（愛

知学院大学）が日本代表のエキスパート（専門家）

に就任した
1)．
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２　国際標準規格の策定

　2008 年 9 月に 3 年期限の NEDO 支援が終了し

たため，新たに NEDO「フォローアップ事業」

の支援を獲得し，一時解散した歯科用磁性ア

タッチメント標準化委員会を再組織した．日本

が WG 22 の座長職を獲得し，歯科用磁性アタッ

チメントの材料，磁気回路，維持力，耐食性，

磁界の安全性，義歯及び生体への固定法等を規

定する作業原案の検討が日本主導で動き始めた．

年 5 回の国内委員会を開き，ISO/ WD 13017 の

修正を進め，2009 年の ISO/ TC106 大阪会議に

向けて万全の準備を行った．耐食性評価では，

米，仏，日の 3 国でラウンドロビンテストを行い，

その成果を標準化に加え，各国のコンセンサス

を得られるように努めた．

　2009年 9月に開催された ISO/ TC106大阪会議

では，ISO/ WD 13017 を CD（委員会原案）投票

にかけることが承認され，2010 年 3 月の投票に

おいて ISO/ CD 13017への昇格を果たした．（ISO

規格は，NP → WD → CD → DIS → FDIS → ISO

の順に昇格する）2010 年 9 月に開催された ISO/ 

TC106 リオデジャネイロ会議では，「使用する

専門用語の定義」と「マークやラベルの付け

方」の項目で若干の修正が追加されたが，ISO/ 

TC106 の総会において，ISO/ CD 13017 を DIS

（国際規格案）として投票にかけることが承認さ

れ，2011 年 6 月の投票で反対票なしで ISO/ DIS 

13017 に昇格した．同年 9 月の ISO/ TC106 フェ

ニックス会議において，DIS 投票時のコメント

の取扱いについて検討し，承認段階（FDIS ス

テージ）に進めることが承認された．FDIS 投票

が 2012 年 4 月に開始され，6 月に 100 % の賛成

で承認されて，7 月 15 日に ISO 13017：2012 が

発行された 3)．

３　追補版の策定

　2012 年 の ISO/ TC106 パ リ 会 議 で は，ISO 

13017 における歯科用磁性アタッチメントの維

持力測定法を再検討し，試作した維持力測定ジ

グを交えてその国際標準化を提案した 2)．すで

に ISO 13017 が発行されているため，維持力測

定に関する部分を追補版（Amendment）で提案

した．翌年の 7 月末に行われた NP 投票の結果，

新たな維持力測定法の国際標準化が ISO 13017

の追補として可決された．NP 投票後に日本提

案の Amd. 1（追補版の草案）を修正し，ISO/ 

TC106 インチョン会議の審議後の DAM 投票（追

補の DIS 投票）の結果を受けて DAM. 1（追補の

国際規格案）に昇格した 5,6)．

　その後のベルリン会議において FDAM 投票

（追補の FDIS 投票）に進むことが決定したため，

WG22 で指摘を受けた部分の追記と修正を行い，

2015 年 9 月 2 日の FDAM 投票により FDAM.1（追

補の最終国際規格案）に昇格し，2015 年の ISO/ 

TC106 バンコク会議の審議 11) を経て，同年 11

月に ISO 13017: 2012/Amd.1 として追補版が発

行された 4)．

４　定期改訂による第 2 版の誕生

　5 年ごとの定期改定に際し，規格の使いやす

さを考慮して ISO13017 と追補版を統一した規格

策定を提案し，2017 年にドラフトを添えて NWI

（新規事業）を SC2 事務局に申請した 8）．最もス

テージの低いNPステージからのスタートとなっ

た．2017 年の ISO/ TC106 香港会議において，

NP 投票時に提出されたコメントに従い修正した

ドラフトを審議し，2018 年の DIS 投票により，

DIS として承認された．同年のミラノ会議では，

コメントの回答と修正ドラフトについて審議し

たが，十分なコンセンサスを得ることができず

FDIS に進めることができなかった 9）．しかし，

2019 年の ISO/ TC106 大阪会議での審議の後に

FDIS の可否を決定することになり，大阪会議で

の審議の結果 FDIS が決定した 10-11)．2020 年

7 末に FDIS 投票が終了し，ISO/FDIS 13017 の決

定した 2 カ月後に第 2 版の ISO 13017：2020 が

発行された 7）．第 2 版では，図 11 に示す目次の

6.3維持力と 6.4耐食性の項目を主に追記修正し，

充実した内容を実現している．

５　生体安全性評価

　磁性アタッチメントに用いられているステン

レス鋼は，フェライト系の高クロム鋼であり，

溶出イオンや孔食電位においても整形外科用ス

テンレス鋼（SUS 316L）よりも優れていること

を WG22 のメンバーでラウンドロビンテストに

より明らかにした．そのため，磁性アタッチメ

ントに使用されているステンレス鋼は生体為害

性が極めて少なく，安全性が高いことを海外の

ISO 策定メンバーが認識することは容易であっ

た．

　しかし，静磁場における生体為害性の有無は，

過去の研究においても不明であり，骨に限って

の報告によれば，静磁場刺激で骨形成の促進し

日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年



図 11　ISO 13017（第２版） の目次　　　　　　　　

た例 17) や骨吸収した例 18) などがあり，反駁する

例が均衡していた．

　そこで，着磁及び無着磁の磁石構造体の吸着

面上で骨芽細胞（SaOS-2）を培養し，骨形成マー

カー（DNA,ALP 活性）による細胞増殖と骨分化

を調べた．図 12 に示したように，静磁場刺激に

より，細胞増殖と骨分化指数の増加が有意にみ

られ，骨形成を促進する方向に影響する新しい

知見を得ることができた．

　その後，動物実験で骨形成を確認した．日本

家ウサギ（生後６カ月以上）の脛骨に磁性アタッ

チメントを埋入し，着磁及び無著時の相違を比

較した．図 13a は着磁した磁石構造体，図 13b

は無著時のものを埋入し，磁石構造体の近傍の

断面を示したものである．埋入１週間後から，

着磁した磁石構造体の方に骨様組織が多く表れ，

2 週後になるとその差が大きくなり，着磁側で

は骨様組織が吸着面全域を厚く覆うようになる．

4 週後には，着磁側が皮質骨に代わっているの

に対し，無着磁側ではまだ骨様組織が表面を覆

うように存在して着磁に対して 2 週ほど骨形成

が遅いことがわかる．12 週後にはほぼ同じよう

な皮質骨が形成していることから，静磁場によ

る刺激は，骨形成初期に形成を促進する傾向が

あることが示唆された 12）．

　このような骨形成促進の現象は，インプラン

トの上部構造の固定にも磁性アタッチメントが

有利に働く可能性があり，磁性アタッチメント

の利用のメリットとなり得る成果といえる．

Ⅳ　おわりに

　本論文は，第 33 回日本磁気歯科学会学術大会

で大会長田中譲治先生のご厚情により教育講演

で講演した内容である．磁性アタッチメントの

基礎を材料サイドからまとめたものであり，歯

科臨床に応用いただければ幸甚である．
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図 12　静磁場による骨形成への影響　（磁石構造体）　　　　　　　　

図 13　静磁場による骨形成過程の相違　　　　　　　　
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　磁性アタッチメントの国際標準規格 ISO13017

は第 2 版でほぼ完成したが，多くの先生方のご

尽力によるところが大きい．完成度の高い規格

を目指し，次の世代の先生方にも更なる進展を

期待したいところである．

　国際規格の準備期間から ISO の規格策定に参

加され，ISO 規格策定の年次会議でご活躍頂い

た NEDO 助成代表の奥野攻先生（東北大学），

WG22 のコンビーナ（座長）の水谷紘先生（東

京医科歯科大学），鱒見進一先生（九州歯科大学），

大久保力廣先生（鶴見大学），そして，日本代表

のエキスパート（専門家）の田中貴信先生（愛

知学院大学），石上友彦先生（日本大学），筆者（東

北大学）のご尽力に感謝の意を表す．（定年退職

者の場合は当時の所属で示す）さらに，日本磁

気歯科学会会員の先生方のご協力にも感謝申し

上げたい．

　最後に，磁性アタッチメント及び構成材料を

ご供与くださった NEOMAX エンジニアリング株

式会社と株式会社ケディカに謝意を表す．（2021

年 6 月に NEOMAX エンジニアリング株式会社

の磁性アタッチメント事業が株式会社ケディカ

に移譲された）
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保険収載を前提とした磁性アタッチメント適用に関する臨床的考察

和田淳一郎

東京科学大学大学院医歯学総合研究科生体補綴歯科学分野

Clinical Considerations for Applying Magnetic Attachments in Removable
Dentures Based on Health Insurance Coverage

Junichiro Wada

Department of Advanced Prosthodontics, 
Graduate School of Medical and Dental Sciences, Institute of Science Tokyo

要旨

　磁性アタッチメントは，原則として，根面板の持つ支持機能に加えて，磁石の吸引力による維持機能が期

待されるものの，把持は他の構成要素に頼ることが前提となる．また，磁性アタッチメントは維持機能を有

するため，単純な根面板を適用した場合と比較すると，支台歯の負担が大きいと考えられる．したがって，

磁性アタッチメントを適用する際には，支台歯の健康状態をより慎重に評価し，適用の可否を検討する必要

がある．さらに，磁石構造体を埋入する部位は，義歯床が薄くなるため，対合歯とのクリアランスが不十分

である場合，義歯破折のリスクが高くなる．金属床義歯であれば，磁石構造体周囲をハウジング構造とする

などの構造設計が可能であるが，レジン床義歯では限界がある．本総説では，安全で効果的な磁性アタッチ

メントの臨床応用を実現する上でおさえるべき情報を，レジン床義歯への応用も踏まえた上で，いま一度，

確認，共有したい．

Abstract

　Magnetic attachments are mainly expected to provide retention through magnetic attraction, along with the 

support function provided by the root cap. However, their capacity for denture stability fundamentally depends on 

other bracing components. Furthermore, because magnetic attachments possess inherent retentive force, they are 

likely to impose a greater load on the abutment teeth compared to simple root caps without retention mechanisms. 

Therefore, careful evaluation of the periodontal condition of the abutment teeth is essential before determining 

the suitability of magnetic attachments. In addition, the placement site of the magnetic assembly often results 

in a reduced denture base thickness. In cases with insufficient interarch clearance, particularly with opposing 

natural teeth, there is an increased risk of denture fracture. While metal framework dentures allow for structural 

modifi cations, such as the incorporation of a housing structure around the magnetic assembly, resin-based dentures 

covered by public insurance in Japan present inherent limitations in design fl exibility. This review aims to provide 

clinicians with essential knowledge required for the safe and effective clinical application of magnetic attachments, 

with a particular focus on their integration into resin-based dentures.

キーワード　　　　　　（Key words）

磁性アタッチメント（Magnetic attachment），保険収載（Health insurance coverage），

臨床応用（Clinical application），レジン床義歯（Acrylic denture）
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Ⅰ．はじめに

　2021 年 9 月に磁性アタッチメントが保険収載

されてから，4 年の歳月が流れた．先の第 34 回

日本磁気歯科学会学術大会（岡本和彦大会長）

における教育講演では，日本磁気歯科学会臨床

評価委員会の永田和裕委員長より保険診療なら

ではの磁性アタッチメント適用の特徴として，

移行義歯あるいは咬合支持の不足する症例など，

予後不良と考えられる症例への適用が容易に

なっている傾向が示された１）．当初，懸念され

ていた適応症ではない症例への磁性アタッチメ

ントの「活用」を越えた「誤用・乱用」による

トラブルについては，現時点では大きく取り沙

汰されるに至っていない反面，未だに，保険診

療における磁性アタッチメントの適用が期待通

りに普及できていない状況であることもうかが

える．

　本稿では，主に，これから新たに義歯臨床に

対する磁性アタッチメントの導入を検討してい

る先生方を対象として，保険収載に伴い増加が

予想される，「レジン床義歯への磁性アタッチメ

ント適用」に際しての注意点を，自費診療（金

属床義歯）のみに適用されていた従来の磁性ア

タッチメント適用と比較しながら解説したい．

Ⅱ．診療ガイドラインに基づく磁性アタッチメ

　　ントの有効性

　「磁性アタッチメントの診療ガイドライン

2018」２）によれば，従来，磁性アタッチメント

が有効な症例として，①少数歯残存のオーバー

デンチャー，②遊離端欠損症例，③すれ違い咬

合症例，④咬合平面が乱れた症例，⑤歯周炎罹

患歯を支台歯とする症例，などが挙げられる．

１．少数歯残存のオーバーデンチャー症例（図１）

　少数歯残存症例では，オーバーデンチャーの

適用が有効なことが少なくないものの，残存歯

部顎堤のアンダーカットが強い症例では，オー

バーデンチャーの吸着を得にくいことがある．

このような問題は，磁性アタッチメントによる

維持力の獲得によって解決可能である．

２．遊離端欠損症例（図２）

　遊離端欠損症例では，義歯機能時の支台歯に

対する欠損側へのトルク力がしばしば問題とな

る．また，支台歯が歯列の比較的前方に位置す

るため，メタルクラスプによる審美不良もまた

問題となる場合がある．これらの問題に対して，

最後方歯に磁性アタッチメントを適用すること

で，支台歯への機能圧の作用点を低くし，支台

歯の負担を軽減させることができる上に，維持

を求めるためのクラスプも排除可能であること

から，遊離端欠損への磁性アタッチメントの適

用は効果的と言える．

図１　少数歯残存に対するオーバーデンチャー

　　　の支台歯として磁性アタッチメントを適

　　　用した症例．

図２　遊離端欠損部の支台装置として磁性アタ

　　　ッチメントを適用し，患者の審美性への

　　　要求に対応した症例．
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３．すれ違い咬合症例（図３）

　すれ違い咬合は，受圧条件と加圧因子のイン

バランスから，義歯の安定が得にくく，支台歯・

欠損部顎堤双方への負担過多が懸念される．ま

た，上下歯列の咬合接触が喪失しているため，

咬合高径や水平的下顎位の設定が難しく，難症

例であることが多い．すれ違い咬合は，宮地の

咬合三角の底辺に位置し，比較的残存歯数が多

いものは第Ⅲエリア（崩壊レベル）に分類され，

より治療難易度が高いと考えられている（図４）．

その理由として，義歯機能時に，上下残存歯が

義歯に対して，ちょうど裁断機のような大きな

応力（剪断応力）を発現する（図５）ために，

支台歯・欠損部顎堤への負担の他，義歯破損の

リスクも高くなる，という側面が挙げられる．

宮地分類の第Ⅲエリアに位置するすれ違い咬合

に対して磁性アタッチメントを適用すると，支

台歯の負担を軽減できるだけでなく，義歯破損

予防の効果も期待できる．

ただし，遊離端欠損症例やすれ違い咬合症例の

ように，義歯の動きの制御が難しい症例では，

磁性アタッチメント以外の構成要素で十分な把

持が得られていることが必須条件と言え，この

条件が満たされていない場合，たとえ磁性アタッ

チメントを適用したとしても期待通りの治療結

果が得られない可能性が高いため注意が必要で

ある．

４．咬合平面が乱れた症例（図６）

　咬合平面が乱れた症例では，挺出した残存歯

が対合義歯への過大な加圧因子となり，義歯破

損や床下粘膜の疼痛が生じることがある．また，

図３　歯根破折した支台歯（〇）の抜歯に伴い，

　　　すれ違い咬合に移行した症例．磁性アタッ

　　　チメントを適用して支台歯の負担を軽減

　　　しつつ，咬合挙上と咬合平面修正を行っ

　　　た．

図４　すれ違い咬合は宮地の咬合三角の底辺に

　　　位置する．残存歯数が多い方が治療難易

　　　度が高いと考えられる．

図５　すれ違い咬合における義歯破折（A）の

　　　様相は，裁断機による紙の切断（B）に近

　　　い．上下顎の残存歯が近接しているほど，

　　　剪断応力は強く働く（C ＜ D）と考えら

　　　れる．

図６　磁性アタッチメントを適用することで咬

　　　合平面の乱れを是正した症例．
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前歯部においては審美不良が問題になることも

ある．このような症例では，磁性アタッチメン

トの適用が問題解決につながることが少なくな

い．

５．歯周炎罹患歯を支台歯とする症例（図７）

　歯周炎に罹患した残存歯は，歯冠歯根比が悪

化し，動揺を呈することがある．このような残

存歯を義歯支台歯とせざるを得ない場合，磁性

アタッチメントは，歯冠歯根比の改善，機能圧

の歯軸方向への制御，という利点に加え，為害

性のある側方力が生じた際に，義歯が支台歯か

ら容易に離れることで支台歯の負担を最小化し

つつ維持を求めることが可能という点で，極め

て有用と言える３）．ただし，動揺度が大きくな

り過ぎた症例や，歯周組織の健康状態が維持・

管理できる状態にない症例では，磁性アタッチ

メントの適用は推奨されないため注意が必要で

ある．

６．磁性アタッチメントの歯種別の予後調査４）

　なお，磁性アタッチメントの予後を調査した

疫学研究では，一般的には，①犬歯・小臼歯に

適用した磁性アタッチメントの予後は良好であ

るのに対し，②切歯・大臼歯に適用した場合に

は予後不良である傾向が認められた．ただし，

全部床義歯型のオーバーデンチャーに限っては，

切歯を除いては予後良好であることが示されて

いる．

Ⅲ．磁性アタッチメントの長所・短所

　磁性アタッチメントの長所・短所を表１に示

す３, ５, ６）．前項で述べた，磁性アタッチメント

が有効と考えられる症例であっても，これらの

特徴を考慮せずに磁性アタッチメントを適用す

れば予期せぬトラブルに見舞われる可能性があ

る．特に短所については，従来の金属床義歯を

前提としており，保険診療での磁性アタッチメ

図７　歯周炎罹患歯を支台歯として利用するた

　　　めに磁性アタッチメントを適用した症例．

表１．磁性アタッチメントの長所と短所．

長所

　◆　支台歯の負担が少ない

　◆　維持力が数値化されており支台歯の状態に合わせて負担配分が可能である

　◆　臨床術式が簡便である

　◆　審美性に優れている

　◆　歯根膜感覚を保存できる

　◆　患者自身による取り扱いが容易である

　◆　適応範囲が広い

　◆　繰り返し使用が可能である（旧義歯から新義歯への再利用が可能）

短所（注意点）
　✓　義歯の破折

　✓　磁石構造体の脱離

　✓　歯肉退縮，支台歯の動揺，歯根破折，二次　　カリエス

　✓　磁石構造体やキーパーの摩耗による維持力低下

　✓　MRI，ペースメーカーへの影響
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ント適用で想定されるレジン床義歯であれば，

なおさら注意が必要と言える．

Ⅳ．保険収載の磁性アタッチメントの特徴

　保険収載の磁性アタッチメントの特徴は，①

認められるのはキーパーボンディング（KB）法

のみであること，②義歯本体がレジン床義歯で

ある可能性が高いこと，の２点に集約される．

　KB 法は鋳接法と比較して熱によるキーパーの

劣化がない反面，キーパーハウジングを使用す

るため，キーパー付き根面板の歯冠長が高くな

り，キーパーの位置はより頬側に寄る傾向があ

る（図８）７, ８）．

　また，義歯本体がレジン床義歯であれば，メ

タルハウジング構造を有する金属床（図９）と

比較して，義歯本体の強度不足による破折リス

クが増加するだけでなく，キーパー周囲にデン

チャープラークが付着しやすいという問題にも

配慮が必要であろう．

Ⅴ．保険治療に磁性アタッチメントを導入する

　　際の適応症の見極め

　Ⅱ，Ⅲで示した磁性アタッチメントに関する

従来の知見をもとにまとめた「従来の磁性アタッ

チメントの適応症」と，Ⅳで示した保険収載の

磁性アタッチメントの特徴を加味した「保険治

療に磁性アタッチメントを導入する際の適応症」

を表２にまとめてみた．

　保険治療においては前述の通り，①キーパー

の位置が高く頬側に寄り易い，②義歯の強度が

弱い，③デンチャープラークが付着しやすい，

ことを考慮する必要があるため，従来の適応症

から，「宮地分類の第Ⅲエリアに属するすれ違い

咬合」は排除した方が無難ではないかと考える．

また，咬合平面が乱れた症例であっても，力の

コントロールが難しい（患者の咬合力が強い，

対合歯列が過大な加圧因子となっている，など

の）症例も，保険治療における磁性アタッチメ

ントの適応症から排除した方が安全ではないだ

ろうか．さらには，プラークコントロールが不

良な患者への安易な磁性アタッチメントの適用

にも注意が必要であろう．

図８　KB 法ではキーパーハウジングを使用する

　　　ためキーパーの位置が高くなり，頬側に

　　　寄る傾向がある（日本磁気歯科学会の解

　　　説動画「磁性アタッチメント技工術式編」８）

　　　より抜粋）．

図９　金属床義歯では，磁性アタッチメント部

　　　分にメタルハウジング構造を付与するこ

　　　とが可能である．

表２．保険治療に磁性アタッチメントを導入する際の適応症．

保険治療に磁性アタッチメントを導入する際の適応症

　◆　切歯以外を支台歯とするオーバーデンチャー

　◆　犬歯・小臼歯を支台歯とする遊離端欠損症例

　◆　咬合平面が乱れた症例

　◆　歯冠歯根比が悪いものの動揺は軽度の歯周炎罹患歯を支台歯とする症例

　　　（ただし，プラークコントロールが良好な場合に限る）
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Ⅵ．磁性アタッチメント適用に関するその他の

　　注意点

　前項までは，（金属床義歯を前提とした）従来

の適用法と保険収載を加味した適用法の比較を

試みてきたが，本項ではこれらの枠組みとはあ

まり関係のない，磁性アタッチメントの臨床適

用に関する注意点について解説する．

１．磁石構造体やキーパーの摩耗による維持力

の低下（図 10）

　全部床義歯型のオーバーデンチャーや，歯冠

のある残存歯がすれ違い咬合を呈している場合

などは，義歯非装着時に根面板のキーパー部分

に対合歯が噛みこんでしまうことがある．この

ような症例において，患者が睡眠時ブラキシズ

ムを有していると、根面板のキーパー部分が咬

耗し，磁性アタッチメントの維持力が低下ある

いは消失してしまう．このようなシチュエーショ

ンでは，睡眠時に①ナイトデンチャー（あるい

は義歯）の装着，あるいは②対合歯列へのソフ

トスプリントの装着，を行うことでキーパーの

咬耗を防ぐ必要がある．

２．キーパーの傾斜角度（図 11）

　根面板にキーパーを配置する際のキーパーの

傾斜角度は主に，①咬合平面に対して平行，②

支台歯の歯軸に対して垂直，のいずれかが選択

される９）．前者は咬合圧に対する支持能力が高

く，後者は支台歯に対する負担が少ないのが特

長である．なお，キーパーを咬合平面から傾斜

させる場合，その角度が大きくなるほど吸引力

が低下することに注意が必要である７）．

３．根面板唇頬側軸面の傾斜角度（図 12）

　キーパー付き根面板の唇頬側軸面の角度が緩

すぎると，ブラッシングが困難となり歯周組織

破壊につながる恐れがある７）反面，角度が急す

ぎると支台歯への負担が増大する 10）とともに，

人工歯排列が困難となる．このため，唇頬側軸

面の形態は，患者自身の口腔衛生管理状況や支

台歯の健康状態を加味して決定する必要がある．

図 10 キーパー部分が咬耗して維持力が低下し

 た症例（A：磁性アタッチメント装着直後，

 B：義歯非装着時の咬合状態，C：咬耗し

 た磁性アタッチメント）．

図 11 キーパーを配置する際には，咬合平面に

 対して平行（A），歯軸に対して垂直（B）

 のいずれかが選択される．

図 12 根面板唇頬側の傾斜角度が緩すぎるとブ

 ラッシングが困難となる（A）が，急す

 ぎると支台歯への負担が増大する（B）

 恐れがある．
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これらの配慮は，特に歯軸傾斜の大きな上顎前

歯部において重要となる．

４．キーパー付き根面板の高さ（図 13）

　根面板に中途半端な高さを与えると，ブラシ

が歯肉縁に届きにくくなり，プラークコントロー

ルが困難となる 11）．このため，予防歯学的観点

からは，①可及的に高径の低い形態，あるいは，

②高さのある（マグノテレスコープ冠に準じた）

形態，であることが望ましい．一方，根面板の

高さの決定には，「根面板にどの程度の把持能

力を求めたいか」を考慮する必要がある．高さ

が高いほど，把持能力は増す一方，支台歯への

負担は大きくなる 12）．支台歯の健康状態や，そ

の他の支台装置の設計を加味して，「根面板に把

持能力を求める必要があるか」を吟味した上で，

根面板の高さを決定したい．

５．根面板マージン部の形態（図 14）

　根面板のマージン部の形態には，辺縁歯肉と

の関係性に基づき，①シーリングタイプ（歯周

ポケット上部を無理なく封鎖した形態）と②サ

ニタリータイプ（マージン部にアンダーカット

を与えない形態）に大別される．清掃性ならび

に歯周病学的見地から，一般的には歯肉縁部を

開放するサニタリータイプが採用されることが

多いが，カリエスリスクの高い患者に対しては，

シーリングタイプが有効との報告がある 13）．た

だし，オーバーマージンや歯肉形態を無視した

オーバーカントゥアな形態は，歯周ポケット上

部に不適切なアンダーカットを形成することで，

プラークリテンションファクターとなる 14）．こ

図 13 中途半端な高さの根面板（B）ではプラー

 クコントロール困難となるため，予防歯

 学的観点からは可及的に低い形態（A），

 あるいは高さのある形態（C）が望ましい．

図 14 根面板マージン部の形態は，シーリング

 タイプ（A），サニタリータイプ（B）に

 大別される．歯肉縁部にアンダーカット

 （矢頭）がある形態（C）は避けるべきで

 ある．

図 15 残存歯質が十分な支台歯における窩洞形

 成では，唇頬側のテーパーを大きく形成

 し，回転防止溝を付与することが重要で

 ある．

のため，シーリングタイプを製作する場合には，

辺縁歯肉を最小圧で印象採得した上で，ガム模

型を準備して根面板を製作する必要がある．な

お，支台歯の断面積に対して過大なキーパーを選

択すると，不適切な形態となりやすいため，キー

パー選択にも注意が必要である．

６．窩洞形成の際のポイント（図 15）

　前述の通り，キーパー付き根面板の唇頬側辺

縁部の傾斜が急だと，歯周組織の破壊や支台歯

の負担増加，人工歯排列困難を招くことになる．

このため，残存歯質が十分な支台歯では唇頬側

マージン形態はヘビーシャンファーとし，テー

パーを大きく形成する必要がある．

　また通常の根面板と比較してキーパー分の高

さが必要となるため，残存歯質の高さは可及的

に落とす必要がある．特に，（鋳接法と比較して

高さが出る）KB 法の採用が必須の保険適用磁性

アタッチメントでは，形成量の不足が治療全体

の失敗に繋がる恐れがあるため，特に注意が必
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要である．

　さらに，磁性アタッチメントの場合，通常の

根面板と比較して支台歯への負担がやや大きく，

MRI 撮影時にキーパーに対して若干の引力が働

くため 15），脱離防止のために回転防止溝の付与

は必須である 16）．

７．義歯に磁石構造体を装着する際のポイント

　義歯に磁石構造体を装着する際に注意すべき

ポイントは，①装着に使用する即時重合レジン

の重合収縮，②新義歯装着後の義歯床の機能的

（生理的）沈下，の２点である．

　磁石構造体をチェアサイドで義歯に装着する

際，使用する即時重合レジンの体積が大きけれ

ば大きいほど，重合収縮量も大きくなり，磁石

構造体がキーパーから離れてしまう恐れがある．

このため，磁石構造体を装着する際には，義歯

側に設けるスペースを可能な限り磁石構造体の

大きさに近づけることが重要である 17）．また，

磁石構造体装着時に余剰の即時重合レジンが根

面板マージン付近のアンダーカットに迷入した

り，義歯自体が浮いてしまうことを嫌い，遁路

を設ける場合があるが，この場合にも，使用す

る即時重合レジンは可及的に少なくするよう心

がけることが重要である．磁石構造体がキーパー

から浮いてしまったり，余剰の即時重合レジン

のアンダーカットへの迷入による義歯の撤去困

難を避けるために，磁石構造体装着用のレジン

ハウジング使用が有効である 18）．レジンハウジ

ングの製作方法については，日本磁気歯科学会

ホームページから視聴可能な解説動画の「磁性

アタッチメント技工術式編」８）を参照されたい．

なお，磁力の大きな磁石構造体ほど，その吸引

力自体が，キーパーからの磁石構造体の離脱を

防ぐため，使用する即時重合レジンの量が多い

としても維持力の低下が少ないと考えられる 17）．

また，新義歯（特に遊離端義歯やオーバーデン

チャー）では，義歯装着後１～数週間かけて床

下粘膜が義歯床を介して機能圧を受け，生理的

に圧縮することで，機能時の義歯床の位置が安

定するとともに，床下顎堤から十分な粘膜支持

が得られるようになることが知られている．床

下粘膜の被圧変位量は，支台歯歯根膜のおよそ

５～ 10 倍と考えられている 19）ため，義歯の機

能的な沈下を待たずに磁石構造体を義歯に装着

してしまうと，磁性アタッチメントが機能的な

沈下を妨げるだけでなく，キーパー付き根面板

を装着した支台歯への負担過多を招くため，磁

石構造体を装着するタイミングは症例ごとに慎

重に検討する必要がある（図 16）．

図 16 新義歯装着時の適合状態（A）と１週間

 使用後，義歯床が生理的に沈下して粘膜

 支持が十分に得られた状態（B）．B の状

 態になったことを確認してから磁石構造

 体を義歯に装着する（C）．

８．MRI 撮影に関連した注意事項

　MRI 撮影時には患者は強力な磁場にさらされ

ることになるため，磁石構造体を装着した義歯

は必ず外して撮影する必要がある．また，撮影

された MRI 画像にはキーパー付き根面板による

アーチファクトが出現する．頭部 MRI 撮影の目

的は，主に脳内あるいは脊椎部の精査であり，

アーチファクトの範囲は最も一般的な MRI 撮影

法であるスピンエコー法の場合で半径４～８cm

程度であるため 15），上顎大臼歯部への磁性アタッ

チメントの適用は，MRI 撮影時に障害となる可

能性がある．また，顎関節部の MRI 撮影ではよ

りアーチファクトの影響が懸念される．大臼歯

に適用した磁性アタッチメントはオーバーデン

チャーを除いて予後不良との報告もあることか

ら４），大臼歯への磁性アタッチメントの適用は，

避けた方が無難であろう．さらに，MRI 撮影時

にキーパーあるいはキーパー付き根面板が脱離

したという報告もあり 15），キーパーに対する

MRI 装置の磁力の影響を考えると，歯周組織の

支持を著しく失った支台歯に装着された磁性ア

タッチメントでは，支台歯自体の偏位や脱落の

危険性もあると考えられるため，そのような支

台歯は磁性アタッチメントの禁忌症と考えるべ

きであろう．

　日本磁気歯科学会のホームページ 20）から，患

者用のパンフレットをダウンロードすることが

可能であり，磁性アタッチメントを適用した際

には，是非，活用されたい．
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Ⅶ． おわりに

　今回，磁性アタッチメントの臨床適用につい

て，「保険収載（保険診療での適用）」をキーワー

ドとして，既報からの知見をまとめ，特に注意

すべき点を中心に議論を行った．本稿が，磁性

アタッチメントの保険診療での適正な活用の普

及の一助になれば，これ以上の喜びはない．
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歯冠外型磁性アタッチメントの臨床応用への変遷
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Evolution of Clinical Applications of Extra Coronal Magnetic Attachments

Hirokazu Kumano, Yoshinori Nakamura, Ryo Kanbara, Akihiro Ando, Wakako Fujinami,

Kentaro Nakamura, Shogo Ozawa and Jun Takebe

Department of Removable Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University

要旨

　磁性アタッチメントは，支台歯の負担能力を評価し，その状態に適した様式を選択できるという利点から，

日常臨床に広く普及している．従来，その適用は無髄歯に限定されていた．そこで，有髄歯への適用を可能

にするため，従来の機械式の歯冠外アタッチメントに準じ，支台歯に隣接する欠損側に補助的なアームを設

け，その上に磁性アタッチメントを適用する方法が考案された．しかし，この基本形態がカンチレバー構造

であるため，支台歯に対する過重な負担や不潔域の増大といった臨床的な課題が指摘されている．このよう

な背景から，我々は歯冠外型磁性アタッチメントの最適形態を探索する目的で三次元有限要素法解析を行い，

パターン形状や支台歯の連結歯数などが力学的挙動に及ぼす影響を検討してきた．本稿では，我々がこれま

で取り組んできた基礎的，臨床的研究で得られた知見に基づき，歯冠外型磁性アタッチメントの臨床適用に

おける諸条件について概説する．

Abstract

　Magnetic attachments are widely utilized in daily clinical practice due to the advantage of allowing for the selection 

of a design appropriate for the load-bearing capacity of each abutment tooth. Conventionally, their application 

has been limited to non-vital teeth. To enable their use on vital teeth, a method has been developed based on 

conventional mechanical extra coronal attachments, where an auxiliary arm extends to the edentulous area adjacent 

to the abutment tooth, with the magnetic attachment placed upon it. However, because this fundamental design is 

a cantilever structure, it poses clinical challenges such as excessive loading on the abutment teeth and an increase 

in plaque-retentive areas. Against this background, we have investigated the optimal design of extra coronal 

magnetic attachments using three-dimensional fi nite element analysis, examining the infl uence of factors such as 

pattern geometry and the number of connected abutment teeth on the mechanical behavior. This paper, based on 

the fi ndings from our foundational and clinical research, outlines the conditions for the clinical application of extra 

coronal magnetic attachments.

キーワード　　　　　　（Key words）

磁性アタッチメント（Magnetic attachment），歯冠外アタッチメント（Extra coronal attachment），

三次元有限要素法解析（Three-dimensional fi nite element analysis）

21日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年



Ⅰ． はじめに

　磁性アタッチメントは歯列の欠損形態に関係

なく，すべての支台歯に適用が可能である安全

で有用な支台装置として認知され，広く日常臨

床に普及している．磁性アタッチメントを適用

した義歯は従来の支台装置を用いた義歯と比較

し，磁石特有の力学的特性に基づき，多くの臨

床的特長を備えている 1 ～ 4）．今日では，磁性ア

タッチメントを利用した補綴歯科治療は，オー

バーデンチャーやインプラントオーバーデン

チャー，顎顔面補綴治療など広範囲に応用され，

良好な術後経過が数多く報告されている 5 ～ 8）．

磁性アタッチメントの特長の一つとして，それ

ぞれの症例の口腔内条件，特に残存歯の負担能

力を適切に判断し，それに見合った合理的な様

式を選択できる選択範囲の広いアタッチメント

と考えられる．しかし，磁性アタッチメントの

臨床応用が進む中で，当然のことながら，残存

歯の状態が必ずしも劣悪ではない症例にも頻繁

に遭遇することになる．その場合には，いわゆ

る「歯に優しい」支台装置にこだわる根拠は乏

しく，義歯自体の機能性を高めるためにも，よ

り積極的な設計が選択される．そこで，当講座

では，この様な臨床要件に対処するために，多

様な臨床例で試行錯誤を繰り返しながら，その

利用法の拡大に努めてきた．その結果，積極的

利用法として，磁性アタッチメントをコーヌ

ステレスコープクラウンと組み合わせたＭＴ

（Magno-telescopic crown）冠型を開発した 9 ～ 12）．

これは維持力の基本を極めて不安定な摩擦力に

依存する従来のコーヌステレスコープクラウン

の咬合面部に磁性アタッチメントを組み込むこ

とで，長期的に安定した機能力を発揮させるも

のである．この様に，支台歯の臨床的諸条件に

適応できるように，磁性アタッチメントの様々

な利用法を工夫してきたが，最後の臨床的な障

壁は有髄歯であった．磁性アタッチメントには

開発以来，さまざまな改良が加えられ，初期の

タイプに比べ大幅な小型化が進んだとはいえ，

現実的な適用部位のスペースは極めて限られた

ものであり，MT 冠型を含め，未だ無随歯に準

じた方法で有髄歯に適用することには一般的に

困難であった．この問題に対処するために，当

講座では，従来の機械式の歯冠外アタッチメン

トに準じて，支台歯に隣接する欠損側に補助的

なアームを設け，その上に磁性アタッチメント

を設置する歯冠外型磁性アタッチメントを考案

した 9，13）．これにより，磁性アタッチメントの

最後の臨床的な障壁であった有髄歯への活用を

可能にした．また，歯冠外型磁性アタッチメン

ト用既製パターンの開発に伴い，精密かつ簡便

な歯冠外型磁性アタッチメントの臨床システム

を構築した 14，15）．一方で，歯冠外型磁性アタッ

チメントは，その基本形態がカンチレバー構造

であるため，支台歯に対する負担過重，不潔域

の増大など臨床的に不利な問題点も指摘されて

いる．そこで歯冠外型磁性アタッチメントの最

適形態を模索する目的で三次元有限要素法解析

を行い，パターンの形態や支台歯の連結歯数等

を検討した 16 ～ 18）．また臨床応用例の中から比較

的良好な成績を収めたものを参考にしながら適

用可能な条件についても知見が得られた．

本稿では，当講座にて取り組んできた基礎的，

臨床的研究に基づき，歯冠外型磁性アタッチメ

ントの概要について概説する．

Ⅱ． 歯冠外型磁性アタッチメント用キーパートレー

　　　の開発

　最初に考案された歯冠外型磁性アタッチメン

トの模式図を示す（図１）．この方式はパトリッ

クス部分にキーパーを埋め込み，その上部に磁

石構造体が吸着する形態とした．しかし，歯冠

外型として用いる際，技工操作が煩雑という欠

点があった．そこで技工操作を簡便にするため，

キーパートレーの試作を行った（図１）．試作し

たキーパートレーを用いて，基礎的実験として

破壊荷重試験 19）やキーパートレーの取り付け位

置および起始部の形態変化が及ぼす力学的影響

について三次元有限要素法解析 20）を用いて検討

を行った（図２）．

図１　磁性アタッチメントを歯冠外アタッチメ

　　　ントとして利用する場合の模式図と試作

　　　キーパートレー
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図２　試作キーパートレーを用いた荷重試験お

　　　よび三次元有限要素法解析の一例

　試作したキーパートレーを用いた臨床例を示

す．初診時の口腔内写真，パノラマエックス線

写真と本症例における義歯設計を示す（図３）．

17 に歯冠外型，13，23，25，26 に根面板型，

33，34，37 に MT 冠型を用いる設計とした．最

終補綴装置装着時の口腔内写真を示す（図４）．

最終補綴装置装着後，患者の来院が途絶えた．

最終補綴装置装着 15 年後に 37 の MT 冠内冠の

脱離を主訴に急患来院した．来院時の口腔内写

真と MT 冠内冠再着後のデンタルエックス線写

真を示す（図５）．17 の歯冠外型磁性アタッチ

メントはカリエスや近心側の歯槽骨の吸収が確

認できるが，支台歯の動揺は認められなかった．

また 25，26 にカリエスが認められたが，装着し

図３　初診時の口腔内写真，パノラマエックス

　　　線写真と本症例における補綴設計

図４　最終補綴装置装着時の口腔内写真

図５　再来院時の口腔内写真と MT 冠内冠再着

　　　後のデンタルエックス線写真

た最終補綴装置に大きな問題は観察されなかっ

た．

Ⅲ． 歯冠外型磁性アタッチメント用キーパートレー

の製品化

　より簡便で機能的なキーパートレーの製品化

を目的として，試作したキーパートレーの改良

を行った．キーパートレーの改良にあたり，基

礎的実験として破壊荷重試験，三次元有限要素

法解析を用いた構造解析を行った 21）（図６）．こ

れら基礎的実験の結果に基づき，キーパートレー

における最適形状について検討を行った．製品

化されたキーパートレーと専用ジグを示す（図

７）．しかし，歯冠外型磁性アタッチメントを用

いた義歯設計における力学的配慮が不十分な場

合，歯根破折やアタッチメント部の破損を招く

結果となった（図８）．
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図６　改良されたキーパートレーを用いた荷重

　　　試験および三次元有限要素法解析の一例

Ⅳ． 歯冠外型磁性アタッチメントの義歯設計におけ

る力学的検討

　歯冠外型磁性アタッチメントは，その基本形

態がカンチレバー構造であることから，支台歯

に対する負担過重などの問題点を有する．そこ

で義歯にかかる咬合負担圧の適正な配分を行う

ため，三次元有限要素法解析を用いて検討を行っ

た．

図７　製品化されたキーパートレーと専用ジグ

図８　歯根破折やアタッチメント部の破損した

　　　症例

図９　解析項目

図 10　支台歯の応力分布図

１．支台歯の連結歯数について

　36，37 欠損症例に対して，歯冠外型磁性アタッ

チメントを適用し，片側処理にて設計した場合

における支台歯の連結歯数について検討を行っ

た 16）（図９）．解析結果より，２歯連結モデルと

３歯連結モデルにおいて支台歯遠心歯頚部にお

ける応力分布に明らかな違いが確認できた．し

かし，連結歯数をそれ以上に増やしても，支台

歯遠心歯頚部における応力分布に大きな違いは

確認できなかった（図 10）．次に支台歯の変位

量について検討を行った（図 11）．３歯連結モ

デルで支台歯の変位量は２歯連結モデルより約

50 パーセント減少した．連結歯数をそれ以上増

やした場合も，変位量は減少するが，比較的緩

やかであった．最後に義歯の沈下量について検

図 11　支台歯および義歯後縁の変位量
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討を行った（図 11）．３歯連結モデルで義歯の

沈下量は２歯連結モデルより約 35 パーセント減

少した．連結歯数をそれ以上増やしても，更な

る義歯の沈下量の著名な減少は確認できなかっ

た．以上の解析結果より，支台歯の連結歯数は

３歯以上の連結で，支台歯，義歯の変位量を減

少させ，支台歯に発生する応力を緩和させる力

学的効果が示唆された．

２．ブレーシングアームの併用について

　次に，歯冠外型磁性アタッチメントを用いた

義歯設計については，義歯にブレーシングアー

ム，インターロックを併用して支持，把持効果

を求め，支台歯への負担過重の軽減を図ってい

る．そこで歯冠外型磁性アタッチメントと併用

されるブレーシングアームの力学的効果につい

て検討した 18）．先ほどの解析結果より，支台

歯の連結歯数は３歯連結とした．ブレーシング

アームを用いた B-A モデル，B-A モデルからブ

レ－シングアームのみを除去した B-A less モデ

ル，下顎左側第一第二小臼歯にブレーシングアー

ムの代わりに近心レストを付与したレストモデ

ル，B-A less モデルにリンガルバーにより反対

側に双歯鉤にて維持を求めた両側設計の L-B モ

デルの４種とし，解析を行った（図 12）．荷重

方向は，咬合平面に対して垂直方向から 30 度頬

側方向に傾斜させた頬側方向荷重，咬合平面に

対して垂直方向に付与した垂直方向荷重，咬合

平面に対して垂直方向から 30 度舌側方向に傾

斜させた舌側方向荷重の 3 種類とした（図 13）．

図 12　解析項目

図 13　荷重条件　a：頬側方向荷重

　　　  b：垂直方向荷重　c：舌側方向荷重

解析結果より，全ての方向荷重において，最も

少ない義歯垂直変位量を示したモデルは L-B モ

デルであり，最も多くの義歯垂直変位量を示し

たモデルは B-A less モデルであった．B-A モデ

ルとレストモデルに関しては，垂直方向荷重時

には同程度の変位量を示したが，頬側方向，舌

側方向荷重では，レストモデルの方が少ない変

位量を示した（図 14）．また，頬側方向荷重お

よび舌側方向荷重におけるに義歯側方変位量で

は，最も少ない義歯側方変位量を示したモデル

は L-B モデルであった．片側処理とした 3 モデ

ルに関しては，頬側方向荷重において，最も少

ない舌側変位量を示したモデルはレストモデル

であり，舌側方向荷重において，最も少ない頬

側変位量を示したモデルはB-Aモデルであった．

また，片側処理の 3 モデルにおいて，いずれも

義歯側方変位量は舌側変位量の方が頬側変位量

図 14　義歯の垂直変位量
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よりも大きい結果を示した（図 15）．垂直方向

荷重，頬側方向荷重，舌側方向荷重における支

台歯および皮質骨の応力分布図を示す（図 16）．

荷重別に比較すると，舌側方向荷重で支台歯お

よび皮質骨における最大の応力集中が確認でき

た．次に，垂直方向荷重時でのモデル間の応力

分布図を比較すると，最後方支台歯遠心歯槽骨

相当部に応力分布の違いが観察され，最も応力

集中したモデルは B-A less モデルであり，最も

少なかったモデルは L-B モデルとなった．片側

処理のモデルでは，レストモデル，B-A モデル

の順に応力集中が少ない結果となった．次に，

垂直方向荷重，頬側方向荷重，舌側方向荷重に

おける歯冠外型磁性アタッチメントのアタッチ

メント部の応力分布図を示す（図 17）．荷重別

に比較すると，舌側方向荷重に最大の応力集中

が観察された．また，舌側方向荷重における 4

モデル間の応力分布を比較すると，最も応力集

中が少なかったモデルは B-A モデルとなり，そ

の他 3 モデルでは同等の応力分布が観察された．

以上の解析結果より，歯冠外磁性アタッチメン

トと併用したブレーシングアームは，義歯の挙

動を抑制し，支台歯・皮質骨・歯冠外磁性アタッ

チメント部へ発生する応力を緩和させる力学的

効果を有することが示唆された．

図 15　義歯の側方変位量

図 16　支台歯および皮質骨の応力分布図

図 17　アタッチメント部の応力分布図

図 18　初診時の口腔内写真とデンタルエックス

　　　 線写真

Ⅴ． 歯冠外型磁性アタッチメントを用いた症例

　歯冠外型磁性アタッチメントを用いて，機能

的，審美的な補綴歯科治療を行った症例を供覧

する 22）．初診時の口腔内写真とデンタルエック

ス線写真を示す（図 18）．初診時の口腔内状況

は，両側臼歯部の咬合支持の喪失に加え，歯周

疾患の進行による前歯部の歯列不正や，咬合平

面の乱れが認められた．上下顎における補綴設
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計を示す（図 19）．上顎では，デンタルエック

ス線写真より，11，21 に軽度の歯槽骨吸収が認

められ，また，14，15 は無髄歯であったが，残

存歯はいずれも動揺はなく，臨床状態が良好で

あったため，両側に歯冠外型磁性アタッチメン

トを選択した．なお，25 は歯冠補綴装置を除去

したところ歯根破折が確認できたため，抜歯を

行った．下顎では，デンタルエックス線写真より，

46 に根分岐部周囲に歯質の希薄化が認められた

ため，歯冠補綴は困難と判断し，根面板型磁性

アタッチメントを選択した．次に，47 は根尖部

に透過像があるものの，臨床状態は良好と判断

し，根管治療後，MT 冠型磁性アタッチメント

を選択した．31，32，33，42 は，動揺度が高く，

高度な歯槽骨吸収も認められたため，歯冠歯根

比の改善を目的に根管治療後，根面板型磁性ア

タッチメントを選択した．37 も残存歯質の量も

少なく，根分岐部歯質の希薄化が認められたた

め，歯冠補綴は困難と判断し，根管治療後，根

面板型磁性アタッチメントを選択した．上下顎

に装着した最終義歯と最終義歯を装着した口腔

内写真を示す（図 20）．義歯の破折の防止，義

歯全体の剛性向上のために，金属床を選択した．

口腔内で義歯の位置が正確に決まり，今まで使

用していた義歯と比べ，簡単に着脱でき，機能的，

審美的に良好な結果が得られ，患者の満足度も

高かった．最終補綴装置装着後７年経過時の口

腔内写真とデンタルエックス線写真を示す（図

21）．咀嚼機能，審美性に問題は認められない．

歯冠外型磁性アタッチメントを適用した 15 およ

び 24 は，カンチレバー作用の働く設計ではある

が，歯槽骨吸収は観察されなかった．このことは，

支台歯の連結効果とブレーシングアームの併用

によって応力の分散が図られたためと考察され

る．

図 19　上下顎補綴設計

図 20　上下顎に装着した最終補綴装置と最終補

　　　 綴装置を装着した口腔内写真

図 21　最終補綴装置装着後７年経過時の口腔内

　　　 写真とデンタルエックス線写真

Ⅵ． 歯冠外型磁性アタッチメントの口腔衛生管理

　歯冠外型磁性アタッチメントは，支台歯への負

担過重の軽減のための支台歯の連結固定や義歯

の支持，把持効果を高めるためのブレーシング

アーム，インターロックが付与されている．そ

のため比較的複雑な構造を有していることから，

口腔内および義歯の清掃性は困難である．そこ

で当講座で行っている口腔衛生管理について概

説する 23）．PCR や歯周基本検査で得られた結果

をもとに補助的清掃用具の選択の指導や特にプ

ラークが付着しやすい歯冠外型磁性アタッチメ

ントのアタッチメント部については，スーパー

フロスの使用法についても指導を行い，デンタ

ルプラークコントロールを行っている（図 22）．

図 22　口腔衛生管理（デンタルプラークコント

　　　 ロール）
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　また近年，デンチャープラークは，義歯性口

内炎の直接的な原因であるだけではなく，さら

に不顕性肺炎や誤嚥性肺炎を誘発することが報

告されている 24，25）．そのため，デンチャープラー

クコントロールは，口腔ならびに全身の健康管

理の観点から非常に重要となる．歯垢染色液に

よる染色を口腔内のみだけではなく，義歯の染

色を行うことで，患者に義歯の汚れを視覚的に

確認させることで，残存歯だけではなく，義歯

の清掃に対するモチベーションの向上を図って

いる．デンチャープラークについては，網羅的

な細菌種の検出・同定が原理的に難しいため，

当講座では次世代シーケンス解析（NGS）技術

を用いた研究を行っている 26）．その結果，デン

チャープラークにおいては，Streptococcus が義

歯研磨面で 90％，義歯粘膜面では 50％と，高い

構成比で検出された．近年，誤嚥性肺炎に関与

する起炎菌として，口腔レンサ球菌属が嫌気性

細菌属より重要であるとの報告 27）があり，徹底

したデンチャープラークコントロールを含めた

口腔衛生管理の重要性が示されたものと考えら

れる．そのため，当講座ではメインテナンス時

にデンチャープラークコントロールとして義歯

の清掃法について指導も行っている．デンチャー

プラークコントロールは，機械的清掃法と化学

的洗浄法がある．機械的清掃法として，義歯ブ

ラシとタフトブラシ，義歯用除菌洗浄剤を用い

た後，科学的洗浄法として，プロフェッショナ

ル ケア用 義歯洗浄剤と超音波洗浄機を併用し，

義歯の洗浄を行っている（図 23）．

　患者の口腔ならびに全身の健康管理の観点か

ら，定期的な口腔清掃指導や義歯の衛生状態を

含めたメインテナンスを行う必要があると考え

る．

図 23　口腔衛生管理（デンチャープラークコン

　　　 トロール）

Ⅶ． おわりに

　歯冠外型磁性アタッチメントの開発は，個々

の症例における口腔内条件，特に各残存歯の負

担能力を適切に評価し，それに見合った合理的

な磁性アタッチメントの様式を選択することを

可能にした．適切な力学的配慮と口腔衛生管理

のもとで臨床応用されることにより，歯冠外型

磁性アタッチメントは，補綴歯科治療における

有効な選択肢の一つとなり得るものと考えられ

る．

　本稿は，2024 年 11 月 9 日明海大学浦安キャ

ンパスにおいて開催された日本磁気歯科学会 第

34 回学術大会，教育講演「磁性アタッチメント

の多様性を再考しよう」で発表した内容をまと

めたものである．

　なお，本論文の投稿に際して開示すべき利益

相反状態はありません．
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磁性アタッチメントを応用した MT 冠の特徴について

槙原絵理

九州歯科大学歯学部歯学科口腔機能学講座顎口腔欠損再構築学分野

Features of magno-telescopic crowns with application of magnetic attachments

Eri Makihara

Division of Occlusion & Maxillofacial Reconstruction, Department of Oral Function, Kyushu Dental University

要旨

　磁性アタッチメントは長期の使用でも維持力が減衰しない，支台歯にかかる力のコントロールが容易とな

る，優れた審美性を確保できる，義歯の着脱時に非機能的な力がかかる危険性が少ない，といった利点を有

する．基本的な構造は義歯に固定された磁石構造体と歯根に固定されたキーパーとが吸引し義歯を安定させ

るものであるが，比較的良好な植立状態の残存歯に対しては，磁性アタッチメントとコーヌステレスコープ

クラウンを組み合わせた Magno-telescopic crown（MT 冠）を利用することで，さらなる補綴装置自体の機能

性や審美性の向上が期待できる．MT 冠は従来のテレスコープクラウンのような複雑な技工操作を必要とせ

ず，上述した磁石による吸着力と MT 冠軸面による把持力を利用して上部補綴装置を維持安定させる支台装

置で可撤性ブリッジにも応用が可能である． 

今回は，磁性アタッチメントの特徴とともに MT 冠について紹介させていただく．

Abstract

　The use of magnetic attachments as denture abutments not only replaces conventional abutments, but also has 

the following advantages: no attenuation of the maintenance force even after long-term use, easy control of the 

force applied to the abutment by using a magnetic structure that matches the size of the abutment teeth, excellent 

esthetics, less risk of applying non-functional forces when attaching and detaching the denture, and a wider range 

of applications. The basic structure of magnetic attachments is that a magnetic structure attached to the prosthesis 

and a keeper attached to the root as a root surface attachment attract each other to stabilize the prosthesis and are 

used to improve the crown-root ratio and reduce the lateral load on the abutment tooth.

　The Magno-telescopic (MT) crown, which is a combination of a magnetic attachment and a cone crown telescope, 

is expected to improve the functionality and esthetics of the prosthetic device itself for remaining teeth that are in 

relatively good condition. MT crowns do not require the complex technical manipulation of conventional telescopic 

crowns and can also be applied to removable bridges.

　In this article, I would like to introduce the MT crown and the features of magnetic attachments.
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Ⅰ．緒言

　1969 年に米国で Sm-Co 磁石が，さらに 1983

年には Nd-Fe-B 磁石が国内で開発され，永久磁

石の革命的な進歩が訪れた．小型で高吸引力を

発揮する希土類磁石に魅了された産学歯医の有

志が磁石の歯科利用を目指して集い，1991 年に

日本磁気歯科学会（本学会）が設立された．翌

1992 年には厚生省認可を取得し，義歯の維持

装置である磁性アタッチメントが市販されるよ

うになった．本学会では多くの臨床例を重ねる

とともに研究を進め，2012 年に国際標準規格

（ISO13017）を取得し，さらに，2021 年 9 月よ

りキーパー付き根面板をダイレクトボンディン

グ法で製作した場合に限り，磁性アタッチメン

トを保険診療で用いることが可能となった．

　磁性アタッチメントを義歯の支台装置として

利用することは，単に従来の支台装置に代用で

きるだけでなく，長期使用においても維持力の

減衰がない，支台歯の大きさに合った磁石構造

体を使用することで支台歯にかかる力のコント

ロールが容易となる，優れた審美性を確保でき

る，義歯の着脱時に非機能的な力がかかる危険

性が少ない，適応範囲が広い，といった利点を

有する．基本的な構造は義歯に固定された磁石

構造体と根面アタッチメントとして歯根に固定

されたキーパーとが吸引し義歯を安定させるも

ので 1），歯冠歯根比を改善させるとともに支台

歯にかかる側方荷重を軽減させることを目的と

して使用される．

　さらに，比較的良好な植立状態の残存歯に対

し，磁性アタッチメントとコーヌステレスコー

プクラウンを組み合わせた Magno-telescopic 

crown（MT 冠）を利用することで，補綴装置自

体の機能性や審美性の向上が期待できる．MT

冠は従来のテレスコープクラウンのような複雑

な技工操作を必要とせず，上述した磁石による

吸着力と MT 冠軸面による把持力を利用して上

部補綴装置を維持安定させる支台装置で，可撤

性ブリッジにも応用が可能である．今回は，磁

性アタッチメントの特徴とともに MT 冠につい

てもその魅力をお伝えできれば幸甚である．

Ⅱ．他の支台装置と比較した磁性アタッチメン

　　トの利点

　以下に磁性アタッチメントを支台装置として

応用した際の利点を示す２）．

１．優れた審美性

　歯冠部のアンダーカット域に鉤尖を接触させ

ることにより維持力を発揮するクラスプとは異

なり，外観に触れにくく優れた審美性を有する

ことが挙げられる．特に前歯部のみが残存して

いる症例に対し磁性アタッチメントを応用する

場合の審美的メリットは大きい．

２．支台歯に優しい

　磁性アタッチメントの維持力は吸着面垂直方

向にのみ働くため，支台歯に有害な側方力や回

転力が発生した場合には容易に上部の義歯が外

れ，支台歯に優しいという点がある（図１）．

３．義歯の着脱が容易

　義歯の着脱方向が自由であり，精密な位置決

めが不要であるため着脱が簡単である．また，

義歯を取り外す際はわずかな回転力により簡単

に外れる（図２）．これは，介護を要する患者や

図 1　磁性アタッチメントの利点：支台歯に優

しい

 支台歯に有害な側方力や回転力が発生し

た場合には容易に上部の義歯が外れ，支

台歯に優しいという点がある ．

図 2　磁性アタッチメントの利点：義歯の着脱

が容易 

 着脱方向が自由であり，精密な位置決め

が不要であるため着脱が簡単である．取

り外す際はわずかな回転力により簡単に

外れる ．
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手指の不自由な患者および高齢者にとっても有

益といえる．

４．技工操作が容易

　その他のアタッチメントと比較すると形態も

シンプルで，特殊な技術や専用の器具が不要で

あることから製作過程は比較的容易である． 

５．清掃のしやすさ

　磁性アタッチメントは単純な構造であること

から，患者にとっても清掃がしやすい．

６．恒久的な維持力

　その他の支台装置の場合，変形や摩滅，破損

などにより維持力が低下するが，磁性アタッチ

メントの磁気的な吸引力は永久磁石の材料特性

を利用しており，減衰が生じないことも他の支

台装置とは異なる点である．また，使用する磁

性アタッチメントの大きさにより吸引力が決定

されることから，義歯に利用する維持力を予測

することが容易である．

Ⅲ．MT 冠としての応用

１．支台歯の適用基準

　磁性アタッチメントを応用できる支台歯の適

用基準は以下の通りである．

1) 歯内療法により適切な保存処置が行われてい

る歯であること

2) 歯冠補綴後，臨床的歯冠歯根比が１：１以下

となること

3) 歯周組織の状態が安定していること

　磁性アタッチメントの利点については上述し

た通りであるが，一般的なキーパー付き根面板

はキーパーを歯肉縁付近に設置するのに対して，

MT 冠はキーパーを歯肉縁上よりやや高めに設

置し，根面板軸面形態をコーピング型とするこ

とにより把持力を期待するものである．その際

の軸面形態はテレスコープクラウンのように軸

面テーパーの角度に規制はなく，比較的自由度

が高いのが特徴であるが，義歯が支台歯をしっ

かり保持するため義歯の動きに伴う支台歯の動

揺が生じやすいことから，支台歯は歯根が長く

植立状態が良好な残存歯に応用を限定すべきで

ある． 

２．支台歯形成時の注意点

　支台歯形成の注意点は日本磁気歯科学会より

アップロードされている YouTube 動画「磁性ア

タッチメント臨床術式編」
４）を参照されること

をお勧めする．支台歯咬合面はキーパースペー

ス確保のため凹面形態とするが，メーカーによ

りメタルフレームを用いた義歯の磁石構造体の

スペースを確保するプラスチックパターン（磁

石構造体ハウジング）がセットになったものも

あり，MT 冠の場合はキーパー，キーパーハウ

ジング，磁石構造体，磁石構造体ハウジングの

厚みの合計は約３mm，上部補綴装置のクリアラ

ンス量は最低２mm 必要であることを考慮した

形態とする．なお，事前に上部補綴装置の診断

用ワックスアップを行った後コアを製作し利用

することで，形成時に試適しながらクリアラン

ス量を確認することが可能である（図３）．

３．MT 冠内冠の製作とキーパーの接着

　歯科技工士が作業用模型上で内冠のワックス

アップを行う際に，キーパーの吸着面と咬合平

面とが平行となるようキーパーハウジングパ

ターンをワックスパターンに組み込み製作する

ことが重要である．印象採得に関しては，支台

歯の部位に関わらず咬合平面の指標となるラン

ドマークを含む全顎の印象採得を行う．さらに，

咬合床による暫間的な咬合採得を行うことで，

咬合平面の決定や，クリアランス量を考慮した

内冠の形態決定にも役立つ．

図 3　支台歯咬合面のクリアランス

 支台歯咬合面は凹面形態とする．キー

パー，キーパーハウジング，磁石構造体，

磁石構造体ハウジングの厚みと上部補綴

装置のクリアランス量を考慮する．
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　接着性レジンセメントで内冠にキーパーを接

着するが（ダイレクトボンディング法），キーパー

と磁石構造体とをカバーガラスを介して吸着さ

せた状態で（図 4a），作業用模型上にてハウジ

ングパターン内に接着性レジンセメントを充填

させ静かにキーパーを入れることで，キーパー

の根面板からの浮き上がりやずれを防止できる 5)

（図 4b）．

４．MT 外冠製作

　内冠を口腔内に装着後，キーパーの直径と同

一サイズの磁石構造体をキーパー上に設置し精

密印象および咬合採得を行い，作業用模型上で

外冠を製作する．製作した外冠内面に磁石構造

体を接着するが，磁性アタッチメントの取り付

けの不備により吸引力は著しく低下することが

図 4　内冠へのキーパーの接着

　 a. キーパーと磁石構造体とをカバーガラ

スを介して吸着させる

 b. 作業用模型上にてハウジングパターン

内に接着性レジンセメントを充填させ，

静かにキーパーを入れることで，キーパー

の根面板からの浮き上がりやずれを防止

できる

知られている６）．磁石構造体とキーパーの位置

のズレに関しては，垂直的に 0.1mmのエアギャッ

プが生じると吸引力は 1/3 に，水平的に 0.5mm

ずれると約 2/3 に減少することが報告されてお

り 7)，外冠に取り込まれる磁石構造体と内冠に

取り込まれるキーパーを正確に位置づけること

が重要である．流動性に優れたデュアルキュア

型レジン系セメントを外冠内面に充填し，磁石

構造体を装着する．余剰セメントを確実に除去

し，口腔内に装着した状態でセメントを完全に

硬化させることで，セメントが硬化するまでの

間にキーパー・磁石構造体間に発生する吸引力

によりキーパーと磁石構造体が密着し，両者間

のギャップは最小限に抑えることができる（図

5a-f）．

図 5　外冠への磁石構造体の接着

 a. 磁石構造体の吸着面以外にサンドブラ

スト処理を行いメタルプライマーを塗布

する

 b. 外冠内面にデュアルキュア型レジン系

セメントを充填させる

 c. 外冠 内面に磁石構造体を装着する

 d. 余剰セメントを確実に除去する

 e. 外冠内面に磁石構造体が設置された状

態

 f. 口腔内に装着した状態でセメントを完全

に硬化させる
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Ⅳ．MT 冠を利用した可撤性ブリッジ症例

　14-11MT を有する審美的要求度の非常に高い

女性患者に対し 17,16,15,21,22 を支台歯として

ダイレクトボンディング用 MT 冠内冠を装着後，

17-22 の可撤性ブリッジを製作し装着した（図

６a-c）．見た目はブリッジであることから審美

的満足度が非常に高く，固定性ブリッジと比較

してプラークコントロールも容易となり経過も

順調であったため，2004 年 9 月に当科は一旦終

診となった 9)．約 2 年後，15 が歯根破折により

抜歯となったが，15 外冠内面を前装用硬質レジ

ンで充填し，ポンティックとして利用すること

で可撤性ブリッジ形態を大きく変更することな

く対応ができていた．その後，歯周病科による

メンテナンスにも定期的に通院されていたが，

時間の経過とともに MT 冠として使用していた

21,22 や 23 が予後不良となり，抜歯後増歯を行

い，床を付与した可撤性ブリッジへと変更する

ことで対応されていた（図７a-c）．17 年が経過

し患者もご高齢となり ,「自分で通院できる間

に入れ歯を新しくしたい」という強いご希望が

あり，新たに補綴装置を製作することとなった．

これまでに床付きの可撤性ブリッジを使用して

いたこともあり，以前のような審美的要求はな

く，清掃のしやすさを重視したいとのことであっ

た．17,16 は骨植状態も内冠の適合性も良好で

あったことから引き続き MT 冠として使用する

こととした．25-27 には FMC が装着されており

MT 冠としての利用も考えたが，できるだけ来

院回数を少なくしたいという希望もあったため，

FMC はそのままで 25,26 に双子鉤を付与した可

撤性義歯を製作した（図８a-e）．現在，初診時

終診日より 19 年が経過し，3 ヶ月に 1 度の頻度

で歯周病科および当科でのメンテナンスを継続

している．

図 6　MT 冠を利用した可撤性ブリッジ症例 

 a. キーパーを装着した内冠を装着

 b. 外冠内面に磁石構造体を装着する

 c.MT 冠を利用した可撤性ブリッジ装着時

図 7　MT 冠を利用した可撤性ブリッジ症例

 17 年後 

 a.17,16 は骨植状態も内冠の適合性も良好

であった

 b. 使用されていた義歯咬合面

 c. 使用されていた義歯粘膜面

図 8　MT 冠を利用した可撤性ブリッジ症例

 19 年後 

 a. 完成義歯咬合面

 b. 完成義歯粘膜面

 c. 完成義歯装着時右側側方面

 d. 完成義歯装着時正面

 e. 完成義歯装着時左側側方面
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Ⅴ．まとめ

　MT 冠を使用した可撤性ブリッジは，通常の

磁性アタッチメントを応用したオーバーデン

チャーの利点に加え，見た目がブリッジである

ことから患者の審美的満足度が非常に高いとい

える．また可撤性であり支台歯のブラッシング

がしやすく，支台歯周囲のプラークコントロー

ルが容易である．また，今回ご紹介した症例の

ように，一度製作した補綴装置は再利用が可能

であることも魅力の一つといえる．

　磁性アタッチメントを適用した補綴治療は，

多くの利点を有していることから，超高齢社会

となったわが国において，要介護を見据えても

高い有用性があると考えられる．しかしながら，

本アタッチメントを成功に導くためには，正し

い技工術式や臨床術式が必要不可欠であること

も再認識しなければならない．世界に冠たる我

が国の磁性アタッチメントが今後もさらに進化，

発展することにより，可撤性義歯の有力な支台

装置として広く普及することを願っている．
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保険・義歯修理での使用
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The use in insurance-covered prosthodontic treatment and denture repair.
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要旨

2021 年の保険収載を契機に、磁性アタッチメントを初めて臨床で使用する歯科医師が増加し，その使用頻

度も高まっている。本稿では、特に保険診療および義歯修理における磁性アタッチメントの応用について、

従来の自費診療での使用との違いも含めて解説する。

　従来使用されていた自費症例と，保険症例では磁性アタッチメントの適用法に関して本質的な違いは無い。

しかし，症例選択や設計に関しては両者の間に相違があり，保険症例では自費義歯で必要とされる審美性よ

りも残存歯保護に重点を置いた設計が重視される傾向にある。磁性アタッチメントは，高齢者に多く見られ

る少数残存や咬合支持が不足する症例の治療に有効と考えられることから，本解説ではこれらの症例に磁性

アタッチメントを使用する際のポイントや注意点に関して，実際の症例を含めて詳しく解説する。

Abstract

　Since the inclusion of magnetic attachments in the national health insurance system in 2021, the number of 

dentists using them clinically for the fi rst time has increased, and their frequency of use has also risen. This article 

focuses on the application of magnetic attachments in insured dental treatment and denture repairs, with reference 

to differences from their use in conventional private practice.

　There is essentially no difference in the fundamental method of applying magnetic attachments between privately 

funded and insured cases. However, differences exist in case selection and design. In insured cases, treatment 

planning tends to emphasize the protection of remaining teeth rather than esthetics, which are often prioritized in 

privately funded dentures. Magnetic attachments are considered particularly effective in treating elderly patients 

who frequently present with only a few remaining teeth or insuffi cient occlusal support. Accordingly, this article 

discusses key points and precautions for the use of magnetic attachments in such cases, illustrated with actual 

clinical examples.

キーワード　（Key words）

保険義歯（insurance-covered denture），義歯修理（denture repair），適用症（indications），設計（design） 
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Ⅰ．はじめに

　2021 年の保険収載を契機に、磁性アタッチメ

ントを初めて臨床で使用する歯科医師が増加し、

その使用頻度も高まっていると報告されている。

本稿では、特に保険診療および義歯修理におけ

る磁性アタッチメントの応用について、従来の

自費診療での使用との違いも含めて解説する。

　治療自体は、保険診療と自費診療の間で本質

的な違いはないが、適応症には大きな差がある。

自費診療では、支台歯の喪失や義歯の再製は極

力さける必要があるため、予後不良と考えられ

る支台歯への磁性アタッチメントの使用は控え

る傾向にある。一方、保険診療では、キーパー

付き根面板（以下根面板）の再製や、支台歯喪

失に伴う増歯が容易である。そのため緩圧性の

高い磁性アタッチメントの特徴を生かし、咬合

性外傷や将来的な破折リスクを抱える残存歯も

積極的に支台歯として選択可能で、義歯修理や

移行義歯での使用が容易となっている。

　また、審美性を重視する自費義歯では、露出

部にクラスプを用いることが困難である。しか

し、機能性を重視する保険義歯においては、骨

植が良好で対合歯と接触しない支台歯はあえて

磁性化せず、クラスプによる強い把持力を確保

する設計が可能であるため、磁性アタッチメン

ト義歯における把持や安定性の不足といった課

題を補完できる。

　審美補綴の観点では、ノンメタルクラスプ義

歯やインプラント義歯との競合もあるが、支台

歯への緩圧という特性において、磁性アタッチ

メントは他にはない独自の優位性を有する。こ

の特性を生かした設計は、多数歯欠損や咬合支

持が不足する症例において特に有効であり、超

高齢化社会を迎えた日本の歯科医療において、

磁性アタッチメントは今後も重要な役割を果た

すと考えられる。

Ⅱ．なぜ保険診療において磁性アタッチメント

　　が必要か？

　磁性アタッチメントは、1980 年代から商品化

され、すでに 40 年以上の歴史を有している。し

かし支台装置として広く普及しているクラスプ

とは異なり、すべての歯科医師に十分に浸透し

ているとは言えないのが現状である。その背景

には、磁性アタッチメントの特性や使用法への

理解が不十分であったことに加え（図 1）、支

台歯の緩圧を重視する設計思想が、従来主流で

ある支台歯の緩圧よりも義歯の機能的な動揺

の抑制を優先するリジッドコネクション（rigid 

connection）とは相容れない点が挙げられる。さ

らに、適用対象が自費義歯に限定されていたた

め、使用例が限られていたことも普及を妨げた

一因であった。

　このような状況において、現在も磁性アタッ

チメントの使用経験がない歯科医師が一定数存

在しており、まず保険義歯での活用を通じて使

用経験を積むことが望ましいと考える。また、

長期間にわたる安定性が要求される自費診療で

は、状態の悪い残存歯を支台歯として選択する

ことは困難である。しかし、保険診療であれば

将来的な損失リスクを予測したうえで、暫間義

歯あるいは移行義歯として条件の悪い支台歯を

積極的に活用することが可能であり、残存歯の

保護の点でも、保険診療における磁性アタッチ

メントの活用が有効であると考える。

図 1．クラスプと磁性アタッチメントの違い

　クラスプ

　　・鉤腕の弾性を維持に利用　→「粘る」維持

　　・維持・支持・把持をバランス良く備える

　　・義歯の動揺は少ないが，鉤歯の負担は大きい

　　・鉤腕が露出し、審美性に欠ける

　磁性アタッチメント　

　　・磁石の吸引力を維持に利用　→「粘らない」維持

　　・緩圧型 (ショートタイプ）と把持型（ロングタイプ）

の選択が可能

　　・支台装置は露出せず、審美性に優れている。
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Ⅲ．クラスプと比較した磁性アタッチメントの

　　特徴

　一般的なクラスプは、維持・支持・把持の三

つの機能をバランス良く備えており、部分床義

歯の支台装置として広く使用されている。しか

し、これら三つの機能は相互に関連して作用す

るため、支台歯の負担を軽減する目的で把持の

みを単独で弱めることは困難である。一方、磁

性アタッチメントは維持に磁性体の吸引力を利

用することで、維持と把持を独立して設定する

ことができる。そのため、支持や維持を保ちな

がら、把持のみをコントロールすることができ、

支台歯の保護を目的とした緩圧型や、義歯の機

能的動揺を抑制する把持型など、症例に応じた

柔軟な設計が可能となる（図 2）。なお、緩圧型

と把持型にはそれぞれ長所と短所が存在し、両

者はトレードオフの関係にあるため、義歯製作

に際してどちらを選ぶか事前に判断する必要が

ある。

図 2. 磁性アタッチメントにおける緩圧型と把

持型の特徴
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　通常、緩圧型はオーバーデンチャーの支台と

して、また把持型は主にテレスコープデンチャー

におけるマグノテレスコープ冠 1, 2 として使用

される（図 3）。ただし、テレスコープ冠は外冠

の製作が必要なため保険診療では利用できない。

理論上はレジン床のオーバーデンチャーでも、

ロングコーピングを用いた把持型の設計は可能

である。しかし、筆者の経験では、レジン床の

たわみや経時的な摩耗によって把持力が低下し、

義歯の機能的動揺が増加することで、欠損側に

隣接した支台歯のトラブルが生じる症例や（図

4）、レジン床で支台歯周囲を封鎖することで歯

周病学的な問題を誘発する症例が確認されてお

り、設計にあたり十分な注意と検討が必要であ

る。

図 3. 緩圧型と把持型のコーピング（キーパー付

き根面板）

 緩圧型はオーバーデンチャーの支台として使用さ

れるのに対し、把持型は原則としてテレスコープ

クラウンで用いられる。

 緩圧型はテーパーが強く、上方からの清掃が容易

である。一方、把持型のテレスコープは義歯周囲

が開放されており、自浄性の確保に加え、嫌気性

菌の抑制にも有効である。

■　緩圧型＝ショートコーピング
　　・コーピングのテーパーが大きく、低い形態
　　・維持・支持に対して、把持が弱い
　　・支台歯の負担は少ないが、単独では義歯の安定
　　　が低下する傾向がある
　　・咬合支持の少ない症例や，状態の悪い支台歯に
　　　適している
■　把持型＝ロングコーピング　
　　・コーピングのテーパーが小さく，高い形態
　　・維持・支持と同様に、把持も強い
　　・義歯の機能的な動揺は少ないが，支台歯の負担
　　　は大きくなる傾向がある
　　・咬合支持が多い症例で，状態の良い支台歯に適
　　　している．
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図 4. レジン床義歯による把持型ロングコーピ

ングの設計症例の予後

a, b:2011 年、 60 代男性、Eichner B4 症例。外冠を持たな

いロングコーピング 4 本と金属床によるオーバーデ

ンチャーを製作。

c: 2017 年、 ＃ 12 の動揺が進行し抜歯。2021 年には＃ 23

の動揺が増加し抜歯。

d: 2024 年 ＃ 11 歯頸部の二次カリエス、歯質欠損の拡大

を確認。

e: コーピング除去後、歯頸部付近において、セメントの

溶出と二次カリエスの発生を認めた。

f: 罹患歯質を除去後、保険診療にてショートコーピング

を再製作。

g: 義歯から古い磁石構造体を除去。

h: リライニングレジンと即時重合レジンを使用し、新し

い磁石構造体を組み込む。

図 5. ノンメタルクラスプデンチャー

 メタルパーツを併用し、支持・把持を強化するこ

とで、通常のクラスプデンチャーと同様の機能を

持たせることが可能である。また、磁性アタッチ

メントと異なり、基本的に残存歯に対する介入が

不要なため、Minimal Intervention（MI）に特化した

治療法と位置付けられる。

　これらの点を踏まえると、保険義歯において、

特に咬合支持が少なく状態の悪い支台歯を使用

する際には、緩圧型のショートコーピングを選

択することが望ましいと考える。一方、咬合支

持が十分で支台歯の状態が良好な症例では、歯

冠修復や抜髄といった処置を必要としないクラ

スプが選択できる。さらに自費義歯であれば、

審美性に配慮したメタルパーツを併用したノン

メタルクラスプ 3 も使用可能であり、このよう

な症例では、磁性アタッチメントを選択する必

要性は低いと考える（図 5）。

Ⅳ．保険と自費の磁性アタッチメントの違い

　部分床義歯に求められる支台歯を含めた口腔

組織の保全、口腔機能の回復、審美性の回復と

いった要件に関して、保険症例と自費症例の間

に本質的な違いはない。ただし、これらの要件

に対する優先順位は両者では異なると考える（図

6）。自費症例では審美性や長期的な安定性がよ

り重視されるのに対し、保険症例では支台歯保

護が優先される。また、保険症例への適用では

患者に費用的な負担も少なく、根面板の再製作

や支台歯の喪失に伴う増歯が容易であるという

利点もある。

図 6．磁性アタッチメント：保険と自費の違い

■自費治療
　・審美性	 →優先度が高い
　・高い機能	 →義歯の機能と支台歯保護のバラン
	 　ス
　・長期的予後	 →支台歯の喪失防止、修理・再製は
	 出来るだけ避ける
■保険治療
　・審美性	 →優先度が低い
　・高い機能	 →支台歯の保護を優先
　・長期的予後	 →喪失に伴う増歯や根面板の再製が
	 容易

a

c

e

g

b

d

f

h
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図 7.　保険での磁性アタッチメントの設計原則

■	状態の悪い支台歯には、磁性アタッチメントを適用
する。

■	状態の良い支台歯は磁性化せず、クラスプを適用す
る。

■	根面板は，原則として緩圧型（低く・テーパー強）
	 で設計する

　したがって、保険症例では審美性への要求を

ある程度抑え、支台歯の保護を優先する設計と

することで、状態の悪い残存歯であっても、積

極的に支台歯として活用できる。

　これらの点を踏まえると、保険診療における

磁性アタッチメント義歯の設計原則としては、

図 7 で示すような構成が望ましいと考える。す

なわち、すべての支台歯に磁性アタッチメント

を使用するのではなく、状態の良い歯にはクラ

スプを適用することで、治療介入を抑えるとと

もに、緩圧型ショートコーピングで問題となり

やすい義歯全体の把持不足を、効果的に対処す

ることが可能となる。

図 8．保険義歯に、ショートコーピング磁性ア

タッチメントを効果的に使用する際のポ

イント

Ⅰ．吸引力の最大化
Ⅱ．把持不足への対応
Ⅲ．適応症の選択
Ⅳ．MRI への対応
Ⅴ．清掃管理の最適化

Ⅴ．保険義歯でショートコーピング磁性アタッ	

　　チメントを効果的に利用するには

　本項では、保険義歯にショートコーピングタ

イプの磁性アタッチメントを使用する際の留意

点について、5 つの点から解説する（図 8）。

図 9．ショートコーピング形態の影響

 コーピングのテーパーを小さくすることで、より

大きな磁石構造体の使用が可能となる。

 しかし、ショートコーピングでテーパーが小さい

場合、歯頸部の清掃性が低下するため注意が必要

である。

a: テーパーが大きい症例：コーピング上方からブラシを

当てることで、プラークコントロールが容易。

b: テーパーが小さい症例：ブラシのポジショニングが難

しく、プラークコントロールが困難となる場合がある。

１．吸引力の最大化

　磁性アタッチメントの吸引力を確保する方法

については、本学会会員において周知の内容で

あるため 1, 4, 5）、ここでは概要の確認に留める。

磁性アタッチメントは、維持力と把持力を独立

して設定できるうえ、義歯を回転させることで

比較的容易に口腔内から撤去することが可能で

ある。そのため磁石構造体は、清掃に必要とさ

れる外開き形態が確保できる範囲で、できるだ

け大きな物を選択することが望ましい（図 9）。

また、磁石構造体とキーパー間に生じる間隙（エ

アギャップ）は吸引力に大きく影響するため、

すべての製作工程を通して最小となるように細

心の注意が必要である。さらに、構造体とキー

パーの密着度を高めるために、ダイレクトボン

ディング法（キーパーボンディング法）を用い、

キーパーの平面性を損なわないように慎重に操

作することが求められる。

a ｂ
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図 10. 支軸傾斜が強い症例のキーパーの設置

 キーパーと支軸に垂直に設置することで、咬合

力発生時に頬側歯頸部に応力が集中することを

抑制できる。また、コーピング全体に加わる機

能時の着力点を低く抑えることが可能となる。

図 11．磁性アタッチメントにおけるショート

コーピングの特徴

 クラスプは単独で強い把持力を発揮する。それに

対し、ショートコーピングは支台歯の負担が軽減

する一方単独での把持力が弱く、機能時の義歯の

動揺が生じやすい。

図 12．磁性アタッチメント義歯の把持の強化法

 ロングコーピングの使用と、インプラントの併

用は保険義歯では使用出来ない

・間接維持の強化
・粘膜負担の強化
・自費：ロングコーピング（テレスコープ）の使用
・自費：インプラントの併用（IARPD)

　なお、磁性アタッチメントの吸引力は、キー

パーを着脱方向と平行に設置した場合に最大と

なるため、通常このような設計が推奨されてい

る 5）。しかし日本人に多く見られる前歯の歯軸

傾斜が大きい症例では、キーパーを平行に設置

した場合、支台歯の頬側歯頸部に応力が集中し、

経年的にマージン部の歯質欠損や二次カリエス

が生じやすくなる。そのため筆者は、根面板に

加わる力を歯の長軸方向に誘導することを優先

し、キーパーを根面に垂直に設定することが多

い（図 10）。

２．把持不足への対応

　磁性アタッチメントを使用した歯科医師から、

義歯の維持力が不足し外れやすいとの意見を耳

にすることがある。磁性アタッチメントの維持

力は 200g から 1000g あるため 6）、エアギャップ

を発生させるような不適切な操作を行わなけれ

ば、数個の磁性アタッチメントでも十分な維持

力が得られるはずである。したがって、維持力

が不足する主な原因としては、磁石構造体の吸

引力の不足よりも、義歯の回転移動を防止する

把持力の不足が大きく影響していると考えられ

る。実際に、磁性アタッチメント自体はクラス

プのような把持力を有しておらず、義歯の回転

力を抑制しないため、義歯が回転すると吸引力

が低下する。このような特徴は支台歯の緩圧の

点では有利であるが、一方で遊離端義歯におい

て粘着性食品を摂取するような場合に、義歯が

外れやすくなるといった問題が生じる恐れがあ

る（図 11）。特に、緩圧型のショートコーピン

グではこのような傾向が顕著となるため、義歯

製作に際して十分な注意が必要である。

　磁性アタッチメント義歯の把持力を改善する

方法はいくつか挙げられるが、保険診療では、

テレスコープは使用出来ないため、対処法は間

接維持や粘膜負担の強化に限定される（図 12）。

まず、間接維持の強化においては、直接維持装

置となる磁性アタッチメント以外の残存歯を間

接維持に利用することが有効である。具体的に、

残存歯にレストやガイドプレーンを設け、さら

に各構成要素を大連結子等によって強固に連結

することで、磁性アタッチメント支台歯の負担

を軽減しつつ、義歯全体としての把持効果を高

めることが可能となる。
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図 13．間接維持の強化法

 残存歯に、レストやガイドプレーンを付与し、

各構成要素を強固に連結することで、機能圧の

分散を図ることが可能となる。その結果、直接

維持装置である磁性アタッチメントの負担の軽

減とともに、義歯の機能的動揺を効果的に抑制

できる。

図 14．磁性アタッチメントにおける間接維持の

付与

a: 破折した左下の支台歯に磁性アタッチメントを設定

し、対側の鉤歯にはクラスプを設置している。

b: 臼歯部の支台歯には磁性アタッチメントを適用し、前

歯部にはリンガルエプロンを設定している。

c: 対合歯の接触が生じる＃ 23、24 と、状態の不良な＃ 27

には磁性アッタチメントを使用する。

 また咬合接触の無い＃ 25、26 は連結修復を施し、ク

ラスプを設置している。

図 15．クラスプと磁性アタッチメントの併用

 支台歯の状態に応じて、クラスプ（把持）と磁

性アタッチメント（支持）を併用することで、

義歯に加わる機能圧を効果的に分散することが

できる。

 特に、緩圧型磁性アタッチメントにおける把持

不足を補う手段として有効である。

図 16．義歯床による粘膜負担の強化

 残存歯が少なく間接維持が得にくい症例では、

義歯床による支持や吸着を高める必要がある。

 さらに、磁性アタッチメントを使用する場合に

は、組み込み時の確実なセトリング操作や、支

台歯周囲の辺縁封鎖が必要とされる。
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　特に、支台歯の条件が不良で、鉤歯の機能負

担を軽減したい症例では、対合歯との咬合接触

がなく歯周組織の状態が良好な支台歯は磁性化

を行わず、クラスプを適用することが効果的で

ある。このように磁性アタッチメントとクラス

プを併用することで、ショートコーピングにお

ける義歯の回転離脱を抑制するとともに、クラ

スプ鉤歯の義歯沈下に伴う有害な引き倒しを軽

減できる（図 13、14、15）。

　もう一つの対処法として挙げられるのは、粘

膜負担の強化であり、特に少数残存歯症例にお

いて重要な要素となる。部分床義歯は通常、混

合負担で設計され、機能圧は支台装置と義歯床

に分配されるが、強固なクラスプを使用した場

合は、把持・安定の多くを支台歯が担うため、

相対的に義歯床の機能負担は少なくなると考え

られる。しかし利用できる残存歯が限られる症

例では、義歯床が担う機能負担が大きくなるた

め、適切な機能印象や加圧印象を行い、義歯床

の支持、維持を高めることが求められる（図

16、17）。
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図 17． 症例による義歯床の拡大

 残存歯が少ないほど、義歯床の支持面積を拡大

する必要がある。

 また、支台歯の状態が不良で、赤で示すように

将来的に支台歯が喪失する可能性が高い症例で

は、あらかじめ義歯床を広めに設計しておくこ

とが望ましい。

図 18．支台装置と義歯床のセトリング

 義歯床に磁性アタッチメントを組み込む際は、

適切なセトリングを行い、支台装置と義歯床と

の間で機能圧が適切に分配されるように注意す

る必要がある。

図 19．磁性アタッチメントにおける把持不足の

改善方法

・状態の良い残存歯は，磁性化せずにクラスプなど
	 強固な把持力を有する間接維持装置を適用する
　（特に対合歯のない歯）
・粘膜面の機能印象および機能圧印象を行い，粘膜
	 維持・支持を強化する
・適切なセトリングを行い，残存歯と粘膜支持に機
	 能圧を分配する．

　さらに、磁性アタッチメントにおいて特に注

意すべき点として、支台装置と義歯床粘膜の機

能的分配を適正にコントロールするセトリング

操作が挙げられる。たとえ適切な支台装置と義

歯床が存在しても、両者のバランスが取れてい

ない場合には、支台歯の突き上げや支台装置の

適合不良が生じ、結果として義歯の安定性が損

なわれることになる。特に磁性アタッチメント

では、磁石構造体のわずかな浮き上がりによっ

て吸引力が著しく低下するため、その影響は極

めて大きくなる。したがって、義歯床完成後に

磁性アタッチメントを組み込む際には、支台歯

と顎堤粘膜に適切に機能圧を分散するために、

セトリング操作が必要とされる。具体的には、

事前に十分に義歯床粘膜面の適合を調整すると

ともに、必要に応じてアタッチメントを組み込

まない状態で、患者に義歯を使用してもらい、

安定した適合状態が得られてから、磁石構造体

を組み込むことが重要となる（図 18）。

　以上、磁性アタッチメントにおける把持の不

足を改善し、義歯の安定性を向上させる方法を

まとめると、間接維持の確保や粘膜負担の強化

に加え、セトリング操作による機能圧の適切な

分配が挙げられる（図 19）。

３．適応症の選択

　磁性アタッチメントの利点としてまず挙げら

れるのは、支台歯に対する緩圧作用である。特

に緩圧型ショートタイプの磁性アタッチメント

では、支台歯に加わる着力点を下げるとともに、

引き倒しを軽減できるため、アンテリーハイパー

ファンクション症例や、支台歯の状態が不良な

ことの多い高齢者の少数残存歯症例に適してい

る。（図 20、21、22）。一方、咬合支持が十分で

支台歯の状態が良好な症例では、審美的な理由

を除いて、磁性アタッチメントを選択する必要

性は低いと考えられる。
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図 20．70 代女性、上顎残存歯の破折を繰り返し
たアンテリアーハイパーファンクション
症例

2008 初診 , 下顎義歯を作製。

a:2022 年：＃ 23 破折

b:2022 年：＃ 22 破折

c:2023 年：＃ 14,16 破折、＃ 17 動揺　抜歯

d,e,f: 2024年：＃ 13にクラスプ、＃ 11、21、22に磁性アタッ

チメントを用いた部分床義歯を装着。

磁性アタッチメントとクラスプを併用することで、

残存前歯の破折・喪失の予防、および義歯の機能

的動揺の軽減を図っている。

図 21．60 代女性、すれ違い咬合を伴う、少数残

存症例

図 22．90 代女性、予後不良のクラスプ支台歯を

磁性アタッチメントに置換
a,b: ＃ 13 の破折と＃ 22，23 のポケット深化を認める。

c､d: ＃ 13 を抜歯し、＃ 22、23 を磁性アタッチメントに

置換。プラークコントロールを実施したうえで、使

用義歯の増歯を行った。

図 23. 磁性アタッチメントを使用し、全顎的な

咬合平面の修正と咬合挙上を行った症例

（自費症例）

a: 術前

b,c,d: 術後 , 歯冠修復後に義歯を製作するよりも、コス

トの削減と修復操作の効率化が可能である。
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　支台歯の緩圧以外の適応症としては、義歯の

咬合挙上や咬合平面の修正（図 23）、支台歯の

清掃性の改善、将来的な増歯の可能性のある症

例などが挙げられる（図 24）。これらの症例では、

治療コストの削減や長期的管理が容易となるな

どの利点がある（図 25）。
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■支台歯の積極的な緩圧が必要とされる症例
　・咬合支持が不足し、支台歯の状態が不良である。
■利便性が求められる症例
　・残存歯も含めた全顎での咬合平面の修正や咬合挙
　　上が必要である。
　・患者による義歯の着脱や、支台歯の清掃が困難で
　　ある。
　・状態が悪い支台歯が混在し、将来的な喪失や増
　　歯の可能性がある。
　・審美性を優先し、クラスプの露出を避けたい。

図 25．保険治療、磁性アタッチメントの適用症

 緩圧性以外にも利便性のため磁性アタッ

チメントを選択することも考えられる。

図 26．中間歯欠損にマグネテレスコープを使用

した例（自費症例）

a,b: 中間歯欠損に部分床義歯が装着されていたが、アン

ダーカットが不足しており、離脱しやすかった。

c,d: ＃ 43,46 支台としたマグネテレスコープ義歯を装着。

装着後 18 年経過時の状態。

間接維持の無い中間歯欠損では、把持力の強いテレ

スコープ支台が必要である。

図 27．舌側のメタルパーツで把持を強化したノ

ンメタルクラスプ義歯　

 把持の弱い磁性アタッチメントを用いる場合、

片側処理の設計は禁忌となる。

a

c

b

d

　なお、保険の磁性アタッチメント、特に緩圧

型ショートコーピングの非適応症としては、間

接維持装置を持たない中間歯欠損や、片側処理

の遊離端義歯が挙げられる。これらの症例では

テレスコープ義歯（図 26）やミリング義歯のほ

か、支台歯の連結とメタルパーツの併用によっ

て把持力を高めた、ノンメタルクラスプ義歯（図

27）が適していると考えられる。

　さらに、経年的に動揺の増す支台歯を磁性ア

タッチメントに置換することで緩圧を図り、支

台歯および義歯の寿命を延ばすことも可能であ

り、特に高齢者の義歯管理において有効と考え

る。その際にはコーピングを外開きかつ低く設

計することで清掃性を高めることが望ましく、

歯周病や二次カリエスのリスクが高いオーバー

デンチャー症例においても、患者自身や介護者

による効果的なプラークコントロールが可能と

なる。

４．MRI への対応

　前述の「なぜ保険診療において磁性アッタチ

メントが必要か？」の項では触れなかったが、

磁性アタッチメントの普及を阻む要因の一つと

して、MRI 撮影への影響が挙げられる。磁石構

図 24．予後不良の残存歯を支台歯としたため早

期に脱落、増歯を行った症例

a,b,c: 2023 年に 3 本の残存歯を残してその他を抜歯した

が、義歯装着時に＃ 44 は 2 度の動揺を認めた。

d,e,d:2024 年に＃ 44 は来院前に自然脱落したため、脱落

部位をリライニングして義歯の使用を継続してい

る。

a

c

e

b

d

f
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図 28． 頭頸部用コーンビーム CT（CBCT)

 通常の MRI や CT と比較して，短時間で高分解

能の画像診断が可能である。

図 29．キーパーの除去に使用する Easy Crown Remover®

a: キーパー設置部の中央にディンプルを付与しておくと、撤去がスムーズに行える（デモ用根面板）

b: FG ＃ 1557 カーバイトバーでキーパーを穿孔する

c: メタルリムーバーを挿入し、ラチェットでトルクを加える
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造体を組み込んだ義歯を検査室に持ち込まなけ

れば、撮影自体は可能である。しかし問題とな

るのは MRI 画像に生じるアーチファクトであり、

キーパーが強磁性体で製作されている限り、現

時点ではこの影響を完全に除去することは困難

である。その際、脳頭蓋であれば影響が比較的

軽微で、読影が可能な場合はあるが、顔面頭蓋

の場合は画像そのものが生成されず診断の妨げ

となる。

　具体的な代替策として、顔面頭蓋の診断に

CT を使用することが挙げられる。近年特に耳

鼻科領域において、頭頸部専用のコーンビーム

CT（CBCT）が活用されており、被曝線量が少

なく高精度な撮影が可能となっている。そのた

め、高コストかつ撮影時間の長い MRI に代わり、

CBCT を積極的に活用することが考えられる（図

28）。

　もちろん、CBCT や造影 CT では軟組織の描

出に限界があり、すべての検査をこれらで代替

することはできず、必要に応じて口腔内からキー

パーを一時的に撤去する対応が求められる場合

がある。従来、キーパーの除去はタービン等に

よる削除で行われていたが、根面板を損傷する

リスクがあるほか、ドライバーを併用した場合

では、撤去時歯根へ強いトルクが加わる危険性

がある。そのため筆者らは、クラウン撤去機器

（Easy Crown Remover®）を使用した安全なキー

パーの撤去を推奨している（図 29）。特に、あ
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図 30． 撤去ホールの必要性

 キーパーを穿孔させる際、根面板を同じ径で穿

孔すると、メタルリムーバーが根面板に食い込

み破断する恐れがある。そのため根面板を製作

する際には、あらかじめキーパーの中央部に

ディンプルを付与しておくとよい。

図 31． 可撤式キーパー（マグフィット　リムー

ブキーパー 600®)

 ワンサイズのため対象歯が限られるが，キー

パーを任意に着脱することが可能である。

図 32．磁性アタッチメント義歯における歯周病・

二次カリエスへの対応

■歯周病、二次カリエスのリスク
　・オーバーデンチャー化による自浄性の低下
　・嫌気性菌の増加
　・中途半端に低いコーピングによる清掃不良
■対応
　・清掃しやすい義歯形態
　・清掃しやすい根面板形態
　・コーピングに適した清掃法の指導

図 33．義歯床被覆範囲の縮小

 義歯床縁は、アンダーカット下に延長せず、支

持・把持を損なわない範囲で縮小する。

図 34．支台歯の頬側を開放した症例

 自浄性を高めるため、コーピングの歯頸部に合

わせて義歯床を短縮し、床縁を貝殻状に設計す

る。

らかじめ根面板に撤去用のディンプルを付与し

ておくことで、短時間で効率的なキーパーの撤

去と再装着が可能となる（図 30）。なお、保険

適用がなく使用症例は限られるものの、可撤式

のキーパーを選択する方法もある（図 31）。　

５．清掃管理の最適化とメインテナンス

　保険の磁性アタッチメントは、少数残存歯の

オーバーデンチャーとして使用されることが多

い。しかし、オーバーデンチャーでは、支台歯

の清掃不良が生じやすく、義歯床下の嫌気性菌

の増加により、歯周病や二次カリエスの発生リ

スクは高い。とりわけ少数残存歯症例は欠損の

少ない症例と比較して、これらのリスクが相対

的に高いと考えられることから、より慎重な管

理と予防的対応が必要とされる。

　予防処置においては、患者に対する適切な生

活指導や清掃指導が最優先となるが、それと同

時に、義歯や支台装置自体も清掃しやすい形態

とする必要がある（図 32）。具体的には、義歯

床の被覆範囲を機能に影響しない範囲で縮小し、

自浄性を高めることが求められる（図 33、34）。

また周囲を義歯床で封鎖するショートタイプ

コーピングでは、軸面を外開きに設定し、歯頸
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図 35．コーピングの形態と清掃性

a: 中途半端な高さのコーピングでは、清掃が困難となり

やすい。

b: テレスコープではコーピングが高く、支台装置の周囲

が開放しているため、清掃管理が容易である。

c: ショートタイプコーピングでは、外開きを強め、上方

からブラシが歯頸部へアクセスしやすい形態とする。

図 36．コーピング清掃器具

 ヘッドの大きいブラシや、回転型の電動ブラシ

を使用することで、効率的な清掃が可能である。
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■少数残存歯症例は，すべてリスクケース！
■定期的なメインテナンスが不可欠
　・歯周病の管理と治療、必要に応じた PMTC の実施
　・二次カリエスのチェック，あるいはコーピングの
　　再製作
■義歯の咬合調整とリライニング
　・義歯の回転移動や支台歯のつきあげの防止
　・コーピングの摩耗や，義歯を外した際の対合歯の
　　コーピングへの早期接触にも注意

図 37．保険治療磁性アタッチメントのメインテ

ナンスの注意点

部へのブラシのアクセスを容易にすることが望

ましい（図 35）。このような形態とすることで、

大きめの歯ブラシや回転型の電動ブラシを用い

てコーピングの上方からの清掃が可能となり（図

36）、ブラッシング操作の困難な高齢者あるいは

介護者でも、効率的な清掃が行える。

　これらの工夫により、清掃管理が困難とされ

るオーバーデンチャー症例でも、歯間ブラシな

どの補助清掃用具を必要とする一般的な症例と

比べて、清掃が容易となる場合がある。このこ

とは、清掃が難しい患者に対してショートタイ

プコーピングの磁性アタッチメントを積極的に

使用する根拠となると考える。

　最後に保険の磁性アタッチメント義歯のメイ

ンテナンスについて述べる。少数残存歯かつ高

齢者は、すべてリスク症例として認識する必要

がある（図 37）。磁性アタッチメント義歯は、

トラブルが生じたときの対応が容易なことが特

徴だが、その特性を活かし、支台歯の喪失を防

ぐとともに義歯を長期的に機能させるためには、

定期的なメインテナンスと適切な管理が不可欠

である。特に高齢化に伴って自己管理が困難と

なる患者では、歯科衛生士による Professional 

Mechanical Tooth Cleaning（PMTC）や、介護者

による口腔内清掃も必要とされる。

Ⅵ．終わりに

　以上、保険診療における磁性アタッチメント

の使用に関して、5 つのポイントから説明した。

本解説が、これまで磁性アタッチメントを使用

してこなかった歯科医師にとって、日常臨床へ

の導入と活用の一助となれば幸いである。

　なお、磁性アタッチメントが保険診療に導入

されてからの期間は短いものの、現在臨床評価

委員会で多施設予後調査を実施しており、残存

歯保護や長期的な機能回復における磁性アタッ

チメントの有効性を確認すると共に、より優れ

た適用法が確立されることを期待する。
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試作ニッケルフリー歯科用磁性アタッチメントの維持力特性
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Retentive force characteristics of a prototype nickel-free dental magnetic attachment
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Abstract

　　Closed magnetic circuit dental magnetic attachments typically use non-magnetic stainless steel containing nickel 

as shield rings or spacers to form the magnetic circuit. However, nickel can cause metal allergies, prompting the 

demand for nickel-free products. This study aimed to develop a completely nickel-free magnetic attachment and 

evaluate its retentive force. Chromium, an antiferromagnetic material that is not magnetically attracted to magnets, 

was plated onto the disk yoke to serve as the shield ring. The disk yoke and cup yoke were laser-welded together, 

including the chromium plating, to fabricate the prototype magnetic attachment. Retentive force was measured 

according to ISO 13017 test procedures, including tests with the keeper laterally displaced. Hardness across the 

mating surface, from edge to center, was also measured. Results were compared to those of a same-sized commercial 

magnetic attachment, the Physio Magnet 4813. The prototype demonstrated equivalent retentive force to the 

conventional product. Its behavior during lateral displacement was also similar. The hardness values indicated that 

the chromium concentration in the shield ring was higher than that of conventional products, suggesting superior 

corrosion resistance. Thick chromium plating was confi rmed to function effectively as a shield ring, enabling the 

successful development of a nickel-free dental magnetic attachment.

キーワード （Key words）

歯科用磁性アタッチメント（dental magnetic attachment）

ニッケルフリー（nickel-free）

クロム（chromium）

閉磁路（closed magnetic circuit）

維持力（retentive force）
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Ⅰ．緒　言

　日本製の歯科用磁性アタッチメントは磁気回

路を持つ閉磁路型である．そのため，開磁路型

の磁性アタッチメント（いわゆる一般的な永久

磁石）と比べて小型でも高い維持力を持つ特徴

がある 1)．閉磁路型の磁石構造体には磁気回路

を形成するために磁性ステンレス鋼と非磁性ス

テンレス鋼が組み合わされて使われている．磁

性ステンレス鋼は磁力線をスムーズに流すヨー

クに使われ，非磁性ステンレス鋼は磁力線を磁

性的に絶縁するためのシールドリング（カップ

ヨーク型）やスペーサー（サンドイッチ型）に

使用される 1)．非磁性ステンレス鋼には SUS 

316L（Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo）といったオース

テナイト系ステンレス鋼が使用されており，わ

ずかにニッケルが含まれる 1,2)．SUS 316L はサー

ジカルステンレスとも呼ばれ，体内に埋め込む

医療器具に適した安全性の高いステンレス鋼で

ある．そして，歯科用磁性アタッチメントに起

因する金属アレルギーの報告も見当たらない．

しかしながら，ニッケルは ISO の規格や JIS で

有害元素と認識されており 3,4)，ニッケルを含ま

ない磁石構造体の開発が望まれている．海外製

の磁性アタッチメントには，永久磁石をステン

レス鋼やチタンで被覆しただけの単純構造の開

磁路型の磁性アタッチメントが存在し，これら

はニッケルを含んでいない 5,6)．そのため，一見

すると安全で優れているように見えるが，開磁

路型は漏洩磁場が多い上に，大きさの割に維持

力が低い 5,6)．我々は性能に優れる日本製の磁性

アタッチメントに対するわずかな懸念を払拭す

べく，ニッケルフリーの閉磁路型磁性アタッチ

メントの開発に取り組んできた 7-10)．

　カップヨーク型磁性アタッチメントでは，非

磁性ステンレス鋼は磁気を遮蔽するシールドリ

ングとして利用されている．我々はこれまで，

磁性ステンレス鋼のフェライト相（α相）に窒

素を固溶させることで出現するオーステナイト

相（γ相）は非磁性であることを利用し，それ

を磁気シールド材料として用いる研究を行って

きた 7)．その結果，ディスクヨークに周囲から

窒素を固溶させる熱処理を行うことで，ディス

クヨークとシールドリングが一体化したシール

ドディスクを形成可能であることを見出した．

この方法には，熱処理時間でγ相の厚さをコン

トロールできる，シールドディスクの製造工程

のクラッド加工が必要なくなる，といった利点

もあった．そして，試作品が作られ，その維持

力は従来品と同等であることが示された 8)．し

かしながら，耐食性の点で歩留まりが悪かった

ため，この方法による製品化はひとまず見送る

こととなった．

　そこで，歯科で従来から利用されているチタ

ンもしくは金を磁気シールド材料として利用す

ることを考え，ヨークに用いられている磁性ス

テンレス鋼とのレーザー溶接を評価した 9,10)．そ

の結果，チタンは鉄と合金化すると金属間化合

物が容易に析出してしまうため，溶接部のビー

ドが脆性となり，実用性に乏しいことが明らか

になった．一方で，金はステンレス鋼と強固な

溶接が可能であることが示され，期待された．

しかしながら，金は高価な材料であり，切断や

研磨の際に失われる分の回収が困難なため，製

品化を目指すにはコストが高いことが問題と

なった．

　新たな磁気シールド材料として，反強磁性で

あるクロムに着目した．Fe-Cr 系平衡状態図に

よると，σ相（脆性相）が形成される場合があ

るものの，鉄とクロムはほぼ全率固溶する 11)．

クロムは磁性ステンレス鋼にも含まれており，

相性が良さそうである．そこで本研究では，ク

ロムめっき技術を応用してニッケルを全く含ま

ない磁石構造体を試作し，その維持力特性につ

いて調べた．

Ⅱ．材料および方法

1．歯科用磁性アタッチメント

　本研究の対象は円形カップヨーク型磁性ア

タッチメントである．図 1 に試作品の製造工程

を示す．ディスクヨークに，クロムを厚く電解

めっきしてシールドリングとした，シールドディ

スクを作製した．このシールドディスクを磁石

図 1　試作品の製造工程
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構造体に組み込み，カップヨークとレーザー溶

接した．吸着面の研磨や着磁は市販品と同様に

行い，ニッケルフリーの磁石構造体（φ 4.8 ×

1.3 mm）を試作した．試作磁石構造体は同じ直

径の市販のキーパー（φ 4.8 × 0.8 mm）と組み

合わせて実験に供した．また，試作品と同じサ

イズの磁性アタッチメント（フィジオマグネッ

ト 4813，モリタ，東京，日本）を比較対象とした．

2．維持力測定

　ISO 13017:20203) に規定されている維持力測定

装置にデジタルフォースゲージ（ZPS，イマダ，

愛知，日本）を接続して用いた．ISO 13017 の

試験方法 3) に従い，クロスヘッド速度を 2 mm/

min とし，維持力曲線を記録しながら各組み合

わせの磁性アタッチメントの維持力を測定した

（n=5）．維持力測定は，吸着面同士を正確な位置

で接触させた場合に加え，正確に接触させた状

態からキーパーが水平方向にずれた位置での維

持力も測定した．水平方向に 100 µm ずらすごと

に測定し，磁石構造体からキーパーから外れる

まで，測定を繰り返した．

3．硬さ測定

　マイクロビッカース硬さ試験機（HM–221，ミ

ツトヨ，神奈川，日本）を用いて荷重 1.961 N（200 

gf），荷重時間 15 s の条件で硬さ測定を行った

（n=3）．磁石構造体の吸着面の縁から中心までの

硬さを 100 µm 毎に測定した．キーパーの吸着面

の硬さも測定した．

4．溶接部のクロム濃度分析

　試作した磁石構造体の吸着面の溶接部を，

EDS を 備 え た SEM（SU5000 + EDAX Pegasus 

EDS/EBSP，日立ハイテク，東京，日本）で観察

した．溶接部のクロム濃度をライン分析により

半定量分析した．

5．統計処理

　各試験結果は ANOVA と Tukey HSD ( α =0.05)

で有意差検定を行った．

Ⅲ．結果

1．維持力

　試作磁性アタッチメントの維持力は平均 9.13 

N（± 0.31 N）であり，従来品と有意差は認め

られなかった（p>0.05）．また，維持力測定値の

最大値はどちらも 9.67 N で一致した．これら磁

性アタッチメントの維持力曲線の一例を図 2 に

示す．吸着面が離れた瞬間の位置を 0 mm とし

ている．試作品と従来品の維持力曲線は一致し，

吸着面が離れると速やかに維持力が低下する様

子が観察された．

　キーパーが側方にずれた位置での維持力を図

3 に示す．側方のずれが大きくなるにつれて，

複数回変曲しながら維持力は低下した．ずれ量

が小さい段階では維持力が急激に低下し，ずれ

が 1 mm を超えると上に凸の形でゆるやかに低

下した．ずれ 4 mm 以上は下に凸の形でさらに

ゆるやかに低下した．この挙動はどちらの磁性

アタッチメントも同様であった．

図 2　維持力曲線．（a）試作品 （b）従来品

図 3　水平的ずれに対する維持力．

（a）試作品 （b）従来品

2．硬さ

　磁石構造体の吸着面の硬さ試験の結果の一例

を図 4 に示す．吸着面の直径は 4.8 mm なので，

縁からの距離 2.4 mm が吸着面の中心である．試

作品のヨーク部の硬さは 220 ～ 230 HV であり，

従来品と変わらなかった（p>0.05）．また，キー

パーの硬さは 247.6（± 4.8）HV であり，ヨー

クより大きかった（p<0.05）．どちらの磁石構造

体も，縁からの距離が 0.3 mm を超えて 0.8 mm

（a） （b）

（a） （b）
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より小さい約 400 µm の範囲の硬さがヨーク部

よりも有意に大きく（p<0.05），試作品は約 400 

HV，従来品は約 350 HV であった．

　試作磁石構造体の吸着面の写真に硬さプロ

ファイルの結果を加えて図 5 に示す．写真を撮

るときに光を当てる角度を工夫することで，こ

の図のように溶接したシールドリングの部分と

ヨークを肉眼で識別することができる．この図

の示すとおり，硬さの増加した部分は溶接部と

一致していた．

図 4　磁石構造体の吸着面の硬さプロファイル

図 5　試作磁石構造体の吸着面観と硬さ

3．溶接部のクロム濃度

　溶接部のライン分析の一例を図 6に示す．ヨー

ク（SUSXM 27）の Cr 濃度（26%Cr）と Cr めっ

き層の Cr 濃度（100%Cr）を基準とし，X 線強度

に比例させて算出したところ，溶接部のクロム

濃度は 55 〜 60% であった．溶接部に析出物や極

端な濃度の偏りは認められなかった．

図 6　溶接部のライン分析

Ⅳ．考察

1．試作ニッケルフリー磁性アタッチメントの維

　  持力特性

　試作磁性アタッチメントの維持力は平均値，

最大値ともに同サイズの従来品と同等だった．

ISO や JIS では不当表示を避けるため，維持力の

実測値が添付文書に記載する値の 85% 以上でな

ければならないとされている 3,4)．この従来品の

維持力のカタログ表示値は 9.6 N である．その

85% は 8.16 N であるから，試作品の実測値は十

分に上回っている．したがって，この試作品を

歯科用磁性アタッチメントとして販売するとき，

維持力は 9.6 N と表示できる．これら磁性アタッ

チメントでは維持力曲線も一致し，吸着面が離

れると速やかに維持力が低下する様子が観察さ

れた．この挙動は閉磁路型磁石構造体の特徴で

あり，漏洩磁場が小さいことを意味する．開磁

路型の磁石構造体だと漏洩磁場が大きく，より

遠くまで磁力が影響するため，維持力の低下が

緩やかになる．
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キーパーが側方にずれた位置での維持力挙動も

試作品と従来品で同様であった．基本的にはキー

パーが横ずれすると吸着面の接触面積が減少す

るので維持力は低下する．カップヨーク型の場

合は，そこにキーパーに対するカップヨークの

接触面積を主としディスクヨークの接触面積を

従とした，閉磁路構造に関わる接触面積の変化

が伴うためこのような挙動となる 12)．つまり，

横ずれ時の維持力挙動が一致したことは，カッ

プヨーク型の磁性アタッチメントとして磁気回

路が同じように機能していることを意味してい

る． 

　これらの結果から，試作ニッケルフリー磁性

アタッチメントは，従来品と同じ維持力特性を

持つことが明らかになった．試作品のカップヨー

ク，ディスクヨーク，永久磁石，といった部品

は従来品と同じものを使用している．従来品で

はシールドリングに SUS 316L を使用している

が，試作品ではクロムであるところが異なって

いる．めっき技術を応用した厚みのあるクロム

層はシールドリングとして機能することが実証

された．

　これまでの磁石構造体の製造では磁性ステン

レス鋼に非磁性ステンレス鋼をクラッドする加

工が必要であった．本研究成果から，電解めっ

きによる厚膜めっき加工を応用することで代替

できることが明らかになった．めっき厚は電流

と時間で制御することができるので，シールド

リングの薄膜化もしくは厚膜化が可能である．

シールドリングの厚みの調整は磁気回路の最適

化に役立つ可能性がある．

2．クロムめっきを応用したシールドリングの

　  特徴

　試作品と従来品のヨークの硬さは同じであっ

た．前述のとおり，試作品のヨークに従来品と

同じ材料を使用しているためである．キーパー

の硬さはヨークより少し硬かった．ヨークとキー

パーはどちらも磁性合金である SUS XM27 相当

材（Fe-26%Cr-1%Mo）が使用されている．JIS で

は SUS XM27 の硬さは 200 HV 以下（焼きなま

し状態）となっており 2)，硬さが大きいのは研

磨やバレル加工によりある程度加工硬化したた

めと推測される．ヨークとキーパーの硬さが著

しく異なると，硬さの低い方が使用時に一方的

に摩耗してしまうため，本結果が示す程度の差

が良いと考えられる．

　どちらの磁石構造体も，溶接されたシールド

リングの部分はヨークよりも硬さが大きかった．

硬さの増加した範囲（幅）は 400 μ m 程度であ

り，溶接幅と一致していた．硬質クロムめっき

の硬さは JIS で 750 HV 以上 13) と定められてお

り非常に硬いイメージがあるが，冶金学的製法

で作られた金属クロムの硬さは 200 ～ 350 HV

程度である 14)．一方で，本研究の溶接部分は純

クロムではなく，めっきのクロムとヨークの鉄

が合金化した Fe-Cr 合金であった．溶接部のク

ロム濃度は 55 ～ 60% であり，その硬さの値（約

400 HV）は従来研究 15) の二元系 Fe-Cr 合金の

同濃度の硬さと概ね一致した．ステンレス鋼に

代表されるように，クロムは不動態化により鉄

の耐食性を高めている．従来品のシールドリン

グに使用されている SUS 316L（Fe-18%Cr-12%Ni-

2%Mo）よりも試作品のシールドリング部のクロ

ム濃度は高いことから，試作品は耐食性の点で

従来品より優れることが示唆される．

Ⅴ．結論

　厚みのあるクロムめっきはシールドリングと

して機能した．試作品の維持力特性は従来品と

同等であった．ニッケルフリー歯科用磁性アタッ

チメントの開発に成功した．
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少数残存歯と磁性アタッチメントを用いた歯科インプラントを併用し

上顎総義歯治療を行なった一症例

齋藤琢也 1), 2) ，津川順一 2) ，松成淳一 2) ，安倍稔隆 2) ，菅野岳志 2) ，

伊藤準之助 2) ，砂盃　清 2) ，田中譲治 2)

1) さいとう歯科・矯正歯科医院，2) 一般社団法人日本インプラント臨床研究会

A case of maxillary complete denture treatment using a small number of remaining teeth and
dental implants using magnetic attachments

Takuya Saito1), 2), Junichi Tsugawa2), Junichi Matsunari2), Toshitaka Abe2), Takeshi Kanno2), 
Junnosuke Ito2), Kiyoshi Isahai2), Jyoji Tanaka2)

1)Saito Dental & Orthodontic Clinic, 2) Clinical Implant Society of Japan

Abstract

Objective　

　This case report evaluates the clinical effectiveness of a maxillary implant overdenture (IOD) with magnetic 

attachments in improving denture retention, stability, and patient comfort.

Case Report

　A 66-year-old female with maxillary denture instability and severe gag refl ex sought treatment. She was diagnosed 

with a partially edentulous maxilla (Kennedy Class IV). After extracting non-restorable teeth (15, 12), implants were 

placed in 14 and 26, while 13 and 25 were preserved and fi tted with magnetic attachments to support a palate-free 

IOD.

Results

　The patient reported improved denture stability and reduced gag reflex, leading to high satisfaction. Clinical 

evaluation confi rmed that magnetic attachments and implants enhanced stability while minimizing stress on remaining 

teeth and implants. A six-year follow-up showed no signifi cant peri-implantitis or prosthetic complications.

Conclusion

　A palate-free IOD with magnetic attachments and implants provided an esthetic solution for this patient. The use 

of magnetic attachments improved retention and stress distribution, making them a viable option for patients with 

denture instability. Further research is needed to assess the long-term prognosis and optimal application criteria.

キーワード　（Key words）

歯科インプラント（dental implant），磁性アタッチメント（magnetic attachment），支台歯間線（fulcrum line）， 

総義歯（complete denture），天然歯（natural teeth）
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Ⅰ . 緒言

　高齢化の進展に伴い，歯の喪失による咀嚼機

能の低下や生活の質（Quality of Life; QOL）の

低下が社会的課題となっている 1) ．特に，上顎

総義歯治療は骨吸収の進行により義歯の維持安

定性が低下しやすく，従来の補綴方法では十分

な機能回復が困難な場合が多い 2) ．そのため，

磁性アタッチメントを活用した補綴治療が，患

者の快適性と咀嚼機能の向上を目的とした治療

オプションとして注目されている 3) ．

　磁性アタッチメントは，従来のクラスプやバー

アタッチメントと異なり，審美性を損なわずに

高い維持力を確保できるという特長を持つ 4) ．

また，着脱が容易であるため，高齢者や手指の

巧緻性が低下した患者にとっても有用な選択肢

となる 5)．さらに，磁性アタッチメントは応力

を均等に分散し，残存歯やインプラントにかか

る負担を軽減することができるため，長期的な

補綴の安定性向上が期待される 6) ．

　本症例では，磁性アタッチメントを活用し，

さらにインプラントを併用することで，上顎総

義歯の維持安定性を図った患者について報告す

る．特に，磁性アタッチメントの臨床的利点に

焦点を当て，その応用可能性と長期予後につい

て考察する．

Ⅱ . 症例の内容

　初診 2016 年 6 月，66 歳女性．上顎の義歯が

緩くて外れない義歯にしたい，また強い嘔吐反

射がありもっと快適な義歯にしてほしいとの主

訴で来院．既往歴は C 型肝炎であり，現在寛解．

過去に喫煙歴なし．口腔内所見は，15, 13, 12, 

24, 25 が残根状態であり，残根上義歯を装着し

ている．上顎部分的無歯顎（Kennedy Class IV）

と診断した．（図 1）

　歯周基本治療後，15, 12 は根周囲骨の欠損が

大きく保存困難と診断し，抜歯を行なった．（図

2, 3）

　強い嘔吐反射が認められるため，安定した咬

合力の回復と残存歯の長期安定を求め無口蓋イ

ンプラントオーバーデンチャーを希望した．

Ⅲ . 予後経過

　上顎に対して下記の治療方針について検討し

た．

①　既存根面板に磁性アタッチメントを付与し

　　た総義歯（無口蓋）

②　予後不良歯を抜歯し，既存歯とインプラン

　　トを併用した総義歯（無口蓋）

③　抜歯し，無歯顎として総義歯（有口蓋）

　動揺もなく予後良好と判断できた 13, 24, 25

は保存とすることから，②予後不良歯である 15, 

12 を抜歯し，既存歯とインプラントを併用した

総義歯を選択した．その際，患者は強い嘔吐反

射が認められたため，14 相当部にインプラント

図 1. 初診時口腔内写真 (2016. 06)

 残根上義歯を装着している．
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図 2. 初診時　歯周精密検査

 15，12 は骨吸収による動揺が認められ保

 存不可と診断した．

図 3. 診断用義歯装着時パノラマエックス線写真

 (2016. 10)
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体 (Standard Plus Implant，直径 4. 1mm RN SLA®，

10mm，Straumann，Basel，Switzerland)，26 相 当

部にインプラント体 (Standard Plus Implant，直

径 4. 1mm RN SLA®，8mm，Straumann，Basel，

Switzerland) を埋入し無口蓋インプラントオー

バーデンチャー（以下 IOD とする）とした．( 図 4)

　13, 25 のマグネットの選定にあたり Mag Fit 

DX400（愛知製鋼，愛知，日本）を選択した．

さらにキーパーの高さが 0. 5mm，直径がφ 3. 

0，磁石構造体の高さが 1. 0mm，直径がφ 3. 4

であり犬歯や小臼歯の歯根面サイズに適してい

る点と天然歯支台歯の把持力を軽減する為に

根面板の高さを 1.5mm に設定した．また，14, 

26 のインプラントに装着した MACS(Magnetic 

Attachment of Cap Shape) システム は，マグネッ

トにあらかじめレジンキャップを付与している

ため取り付け時における即時重合レジンのアン

ダーカットへの流れ込み防止や位置ズレ防止が

可能となり簡便にマグネットを取り付けられた．

（図 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
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図 4. インプラント体埋入時パノラマエックス線

 (2017. 02)

 16 は上顎洞挙上術が必要だが希望されず

 14 に埋入する計画を立案した．

図 5. 最終補綴物

 チタン合金のフレームによる無口蓋義歯

図 6. 磁性アタッチメント装着時口腔内写真

 14，26 に MACS システム．24 には根面板．

 13，25 に Mag Fit DX400 を装着

図 7. 最終補綴物装着時口腔内写真 (2017. 08)
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図 8. 最終補綴物装着時口腔内写真 (2017. 08)

 無口蓋インプラントオーバーデンチャー装

着時

図 9. 最終補綴物内面写真

 咬合力による粘膜沈下が安定した所で義歯

床にマグネットを装着

図 10. 最終補綴物装着時デンタルエックス線写

 真 (2017. 08)

図 11. 最終補綴物装着時歯周精密検査 (2017. 08)

 歯肉の安定が認められる．

　現在，無口蓋 IOD を装着後，7 年経過してお

り両側臼歯部人工歯の咬耗と磁性アタッチメン

トの摩耗は認められるものの残存歯のカリエス

やインプラント周囲骨の吸収は認められず経過

良好である．（図 12, 13, 14）これは，1998 年ト

ロント会議でのインプラント成功基準のコンセ

ンサスレポートにおける①インプラントは ,  患

者と歯科医師の両者が満足している .  

②インプラントに痛み不快感，知覚の変化，感

染の兆候がない．③臨床的に診査するとき，個々

の連結されていないインプラントは動揺がない．

④機能下 1 年以降の経年的なインプラント周囲

の垂直的骨吸収は 0.2mm 以下を満たしているこ

とを７年間継続して評価している．

図 12. 7 年経過時口腔内写真 (2024. 10)

 両側臼歯部人工歯の咬耗とキーパーの摩

耗は認められるが骨吸収は認められず歯

肉も安定している．
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図 13. 7 年経過時パノラマエック線写真

 (2024. 10)

図 14. 7 年経過時歯周精密検査 (2024. 10)

 3 か月毎の定期メインテナンスを継続し

ており歯周組織は安定している．

Ⅳ . 考察

　本症例では，磁性アタッチメントとインプラ

ントを併用した無口蓋 IOD を適用することで，

上顎総義歯の維持安定性の向上および患者の快

適性を確保した．特に，強い嘔吐反射を有する

患者においては，従来の口蓋を覆う義歯の装着

が困難であることが多く，本症例のように無口

蓋義歯の適応を慎重に検討しつつ，磁性アタッ

チメントおよびインプラントによる補助を適用

することは，機能的・審美的な観点から有効な

治療法となり得る．以下に，本症例を通じて得

られた知見について考察する．

1. 磁性アタッチメントの臨床的有用性

　磁性アタッチメントは，従来のクラスプやバー

アタッチメントと比較し，義歯の維持安定性を

向上させると同時に，審美的および機能的メリッ

トを有することが報告されている 7)．また，着

脱の容易さは，義歯の清掃性向上や患者の操作

性の向上につながり，高齢者に適した補綴手段

の一つである 8) ．本症例においても，磁性アタッ

チメントの適用により，維持力を確保しつつ，

患者自身のセルフケアの負担を軽減することが

できた．

さらに，磁性アタッチメントは応力を均等に分

散し，支台歯やインプラントへの過負担を防ぐ

という点においても優れている 4) ．本症例では，

少数残存歯（13, 25）を維持源としつつ，インプ

ラントの補助によって義歯の安定性を確保した．

これにより，残存歯の保存と義歯の機能性のバ

ランスを最適化することが可能となった．

2. 無口蓋義歯の適応とその影響

　無口蓋義歯は，患者の快適性を向上させる一

方で，維持力や安定性の確保が課題となる 9) ．

従来の研究においても，無口蓋設計の義歯は咀

嚼機能や発音の改善には寄与するものの，支持

および支持構造の喪失による安定性の低下が問

題となる可能性が指摘されている 10) ．本症例で

は，磁性アタッチメントとインプラントの適用

により，無口蓋設計でありながら義歯の安定性

を維持することができた．特に，14, 26 部位に

インプラントを埋入し，支台歯間線の多角化を

図ることで，義歯の動揺を最小限に抑えること

が可能となった．14 部へのインプラント埋入に

関しては，支台歯間線のさらなる多角化を図る

ため，また対合歯が 46 にインプラント埋入がさ

れているため，16 部が相当であると考える．し

かし，上顎洞底までの骨高を考慮し，骨増生を

行わずに埋入可能な位置での最遠心部である 14

部にインプラントを埋入することとした．さら

に左側については，下顎が 36 までのアーチで

あったため，義歯の沈下を防ぐことができる部

位に適正な支持を付与することを考え , 26 部に

インプラントを埋入することとした．

　また，強い嘔吐反射を有する患者にとって，

無口蓋設計は適応可能な選択肢の一つと考えら

れる．本症例の患者も，従来の総義歯では嘔吐

反射が顕著であったが，無口蓋設計の適用によ

り装着時の不快感が大幅に軽減された．このこ

とから，磁性アタッチメントとインプラントを

併用することで，嘔吐反射のある患者にも適し

た補綴設計を提供できる可能性が示唆された．

3. 包括的治療計画の意義

　本症例では，患者の全身状態（C 型肝炎の既往，

現在寛解）や口腔内条件を慎重に評価し，残存

歯の保存とインプラントの適用のバランスを考

慮した治療計画を立案することで，機能的・審

美的な補綴結果を得ることができた．特に，残

存歯を単独の支持源とせず，磁性アタッチメン
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トとインプラントを併用することで，長期的な

安定性を確保できる可能性が示された．

　また，補綴設計においては，患者の希望（「緩

くならない義歯にしたい」）を考慮しながら，残

存歯とインプラントを適切に組み合わせた治療

計画が重要である．従来の研究でも，包括的な

治療計画の立案が患者満足度の向上に寄与する

ことが示されており 2) ，本症例の治療戦略は臨

床的に有用な指針となる可能性がある．

4. 今後の課題と展望

　本症例における治療アプローチは，義歯の維

持安定性と快適性の向上に寄与したが，いくつ

かの課題も残る．

・磁性アタッチメントの長期的維持管理

　　磁性アタッチメントはメンテナンスが比較

的容易である一方で，経年的な磁力の低下や

アタッチメント部の摩耗が発生する可能性が

あるため，定期的なメンテナンスが必須であ

る 11) ．

・インプラントの長期的予後管理

　　本症例のようにインプラントを補助的に使

用する場合，インプラント周囲炎リスクの管

理が重要となる．特に，高齢患者ではインプ

ラントの清掃不良が生じやすく，口腔衛生指

導と定期管理の徹底が求められる 12) ．

・無口蓋義歯の適応基準の確立

　　無口蓋義歯は，患者の快適性向上には有用

であるが，十分な維持および支持構造が得ら

れない場合には適応困難となる．今後は，無

口蓋義歯の適応基準や長期予後に関するさら

なる研究が必要である 13) ．

　本症例を通じて，磁性アタッチメントとイン

プラントを併用することで，無口蓋義歯におい

ても維持安定性を確保できる可能性が示された．

今後はさらなる臨床研究を通じて，適応基準の

確立や長期的な予後に関するエビデンスの蓄積

が求められる．

Ⅴ . まとめ

　本症例では，磁性アタッチメントとインプラ

ントを併用した無口蓋 IOD を適用することで，

上顎総義歯の維持安定性の向上と快適性の確保

を実現した．特に，強い嘔吐反射を有する患者

において，無口蓋義歯の適用が有効であること

を確認し，磁性アタッチメントの併用により十

分な維持力を確保できた点が臨床的に重要な知

見となった．

　また，本症例の治療プロトコルにより，従来

の補綴方法では対応が困難とされる症例に対し，

審美的な補綴治療が可能となることが示唆され

た．磁性アタッチメントの特性を生かすことで，

支台歯やインプラントへの負担を軽減し，義歯

の安定性を向上させることができた．

　今後，磁性アタッチメントとインプラントを

組み合わせた治療の長期予後や，無口蓋義歯の

適応基準のさらなる確立が求められる．特に，

長期使用における維持管理や，磁性アタッチメ

ントの摩耗・磁力低下に関する影響について，

さらなる臨床研究が必要である．
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インプラントを用いて受圧条件の改善を行なった総義歯治療において

磁性アタッチメントを併用した一症例

百瀬康仁，菅野岳志，福西雅史，伊藤準之助，砂盃　清，安倍稔隆，田中譲治

日本インプラント臨床研究会

A case of complete dentures with magnetic attachments using a dental implant
for improvement of pressure receipt condition

Yasuhito Momose, Takeshi Kanno , Masashi Fukunishi, Kiyoshi Isahai, Toshitaka Abe, Jyoji Tanaka

Clinical Implant Society of Japan

Abstract

　In the case of restoration of function with a prosthetic appliance for periodontal patients with a small number of 

remaining teeth, the predictability of the remaining abutment teeth may be low, and it is often a useful option to use 

the remaining abutment teeth as overdentures and a full denture prosthetic design.

　However, if there is a large difference in the number of remaining teeth between the maxilla and mandible or if the 

placement of remaining teeth is unbalanced, stability of the denture may be adversely affected due to poor pressure 

factor and pressure receipt condition, and the occlusal pressure of the antagonist may cause severe long-term 

residual ridge resorption. The use of implant overdenture for residual ridge with poor pressure receipt condition can 

improve it, eliminate the poor relationship between the tissue borne and tooth‒support, and restore both function 

and morphology without placing any stress on the remaining teeth. In this report, we describe the case of maxillary 

and mandibular complete denture with magnetic attachments placed with an implant to improve conditions of the 

pressure receipt condition and the pressure factor after 7 years follow-up.

キーワード　（Key words）

インプラントオーバーデンチャー (implant overdenture) ， 磁性アタッチメント (magnetic attachment) ，

歯科インプラント (dental implant) ， 総義歯 (complete denture) ，受圧条件 (pressure receipt condition)

63日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年



Ⅰ .緒言

　少数歯残存となった歯周病患者に対する補綴

装置による機能回復において，残存歯を支台歯

として利用する場合予知性が低いことがあり，

残存歯を根面形態としオーバーデンチャーとし

て利用することは有用な選択肢となることも多

い 1)．

　しかし，上下顎の残存歯本数の差が大きい場

合や残存歯の配置のバランスが悪い場合，すれ

違い咬合のような支持域が少ないが残存歯は多

いといった受圧加圧の条件が悪い症例において，

義歯の維持安定に悪影響を与えることや，対合

歯の咬合圧により長期的に欠損部の顎提が高度

な骨吸収を引き起こす場合がある 2)．受圧条件

の悪い顎堤に対してインプラントオーバーデン

チャーを使用することで受圧条件を改善でき，

粘膜負担と歯根膜負担の不良な関係もなくなり，

残存歯には負担をかけず，機能回復と形態回復

の両方を実現できると述べている 3)．

　今回，受圧加圧の条件を改善するためにイン

プラントを埋入し磁性アタッチメントを併用し

た上下顎総義歯が 7 年経過したことを機にその

症例を報告する．

Ⅱ．症例の概要

患者：60 歳，女性．

初診：2011 年 5 月

主訴：噛みにくい．見た目を綺麗にして欲しい．

全身的既往歴：特記事項なし．

現病歴：数年前より上顎に部分床義歯を装着し

ていたが， 支台歯となっていたクラウンが脱離

したために義歯が装着出来なくなった．下顎左

側の欠損部は放置されており，前歯で食事を摂っ

ていたため下顎前歯の動揺による咬合痛もあり

全顎的な治療を希望し当院を受診した．

現症：口腔内所見において 14.24.44.47.48 に重

度う蝕， 歯周ポケットは平均 3-9mm の範囲で残

存歯周囲歯肉に発赤・腫脹及び動揺を認めた．

25 は限局的に歯周ポケットが 8mm あり，クラッ

クを認めた．11,31,41,42,44 は歯周ポケットが

7mm 以上存在し，動揺度は 3 度，パノラマ X 線

所見にて 3 分の 2 以上の歯槽骨吸収を認めた（図

1，2）．開口障害，顎関節部圧痛，顎関節雑音な

ど顎関節症の症状は認められなかった．また，

上顎 Kennedy Ⅰ級，下顎 Kennedy Ⅱ級，Eichner

の分類は B4，咬合三角（宮地分類 4））は area Ⅲ

であった．

臨床診断名

14.24.44.47.48：う蝕　25：歯根破折　11.31.41.

42.44：重度歯周炎　14.13：中度歯周炎　17.16.

15.12.21.22.23.26.27.37.36.45.46：欠損　両側臼歯

部欠損及び重度歯周病による咀嚼障害

治療計画

　全顎的な固定性インプラントブリッジまたは

インプラントや天然歯を利用した部分床義歯や

総義歯の治療などの選択肢があるが，固定性イ

ンプラントブリッジは大規模な硬組織および軟

組織の造成が必要であり，外科的侵襲，治療期

間及びコストがかかるため希望せず，インプラ

ントや天然歯を利用した義歯による機能回復を

行うこととした．

処置および経過 

　精密印象採得後，上下顎即時総義歯を製作し，

11.31.41.42.44.48 の抜歯および 13.33 の抜髄，補

綴装置の除去後，上下顎の即時総義歯を装着し

図 1　初診時口腔内写真
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図 2　初診時パノラマエックス線写真および歯周
精密検査表

日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年



65

た．残存歯は全て一時的に残根とした．局所麻

酔薬の使用量や疼痛を考慮し，抜歯は 2 日に分

け，2 週間後 14.24.25.47. の抜歯を行ない，抜歯

窩の治癒を待つ間に残存歯の根管治療を行った

（図 3）．抜歯後４ヶ月で CT を撮影し左上小臼歯

部にインプラント Standard Implant, 直径 4.1mm 

RN, SLA®, 10mm, Straumann, Basel, Switzerland) 

を埋入した（図 4）．免荷期間中インプラント

への負荷を減らすため，ガーゼ法 5) を用いて埋

入部位の義歯床粘膜面を大きくリリーフしてイ

ンプラントに負荷がかからないようにした．ア

タッチメントの選択に関しては，クリアランス

が少なくてもよく，歯周病に罹患した残存歯へ

の側方力の軽減のために磁性アタッチメントを

選択することにした． 根面タイプの磁性アタッ

チメントを上顎（ギガウス D800：ジーシー）お

よび下顎（ギガウス D400，D600，C400，C600，

D800：ジーシー）に計画した．支台歯形成後に

精密印象採得を行い，間接法により製作された

キーパー付根面板を装着した．インプラントの

部位は３ヶ月の免荷期間後に磁性アタッチメン

ト ( マグフィット IP，愛知製鋼，愛知，日本 ) 

図 3　抜歯後の口腔内写真

図 4　インプラント埋入時口腔内写真およびデン
タルエックス線写真

を装着した．

　その後，上下顎総義歯の精密印象採得およ

び Willis 法にて咬合高径を設定，排列試適を行

い，上下顎ともコバルトクロム合金製のフレー

ムワークを用いた金属床義歯のオーバーデン

チャーを通法に従い製作し，装着した．なお，

上顎は支台の本数が少なかったため，口蓋にも

支持能力を求めるため大連結子にパラタルプ

レートを用いた設計とした．磁石構造体の装着

は義歯のセトリングが終わり，粘膜の安定した

義歯装着２週間後に行なった（図 5）．義歯の

回転軸や将来，支台歯が減ってしまった場合で

も維持力の変化を少なくすることなどを考慮し

て同時期に全ての支台歯に磁石構造体を装着し

た．2012 年６月に補綴治療が終了し（図 6，7）， 

2020 年 3 月メインテナンス時において最終補綴

終了より７年９カ月が経過している（図 8，9）．

その間のメインテナンスについては３カ月毎で

図 5　完成義歯

図 6　最終補綴装置装着後の口腔内写真
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図 7　最終補綴装置装着後のパノラマエックス線
写真および歯周精密検査表

図 8　最終補綴装置装着後 7 年 9 ヶ月経過時の義
歯あり口腔内写真

図 9　最終補綴装置装着後 7 年 9 ヶ月経過時の義
歯なし口腔内写真

図 10　最終補綴装置装着後 7 年 9 ヶ月経過時の
パノラマエックス線写真および歯周精密
検査表

行っており，支台歯はタフトブラシを用いた清

掃指導を行なっている．直近の歯周基本検査の

結果は，歯周ポケット，動揺度ともに最終補綴

終了時と比較して大きな変化を認めていない． 

パノラマエックス線写真の結果から支台歯にお

いて歯根膜腔の拡大や歯槽骨吸収は認めなかっ

た（図 10）．口腔内に関しては歯肉退縮を認め

るとともに，人工歯咬合面の咬耗が認められた．

なお，人工歯の咬耗を予測し，硬質レジン歯を

選択，咬耗の対策として義歯完成時に臼歯部咬

合面のシリコンコアを作製しておき，メインテ

ナンス中は咬合高径及び咀嚼能率を維持するよ

うに務めた．

Ⅲ．考察

　Crum ら 6) は，下顎における５年間の顎堤吸収

の比較研究を行い，全部床義歯で平均 5.0mm に

対して，天然歯支台のオーバーデンチャー は平

均 0.6mm と，オーバーデンチャーの有意性を示

している．本症例では上下顎総義歯のオーバー

デンチャーにする事で歯冠歯根比が改善し歯の

保存が可能となり，顎堤の保存にも寄与したと

考えられる．

　Branemark7) はオッセオインテグレーションイ

ンプラントにおいて，インプラント体に加わっ

た力が顎骨に直接伝わるため，リモデリングに

よって骨の添加と吸収を起こすが，義歯床の場

合にはこの現象は期待できず，吸収のみが生じ

る可能性を示唆した．Van Steenberghe ら 8) は，

158 名のインプラント支台オーバーデンチャー
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患者を 12 年間観察し，骨吸収が平均的 1.7mm

に留まっていたことを報告している．Kordatzis

ら 9) は垂直的な顎堤の吸収量について全部床義

歯では５年間で平均 1.63mm，また IOD 症例で

は平均 0.69mm の顎堤吸収が起こり，両者の差

は約１mm 見られ，有意差を認めたと報告して

いる．本症例においてもインプラントを用いた

ことで顎堤の吸収を抑制する可能性が考えられ

る．

　予後不良の歯を抜歯すると上下顎共に

Kennedy Ⅰ級，Eichner 分類は B4，咬合三角（宮

地分類）は area Ⅳとなり，義歯による機能回復

を行う場合において，左側は上下顎の残存歯数

の差により下顎の歯が加圧条件となり，上顎の

受圧条件が不良で補綴装置が不安定になる可能

性が考えられた．また上下の受圧加圧のバラン

スが悪い場合に顎堤が高度の骨吸収を起こす可

能性が指摘されている 2)．保存可能な歯は，義

歯にすることで下顎の加圧条件を小さくするこ

ととした．また，上顎左側は保存可能な残存歯

がないが，対顎の残存歯が多く保存されており

加圧条件が強く，上顎左右のバランスが悪いた

め，上顎の受圧条件を整えるために上顎左側小

臼歯部に１本インプラントを埋入した．上顎無

歯顎に対して上顎前歯部の２本のインプラント

のみで，インプラント維持のオーバーデンチャー

を支持することは，不利な環境と骨質に起因し

て危険な処置であることが示されており，長期

にわたり可撤性義歯を確実に維持するためには，

最低でも４本のインプラントが必要であると述

べられている 10) ．しかし，田中 3) は顎堤条件や

骨量，治療費や患者の期待度を鑑みる必要があ

るが，２本のインプラントの植立と義歯を無口

蓋に出来るかどうか，全部床義歯における具体

的設計として上顎の無歯顎に対する磁性アタッ

チメントを用いたインプラントオーバーデン

チャーの設計チャートを示しており，強い維持

力が必要な場合や歯槽頂部の強い負担を避ける

場合は口蓋を覆う可能性があることを事前に説

明しておく事が必要であると述べている．上顎

の IOD は固定性インプラント補綴のトラブル症

例への救済処置や，骨量が少なく固定性インプ

ラント補綴ができない場合に用いられることも

多いため 失敗率が高く補綴的合併症も多いとい

う報告がある 11, 12)． しかし近年は上顎 IOD の長

期経過 13, 14) や適切な計画された IOD についての

生存率は高く患者満足度も高いことが報告され

ている 15)． 今回の症例では，上顎左側小臼歯部

にインプラントを埋入することで，優れた義歯

の安定得ることかができ，維持のみでなく支持

も目的とした，咬合支持の改善もできる設計と

することかができた． 

　アタッチメントにはスタッドアタッチメン

ト，バーアタッチメント，磁性アタッチメント

など様々なものがありそれぞれ利点欠点がある

が，本症例においては側方力を逃すことでイン

プラントへの負担を軽減でき，歯とインプラン

トが共存する際にも植立位置，方向や平行性の

影響が少なく維持力の減少がほぼないといった

利点がある磁性アタッチメントを選択した．田

中 3) はすれ違い咬合において咬合支持を確実に

獲得できる磁性アタッチメントを用いたインプ

ラントオーバーデンチャーを使用することで受

圧・加圧の関係を改善でき，粘膜負担と歯根膜

負担の不良な関係もなくなり，残存歯には負担

をかけず，機能回復と形態回復の両方を実現で

きると考えていると述べている．また，歯科医

師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケア

は，オーバーデンチャーの支台装置である根面

アタッチメントについて自浄性が特に重要であ

ると述べられている 16)．今回はバーアタッチメ

ント等の連結型ではなく，非連結型の磁性アタッ

チメントを用いたことで，アタッチメント部の

メインテナンスも有効であると考えられた．

Ⅳ．まとめ

　本症例より，磁性アタッチメントは，支台歯

の咬合圧負担能力を考慮しながら，インプラン

トを用いて適切に配列することにより，長期的

に良好な予後経過を得られる可能性があること

が改めて示唆された．またインプラントを用い

ることで，受圧加圧条件のバランスを改善する

ことで義歯の安定を得ることが出来，Biological 

cost による顎堤の過度な骨吸収を予防する可能

性が示唆された．今後も定期的なメインテナン

スを行いながら，経過観察していく予定である．
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コーヌス冠から磁性アタッチメントへ変更した

インプラントオーバーデンチャーの一症例

松成淳一 1,2，安倍稔隆 1,2，齋藤琢也 2，砂盃　清 2

１）新宿西口歯科医院
２）日本インプラント臨床研究会

A Clinical Case of Changing the Attachment System in an Implant-Supported
Complete Denture from a Telescopic Crown to a Magnetic Type

Junichi Matsunari1,2, Toshitaka Abe1,2, Takuya Saito2, Kiyoshi Isahai2

１）Shinjuku Nishiguchi Dental Clinic
２）Clinical Implant Society of Japan

Abstract

　Retention and stability are critical factors in the success of complete dentures, particularly in the maxilla where 

anatomical limitations may compromise suction and support. Implant overdentures (IODs) offer a viable solution, 

with various attachment systems available depending on patient needs. This case report describes a 77-year-old 

female patient who received a maxillary IOD supported by two implants placed in the molar regions, one of which 

required tilted insertion due to limited bone volume. Initially, a conus-type attachment was used; however, due 

to issues with retention and hygiene, it was later replaced with a magnetic attachment system using both fl at and 

dome-type keepers. Despite similar occlusal force values measured by an oral function monitor before and after the 

change, the patient reported improved satisfaction and comfort, as supported by enhanced OHIP scores. The dome-

type keeper showed favorable performance in addressing tilted implants, reducing lateral stress. Over three years 

of follow-up demonstrated clinical stability without complications. This case suggests that even under anatomical 

constraints, a maxillary IOD supported by two implants and optimized with appropriate magnetic attachments can 

offer functional and psychosocial benefi ts to the patient.

キーワード　（Key words）

磁性アタッチメント（magnetic attachment），インプラント（implant），総義歯（complete denture），

傾斜埋入（tilted implant placement）
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Ⅰ .緒言

　義歯の維持安定性は，咀嚼効率や装着感，

QOLに大きく影響する重要な要素である．特に，

上顎総義歯においては吸着力の確保が難しい症

例も多く，従来の粘膜支持型義歯では十分な安

定性が得られない場合がある．そのような症例

に対しては，インプラントを利用したオーバー

デンチャーが有効であり，義歯の安定性や快適

性の向上が期待される 1)．

　オーバーデンチャーにおけるアタッチメント

形式にはさまざまな選択肢があり，臨床的な要

件や患者の希望に応じて適切な形式を選択する

ことが求められる．なかでも磁性アタッチメン

トは，着脱の容易さや口腔衛生の維持といった

利点から，高齢患者にも適した形式の一つとし

て報告されている．

　本報告では，異なるアタッチメント形式を比

較したうえで，最終的に磁性アタッチメントを

選択した症例を通じて，アタッチメント形式の

変更が患者の満足度や義歯の機能性に与える影

響について考察する．

Ⅱ．症例の概要

　患者は初診時 77 歳の女性で，上下顎に総義歯

を装着していた．主訴は「義歯の維持力が弱く，

しっかり咬めない」との咀嚼障害であった．特

に下顎義歯の不安定さに強い不快感を訴えてお

り，日常生活にも支障をきたしていた．

　口腔内診査では，上下顎ともに義歯は使用に

よる経年的劣化が認められ，適合状態や咬合状

態にも問題がみられた．具体的には，上顎義歯

では咬合平面の傾斜および咬合支持の不足が認

められ，下顎義歯では義歯床の沈下に伴う咬合

高径の低下や偏位咬合が生じていた．上下顎の

顎堤には顕著な吸収が認められ，義歯の安定し

た装着に支障を来していた．しかし，明らかな

フラビーガムなどの粘膜病変は認められなかっ

た．加えて，口腔前庭は浅く，義歯床縁の十分

な延長は困難な状態であった．

　これらの問題に対処するため，新たに製作し

た義歯では，旧義歯に認められた咬合平面の傾

斜を修正し，適切な咬合高径を確保するととも

に，咬合接触の均等化を図った．また，義歯床

の適合精度を向上させ，義歯の辺縁形態を顎堤

形態に合わせて調整することで，安定性の改善

を試みた．しかしながら，下顎義歯の浮き上が

りや上顎義歯の脱落といった訴えは完全には解

決しなかった．また，患者は既往歴として学童

期に上顎洞炎の治療を受けており，上顎洞根治

術の既往があると申告していた．この影響もあ

り，上顎顎堤の吸収が認められた．以上のよう

に，既存の義歯では十分な機能回復が得られず，

さらに解剖学的制約も存在することから，イン

プラントオーバーデンチャー（IOD）の適応を

検討した．

Ⅲ．処置および経過

　新たに総義歯を製作したものの，十分な満足

は得られず，まずは下顎に対して（図１）IOD

を適用した．2 本のインプラントを埋入し，同

日にロケーターアタッチメント（Locator® 

Attachment, Zest Anchors USA）を装着した結果，

義歯の安定性が向上し，患者の使用感にも改善

が見られた（図２）．
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図１　術前のパノラマエックス線写真

図２　下顎へのロケーターアタッチメントの装着
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　下顎 IOD 装着後，約 2 年にわたり毎月上顎総

義歯の調整を行った．患者は主に義歯後縁の不快

感を訴えており，床縁の研磨や減厚，削除を繰り

返すこととなった．最終的には無口蓋義歯の形態

となったため，当初の維持力が失われ，患者の希

望もあってインプラント治療の可否を検討するこ

ととなった．患者は小児期に上顎洞根治術の既往

があり，骨造成を伴う上顎洞挙上術は困難であっ

た．そのため，骨造成を行わずにインプラント

を埋入できる部位として，上顎右上第一大臼歯

部（16 部）および上顎左側第一大臼歯部（26 部）

を選定した．16 部には咬合平面とほぼ垂直に，

26 部には傾斜埋入を計画し，以下のインプラン

トを埋入した：Bone Level Tapered Implant（直径

3.3 mm NC, SLActive®, Roxolid Loxim, 長さ 10 mm, 

Straumann, Basel, Switzerland）（図 3）．
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図３　上顎インプラント埋入時の CT 画像

　なお，本症例では治療開始時より，患者が従

来の義歯に対して著しい違和感と機能面の不満

を訴え，新製した義歯においても患者は義歯の

動揺感や不安定さを訴え，特に上顎義歯で発音

時や咀嚼時に浮き上がる感覚が残っており，新

製義歯による対応にも満足感を示さなかった．

また，咬合接触の不均等による咀嚼効率の低下

や義歯装着時の圧迫感による不快感も訴えてお

り，日常生活における食事や会話に支障が続い

ていた．こうした問題が解決できず，患者の満

足には至らなかったという経緯があった．なお，

上顎義歯口蓋形態については旧義歯の使用時よ

り患者が口蓋部に対する強い異物感と嘔気反射

を訴えており，発音時や嚥下時の不快感も顕著

であった．さらに構音障害も認められ，会話が

しづらいとの訴えがあったため，患者の快適性

と QOL を考慮し，義歯は徐々に無口蓋型へ移行

していった．しかし，無口蓋型義歯では後縁に

よる吸着が得られにくく義歯の維持力には限界

があった．また，機能回復の即時性と予測性を

重視し，上顎への IOD の適応を検討した 2)． 

　また，複製義歯を用いたダイナミック印象法

などの手法は，特定の症例において有効である

ものの，本症例では義歯床下の粘膜状態が部位

によって不均一であったほか，義歯安定を得る

ための顎堤形態が不良で，物理的な維持・安定

が十分に得られないと判断された．これらの要

因から，長期的視野に立って，限られた埋入可

能部位へのリスクを考慮したうえでの IOD の選

択が，患者にとって最も有効な治療選択である

と考えられた．

　3 か月の免荷期間を経て，アタッチメント設

計には傾斜埋入への適応性を考慮し，ジルコニ

ア製内冠および金電鋳外冠を用いたコーヌステ

レスコープ義歯を選択した（図 4）．装着後，維

持力は良好で，患者の満足度も高かったが，装

着から 3 年経過した頃より，義歯の脱離を訴え

るようになった．この脱離の原因としては，経

年的な顎堤の吸収や軟組織の変化に加え，コー

ヌス外冠の金電鋳造部の摩耗が考えられた．維

持力を回復する方法として金電鋳造部の補修も

検討されたが，異なるアタッチメントとの比較

検討の結果，患者も同意の上，磁性アタッチメ

ントによる IOD を製作した． まず，既存のコー

ヌス内冠を撤去し，以下の磁性アタッチメント

用キーパーを装着した：

　・  16 部：高さ 3.0 mm のフラットタイプ

　・  26 部：高さ 6.0 mm のドームタイプ

（いずれもマグフィット IP ST シリーズ，愛知製

鋼，愛知，日本）

図４　コーヌス型アタッチメントの装着
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　同日に新義歯を装着し，マグネットを組み込

んで使用を開始した（図 5）．装着開始から 8 週

間後，OHIP-14J のスコアはアタッチメント交換

前の 15 から交換後には 10 に減少し，磁性アタッ

チメント義歯への交換により使用感の向上が認

められた．

　また，比較検討のため，キーパーを再度ジル

コニア製コーヌス内冠に戻し，2 種類の義歯間

で評価を実施した．口腔機能モニター（Oramo-bf）

による咬合力測定では，コーヌス冠・磁性アタッ

チメント義歯ともに「83」を記録し，両者の咬

合力に差は認められなかった（図 6）．以上の結

果を踏まえ，患者は最終的に磁性アタッチメン

トを用いた義歯の使用を選択した（図 7）．

　 

図５ 上顎への磁性アタッチメントの装着
 左側の傾斜埋入部にはドーム型，右側の垂

直埋入部にはフラット型を適用

図６ 口腔機能モニター（Oramo-bf）による咬合
力測定

Ⅳ．考察　

旧義歯（コーヌス型アタッチメント）の選択に

ついて

　本症例における初回の義歯製作では，ジルコ

ニア製内冠と金電鋳外冠を用いたコーヌス型ア

タッチメントを採用した．コーヌス冠は，イン

プラントの埋入方向に依存せず脱着方向を設計

できる利点があり，補綴的自由度が高いことが

特徴である．

　本症例においてジルコニア内冠と金電鋳外冠

という組み合わせを選択した理由は，以下の通

りである．まず，ジルコニアは形態設計の自由

度が高く，耐摩耗性にも優れている．また，歯

肉貫通部においては，金合金と比較して炎症が

抑えられることも利点である 3)．まず，内冠に

ジルコニアを使用することで，口腔内での審美

性を高めるとともに，金電鋳外冠との硬さの相

違によりスムーズな着脱と適度な摩擦保持が期

待できる．なお，金属アレルギーへの配慮も一

因ではあるが，本症例では他部位に金属を使用

しており，主たる選択理由は審美性および機械

的特性の向上であった．外冠には，コーヌス義

歯に必要な精密適合性を得るため金電鋳を選択

しており，従来からの実績もある．ジルコニア

と金電鋳の組み合わせは，臨床的配慮の上で選

択された既知のバリエーションの一つと位置付

けられる 4）．

　さらに，当時は傾斜埋入されたインプラント

に対応可能なドーム型磁性アタッチメントが市

販されていなかったこともあり，維持力や応力

分散の観点からもコーヌス冠が妥当と判断され

た．実際，傾斜埋入インプラントに対するフラッ

ト型磁性アタッチメント使用では，インプラン

図７　最終補綴物装着時の口腔内写真
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トに対する横方向の応力が増加しやすく，保持

力の低下や応力の偏在を引き起こす可能性が示

されている 5,6）．

　このことから，当時は傾斜埋入に対応可能な

ドーム型磁性アタッチメントが未発売であった

ことに加え，本症例では前庭の浅さや顎堤の吸

収により義歯の維持・安定の確保が課題であっ

た．そのため，応力負荷の分散とともに，義歯

の維持・安定をより確実に得られる予測性の高

いコーヌス冠の選択が妥当であったと考えられ

る． 

使用インプラントの本数と配置

　上顎におけるインプラント本数は，患者の既

往歴（上顎洞根治術）により骨造成が不可能で

あったことから，両側の第一大臼歯部位への 2

本の埋入に限定された．上顎無歯顎への IOD に

おいては，4 本以上のインプラントを推奨する

報告が多いが 7-10)　Onclin らの研究では，2 本

のインプラントによる上顎オーバーデンチャー

であっても，患者満足度および咀嚼機能の向上

が認められたとされており，一定の臨床的有効

性が示唆されている 11)．

　本症例でも，上顎 2 本のインプラントによる

IOD を施行し，コーヌス冠使用期間を含めて 3

年以上経過を観察しているが，インプラント周

囲炎などの有害事象は認められなかった．適切

なメインテナンス下で機能の維持が可能である

ことが示された．

ドーム型キーパーの応用

　磁性アタッチメントの保持力や応力分散に関

しては，ドーム型キーパーが傾斜埋入インプラ

ントにおいて有利であるとする報告が複数存在

する 5,11) ．

　Chopra らの試験では，5°以上の角度での引張

試験において，ドーム型はフラット型よりも有

意に高い保持力を示すことが確認されている 12).

ドーム形状は，アタッチメントの脱離方向に柔

軟性があるため，インプラントへの側方力を軽

減し，長期的な安定性にも寄与する可能性があ

る．本症例においても，左側の傾斜埋入部には

ドーム型，右側の垂直埋入部にはフラット型を

適用したが，咀嚼時の義歯の安定性や装着感に

ついて患者から左右差に関する訴えはなく，咬

合力の測定結果にも大きな差は認められなかっ

た .  

咬合力と義歯の安定性

　口腔機能モニター（Oramo-bf）による測定で

は，旧義歯（コーヌス冠）・新義歯（磁性アタッ

チメント）ともに咬合力「83」を記録し，アタッ

チメントの違いによる明確な咬合力の差は認め

られなかった．この結果は，本症例が上下顎と

もに 2 本ずつのインプラントを用いたオーバー

デンチャーであることから，粘膜支持が咬合力

に大きく寄与していることを示していると考え

られる．また，OHIP-14J の評価においては，磁

性アタッチメントの使用により複数の項目で改

善が認められ，患者の主観的満足度に関しても

本治療法の一定の有用性が示唆された．

Ⅴ．結論

　本症例では，傾斜埋入を含む上顎インプラン

トに対してコーヌス型アタッチメントを適用し，

義歯の機能回復を図ったが，維持力や清掃性の

課題から，磁性アタッチメント（フラット型お

よびドーム型）への変更を行った．その結果，

患者の義歯に対する主観的満足度は改善され，

口腔機能モニターによる咬合力測定値は変更前

後で大きな差を認めなかったものの，義歯の動

揺感は軽減し，装着時の安定性が患者自身の体

感として改善しており，臨床的には義歯の安定

性が向上したと判断された．また，患者の主訴

であった「義歯の維持力が弱く，しっかり咬め

ない」という訴えは，義歯の維持不良による咀

嚼障害であったと考えられるが，義歯の安定性

向上により装着時の違和感が軽減し，OHIP スコ

アの改善も認められたことから，機能面での改

善が得られたと考えられる．なお，本症例では

咀嚼機能の評価は OHIP スコアによる主観的評

価のみであり，今後は客観的評価を含めた検討

が課題である． 

また，本症例では骨造成を伴う上顎洞挙上術が

適応外であったため，臼歯部の限られた骨量を

利用した 2 本のインプラントによる IOD を採用

せざるを得なかったが，3 年以上の経過観察に

おいて良好な予後が得られたことから，限定さ

れた条件下においても 2 本のインプラントによ

る IOD が咀嚼機能および義歯安定性の改善に有

効な治療選択肢となりうることが示唆された．
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磁性アタッチメントを習得するハンズオンセミナー

－ 3 年間の開催報告－

山﨑麻由，時　秋宜，高橋雄太，喜久田吉蔵，柴田翔吾，桝本光希，

新保秀仁，栗原大介，鈴木恭典，大久保力廣

鶴見大学歯学部口腔リハビリテーション補綴学講座 

Skill up the magnetic attachment hands-on seminar
－ Three-years report－

Mayu Yamazaki, Syugi Ji, Yuta Takahashi, Kichizo Kikuta, Shogo Shibata, Mitsuki Masumoto, 
Hidemasa Shimpo, Daisuke Kurihara, Yasunori Suzuki, Chikahiro Ohkubo

Department of Oral Rehabilitation and Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine

Abstract

【Objective】

For magnetic attachments, it is important to accurately position and fi x the magnetic assemble and the keeper. This 

report provides an overview of a hands-on seminar, entitled “How to use the magnetic attachments: laboratory and 

clinical procedures,” was held at the 131st through 133rd Annual Meetings of the Japanese Prosthetic Society.

【Methods】

The hands-on seminars were consisted of a lecture on the features of magnetic attachments and how to proceed with 

treatment, and hands-on practice using a jaw model and overdenture replica to fi x a magnetic assemble to a denture 

base.

【Results and Discussion】

The hands-on seminars received 40 applicants each year and were held six times in total, divided into two sessions 

of 20 participants each. Problems that occurred during installation each time included detachment of the magnetic 

assemble from the denture and lack of attractive force. The problems with detachment were thought to be due to 

the non-use of metal primer or the removal of the denture before the self -curing resin had completely polymerized. 

Insuffi cient attractive force may be due to misalignment of the magnetic assemble, such as resin intrusion onto the 

keeper surface or existing air gap.

キーワード　（Key words）

磁性アタッチメント (Magnetic attachment)，重合収縮 (polymerization shrinkage)，

吸引力不足 (insuffi ciently attractive)
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Ⅰ .緒言

　磁性アタッチメントとは，磁石の力を利用し

て可撤性義歯を支台歯に連結し，維持，安定を

図る支台装置である 1）．通常の機械的維持力発

現機構とは大きく異なり，磁力を用いるため小

型でシンプルな形状で，為害性が少なく，支台

歯に側方力を伝達しないことなど多くの利点が

ある．また，厳密な指向性がなく装着，撤去が

容易であるため，巧緻性の劣る高齢者の義歯管

理において有用性が高いことから 2），超高齢社

会において有効な支台装置と考えられる．

　しかし，小型でシンプルな形状で磁力という

特殊な維持力を利用しているため，技工操作や

義歯への取り付けには特有のスキルが必要とな

る．また，取り付けの不備により吸着面間に

ギャップが生じると維持力の著しい低下をもた

らすため 3-9），義歯床に組み込まれる磁石構造体

と根面板に含まれるキーパーを正確に位置付け

固定することが重要である．

　2021 年 9 月 1 日からキーパーボンディング法

により製作された磁性アタッチメントの保険収

載が決定した 10）．保険適用が承認されたことに

より，磁性アタッチメントが広く普及されるこ

とが期待される．また，不適切な臨床術式によ

り磁性アタッチメント治療に誤った評価が下さ

れることは避けるべきであり，適切な臨床術式

を普及する必要がある．

　そこで，臨床医として身に付けておくべき磁

性アタッチメントの技工操作から取り付けまで

の臨床操作を習得するために，( 公社 ) 日本補綴

歯科学会第 131 ～ 133 回学術大会において『磁

性アタッチメントを習得する〜技工操作から取

り付けまで〜』というテーマでハンズオンセミ

ナーを開催したのでその概要を報告する．

Ⅱ．概要

　ハンズオンセミナーは，講義と実習の 2 部構

成で行われた．磁性アタッチメントの特徴・適

応症例と設計・診療の進め方・生じうるトラブ

ルなどについて，講義を 40 分間行った後に，顎

模型に装着されているキーパーに磁石構造体を

吸着させ，常温重合レジンで義歯に固定し，磁

性アタッチメントの吸引力を確認してもらう実

習を 50 分間実施した．

1．講義内容

　講義では，まず磁性アタッチメント装着時の

注意ポイントとして，磁性アタッチメントの特

徴，適応症例と設計，診療の進め方，生じうる

トラブル，維持力・吸引力の著しい低下の原因，

磁石構造体固定時に使用する常温重合レジンと

吸引力の関係，磁石構造体の装着時期などをス

ライドを交えて説明し，磁性アタッチメントの

臨床操作についての動画を用いた解説を行った

( 図 1)．

図 1　講義風景

1) 維持力（吸引力）の著しい低下の原因

　磁性アタッチメントの取り付け操作の失敗に

は，吸引力の低下の原因として吸着面へのレジ

ンの迷入や重合収縮によるエアギャップなどの

磁石構造体の位置ずれが挙げられる 11-13）．

　磁石構造体とキーパーの位置ずれに関しては，

垂直的に 0.1 ㎜のエアギャップが生じると吸引

力は 1/3 に，水平的に 0.5 ㎜ずれると約 2/3 に

減少すると報告されている 14）( 図 2，3)．

図 2　磁石構造体とキーパーの垂直的間隙が吸引
力に及ぼす影響 14）
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2) 磁石構造体固定時に使用する常温重合レジン

と吸引力の関係

(1) 常温重合レジンの使用量が増大するにつれ

て，常温重合レジンの収縮により吸引力の減

少傾向が大きくなる．

(2) 操作法に関して筆積み法と混和法を比較した

結果では，筆積み法の方が重合収縮率は小さ

く寸法精度が優れている 15)( 図 4)．

図 3　磁石構造体とキーパーの水平的間隙が吸引
力に及ぼす影響 14）

図 4　筆積み法と混和法による重合収縮率の比較 15）

図 5　義歯に遁路を設置

(3) 筆積み法では遁路を設置することで，余剰な

レジンが義歯床内面に広がることによる義歯

不適合やキーパー付き根面板周囲のアンダー

カット部に入り込むことによる義歯撤去困難

といった失敗を回避することができる 16,17）(図

5)．

(4) 常温重合レジンが硬化するまでの間の義歯の

保持方法 18) や撤去するタイミング 19) も重要

である．

3) 磁石構造体の装着時期

　磁石構造体は義歯のセトリング（沈み込み）

が終了した時点で，常温重合レジンの収縮を

考慮して装着する．

4) 磁性アタッチメントの臨床操作 ( 図 6)

　〈支台歯形成から印象採得まで〉

(1) 支台歯形成 ( 歯冠部を切断 )

(2) ポスト孔部の形成：ピーソーリーマーを用い

て根充材を除去後，ポスト形成期のバーによ

り根管形成を行う．

図 6　臨床操作のビデオ解説
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(3) ポスト孔周囲を凹面に形成：根面板のポスト

周辺の金属の厚みを確保する．

(4) 回転防止溝の付与：脱離防止と正しい位置に

合着するためにポストと平行に付与する．

(5) 根面全周にベベルを付与：根面板辺縁部の把

持や適合性を高める．

(6) ポスト形態の確認：インレーワックスを用い

て確認する．

(7) 歯肉圧排，ポストおよび全顎印象採得：シリ

コーン印象材による連合印象を採得する．

〈キーパー付き根面板の装着から磁石構造体の義

歯への固定まで〉

(1) キーパー付き根面板の試適，適合確認

(2) キーパー付き根面板の合着：キーパー付き根

面板に金属接着用プライマー，支台歯に歯質

接着用プライマーの塗布．合着には接着性レ

ジンセメントを用い，光照射によりセメント

の仮重合を行う．照射後，仮硬化した余剰セ

メントを除去する．

(3) 磁石構造体の固定：ハウジング付き磁石構造

体をキーパー付き根面板に試適する．ハウジ

ングがない場合，キーパー上に磁石構造体を

正確に固定する．

(4) 義歯の試適

(5) 義歯内面の接触を確認：適合試験材を磁石構

造体設置部に盛り上げる．

(6) 義歯と磁石構造体との接触確認：磁石構造体

をキーパーに固定した際の接触を確認する．

接触している部位をラウンドバー等で削除す

る．磁石構造体を義歯に固定する際には，余

剰レジンを流出させるための遁路を付与して

おく．

(7) 磁石構造体の義歯への固定

・ハウジングを用いる場合

ハウジングおよび義歯にレジン接着用のプラ

イマーを塗布する．磁石構造体付きのハウジ

ングをキーパーに固定させる．義歯内面に少

量の常温重合レジンを付与する．遁路から余

剰な常温重合レジンを流出させ，レジンの硬

化を確認する．レジン硬化後，義歯を口腔内

より取り出す．義歯とハウジングが一体化し

ていることを確認する．遁路から流出したレ

ジン，ハウジングと一体化した際の余剰レジ

ンを除去する．

・ハウジングを用いない場合

キーパー上に磁石構造体を正確に固定させ

る．義歯内面に常温重合レジンを付与する．

トレー上に確認用の常温重合レジンを盛りつ

け，トレー上の常温重合レジンの硬化を確認

する．レジン硬化後，義歯を口腔内から取り

出し，義歯と磁石構造体の一体化を確認．磁

石構造体の吸着面にレジンの付着がないかを

確認する．歯肉溝に侵入したバリを除去し，

辺縁歯肉上をリリーフする．

(8) 完成

2．実習

　実習では，下顎左右犬歯部に直径 3.5 ㎜の

キーパーを設置した下顎顎模型，オーバーデン

チャー，磁石構造体 ( 株式会社ケディカ ) を使用

した ( 図 7)．

　実習内容は，義歯床当該部にアタッチメント

設置用のスペースを作り義歯を装着し，あたり

具合を確認した．その後，義歯に遁路を付与し，

支台歯・顎堤にワセリンを一層塗布後，磁石構

造体を取り込むスペースに常温重合レジンを筆

積み法で築盛し，圧接した．重合後，義歯を取

り外し，余剰レジンを削除し，研磨後，義歯の

着脱および吸引力の確認を行い，セミナーを終

了とした ( 図 8)．

図 7　下顎左右犬歯部に直径 3.5 ㎜のキーパーを
設置した下顎顎模型，義歯，磁石構造体
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Ⅲ．結果

　ハンズオンセミナーには毎年 40 名の応募があ

り，20 名ずつ 2 回に分けて計 6 回開催した．第

131 ～ 133 回学術大会の 3 年間の内訳は，大学

所属が 99 名，大学以外の所属が 21 名で（図 9），

各回では大学所属が 33 名，大学以外の所属が 7

名であり，参加者の所属は毎年一定であった（図

10）．

　参加者によるアンケート結果は ( 公社 ) 日本補

綴歯科学会より第 131 回のみが提供され，132・

133 回学術大会の結果は得られなかった．第 131

回での参加者の勤務年数は，1 ～ 5 年が 4 名，6

～ 10 年は 2 名，11 ～ 15 年は 1 名，16 年以上が

4 名，未回答は 29 名であり 1 ～ 5 年と 16 年以

上が最も多かった（図 11）．また，参加者のセ

ミナーに対する評価は満足が 5，不満が 1 とし，

5 が 5 名，4 が 5 名，3 が 1 名，2 および 1 が 0 名，

未回答が 29 名と概ね満足との回答を得ることが

できた（図 12）．磁石構造体の取り付けにおけ

る失敗項目としては，磁石構造体の義歯床から

の脱離や磁性アタッチメントの吸引力不足など

が認められた．

図 9　参加者の所属（3 年間）

図 10　参加者の所属 ( 各回 )

図 11　参加者の勤務年数 ( 第 131 回 )

図 12　参加者のセミナーに対する評価（第 131回）
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Ⅳ．考察

　過去 3 回開催されたセミナーは応募が毎回定

員を満たし，有料 ( 参加費 5,000 円 ) の開催では

あったものの有意義であったと考えられる．

　磁石構造体の義歯からの脱離は，金属接着プ

ライマーの不使用や常温重合レジン硬化前に義

歯を取り外したことが原因と考えられた．そこ

で，第 132 回からは金属接着プライマーを積極

的に使用し常温重合レジンの硬化時間を考慮す

るよう指導した．また，磁性アタッチメントの

吸引力不足は吸着面へのレジンの迷入や重合収

縮によるエアギャップなどの磁石構造体の位置

ずれが考えられた．　

　吸引力不足に関しては第 133 回学術大会では

キーパーと磁石構造体を直径 3.5 ㎜から 5.0 ㎜へ

と大きなサイズに変更したが，過去 2 回と同じ

ような吸引力不足が認められたため，今後取り

付け操作をさらに検討する必要があると考えた．

　学会より提供されたセミナー実施後のアン

ケート調査では，概ね満足の結果が得られたこ

とにより今回実施したセミナーには十分意義が

あったと考えられる．
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マグネットアタッチメントを活用した

インプラント上部構造のトラブルシューティング

喜久田吉蔵，時　秋宜，高橋雄太，山崎麻由，柴田翔吾，桝本光希，

栗原大介，鈴木恭典，大久保力廣

鶴見大学歯学部口腔リハビリテーション補綴学講座 

Troubleshooting implant dentures with magnetic attachments

Kichizo Kikuta, Syugi Ji, Yuta Takahashi, Mayu Yamazaki, Shohgo Shibata, Mitsuki Masumoto,
Daisuke Kurihara, Yasunori Suzuki, Chikahiro Ohkubo

Department of Oral Rehabilitation and Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine

Abstract

【Objective】

　Two cases of postoperative complications of implant overdenture (IOD) and implant removal partial denture (IRPD) 

were improved by the use of magnetic attachments．

【Summary of the case】

　Case 1 ： 76-year-old man．  After an IRPD was placed in the maxilla at a private dental clinic， the patient visited 

to our clinic with a complaint of the artifi cial teeth loss ； the IRPD had been repaired many times．  With increased 

vertical dimension， new Co-Cr IRPD with magnetic attachments was delivered．

　Case 2 ： 73-year-old man．  A maxillary IOD with locator attachments was worn， but he requested re-make due 

to mastication disorder and denture fracture．  Existing implants were placed without parallelism， so an IOD with a 

bar attachment and a magnetic attachment was fabricated．

【Results and Discussion】

　In order for IODs and IRPDs to achieve good results for long term period， the characteristics of the attachments 

must be exactly understood and the IOD should be carefully designed and fabricated．

キーワード　（Key words）

歯科用磁性アタッチメント (dental magnetic attachment)，インプラントオーバーデンチャー (implant overdenture)，

インプラントパーシャルデンチャー (implant removal partialdenture)，義歯修理（troubleshooting）
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Ⅰ .緒言

　現在，歯科治療の進歩・普及に伴い，患者は

多様な補綴治療を選択できるようになっている．

中でも，インプラントオーバーデンチャー (以下，

IOD) およびインプラントパーシャルデンチャー

（以下，IRPD）は，少数のインプラント埋入で

高い治療効果が得られ，自立度が低下した場合

の変化にも追従できることから，超高齢社会を

迎えた日本においてその需要は高まっている 1)．

しかし IOD・IRPD の普及に伴うにつれ，トラブ

ルも散見するようになってきた．

　今回，我々は他院で治療した後に生じた，上

顎の IOD および IRPD の術後合併症に対し，マ

グネットアタッチメントを用いて改善した 2 症

例を経験したので報告する．

Ⅱ．症例の内容

　1）症例１

　（１）症例の概要

　患者は 76 歳，男性．近医にて上顎に 4 本のイ

ンプラントを埋入し，IRPD を装着．2014 年，義

歯破折，咀嚼困難を主訴に当院紹介来院．IRPD

はアタッチメント部の人工歯が脱離し，義歯床

には度重なる修理の痕跡が認められた（図 1）．

全身的既往歴に特記事項はなく，口腔内所見は，

残存歯は 18，13，11，21 で 11，21 はメタルコー

ピング，13 は残根．前歯部は清掃不良による炎

症を認めた．インプラントの上部構造は，14，

15 にアバットメント，23，24 はバーアタッチメ

ントが装着されていた．パノラマ X 線画像では

上顎洞壁が不明で上顎洞根本術施術後の所見が

見受けられた．全顎的な水平性骨吸収の進行も

見受けられた ( 図 2）．しかし，上顎インプラン

トの骨植に問題は認められず，18 も軽度の歯周

疾患を認めるが，骨植に問題は認められなかっ

た．

　（２）治療内容と経過

　初診時の検査にて，義歯の破折はレジン床義

歯の強度不足とインプラント直上のデンチャー

スペースの不足が原因であると考えられた．義

歯床の厚みは約 2 ㎜であった．旧義歯は咬合高

径の低下も認められたため，まず治療用義歯に

より咬合挙上を行いデンチャースペースを確保

し，Co-Cr を用いた金属床の IRPD を製作する

計画とした．インプラントのアタッチメントは，

デンチャースペース，清掃性，インプラントの

埋入方向，維持力を総合的に勘案し，マグネッ

トアタッチメントとロケーターアタッチメント

を組み合わせる計画とした．

　通法に従い旧義歯の咬合関係を是正するため

にレジン床の治療用義歯を製作した．咬合高径

は下顎安静空隙量を参考とし，旧義歯から約 3

㎜挙上したが ( 図 3），バーアタッチメント直上

部の垂直的クリアランスは未だ不十分であった

ため，バーアタッチメントを除去し，高さ 2 ㎜

のヒーリングアバットメントに交換した．また

図 3　治療用義歯装着時の口腔内写真響
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図 1 破折した上顎 IRPD と IRPD 撤去後の口腔内
 写真

図 2　パノラマエックス線画像



義歯の動揺を抑制するため，18 にエーカースク

ラスプを設置した．

　治療用義歯装着後，1 ヶ月の経過観察を行い，

残存歯，顎関節，咀嚼筋群などに不調和を認め

なかったため，咬合高径は適切であると判断し

最終義歯を製作した．精密印象採得は個人トレー

と印象用コーピングを用い，シリコーンゴム印

象材により行った．次いで咬合採得，人工歯排列，

FGP 描記を行った．

　最終義歯は義歯の強度・剛性を図るため，前

歯部にメタルバッキングを併用した Co-Cr 合金

製のフレームワークを適用した（図 4A）．義歯

床形態は馬蹄形とし異物感の軽減を図った．支

台装置は 18 のエーカースクラスプ，アタッチメ

ントは患者の手指の巧緻性に配慮し，着脱操作

が容易に行え，かつ義歯の維持力を勘案し，14，

23 にマグネットアタッチメント，15，14 にロケー

ターアタッチメントを選択した．

　新義歯の装着後も，疼痛はなく義歯床粘膜面

の適合も良好であった．咬合接触様式は，義歯

の動揺を抑制し，側方荷重を防止するために両

側性平衡咬合を付与した．デンタルプレスケー

ルによる咬合力診査でも咀嚼機能の回復が認め

られた（図 4B）．

2）症例 2

　（１）症例の概要

　患者は 73 歳，男性．近医にて 2018 年に上下

顎にインプラントを埋入し，IOD を装着．2024
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図 4 アタッチメント装着時の口腔内写真と最終
義歯，及び術後のデンタルプレスケール

 A：アタッチメント装着時の口腔内写真と
最終義歯

 B：術後のデンタルプレスケール

図 5 初診時の口腔内写真及び複数の破折線を認
める義歯

図 6　パノラマエックス線画像

年，上顎義歯の脱離，下顎義歯床下粘膜の疼痛

を主訴に来院した．上顎義歯はアタッチメント

の直上部分に複数の破折修理の痕跡があり，ア

タッチメントフィメールは脱落している状態で

あった．下顎臼歯部レジン歯の摩耗による咬合

高径の低下も認められた．アタッチメントはい

ずれもロケーターアタッチメントであった．下

顎義歯は大臼歯部の顎堤粘膜に疼痛が認められ

た（図 5）．全身的既往歴として絞扼反射があっ

た．口腔内所見は，上下顎ともに無歯顎で，上

顎 13，11，23 に，下顎は 33，43 にインプラン

トが埋入されており，上顎インプラントの 3 本

には平行性がない状態であった．パノラマエッ

クス線画像では上顎のインプラント周囲骨に吸

収像も認められた ( 図 6)．また，上下顎共に大

臼歯部顎堤は垂直的な吸収が認められ，特に上

顎は上顎洞底までの高さが低く，インプラント

A: アタッチメント装着時の口腔内写真と最終義歯

B: 術後のデンタルプレスケール
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を追加埋入するには不十分な骨量であった．

　（２）治療内容と経過

　初診時の検査にて，上顎インプラントの植立

方向に平行性がなかったため，ロケーターアタッ

チメントの維持力低下を招き，義歯の脱離が生

じたと考えられた．義歯床の厚みは約 2㎜であっ

た．また，インプラントに対する負荷に偏りが

生じているため，咬合力を分散する必要があっ

たが，患者にはインプラントの追加埋入の希望

はなかった．そこでインプラント同士をミリン

グバーで連結させ，インプラントの平行性を補

正し，個々のインプラントへの負担軽減を図る

こととした．しかしミリングバーとアタッチメ

ントを併用する場合，垂直的クリアランスが不

足しやすいことから，バー上部にはマグネット

アタッチメントを選択した．上下顎の義歯とも

にインプラント直上部に対する補強構造がない

ことも破折の原因と考え，金属構造フレームワー

クを有する義歯を製作することとした．

　印象用コーピングと個人トレーを用い，シリ

コーンゴム印象材で精密印象採得を行った．作

業用模型製作後，金属製のベリフィケーション

ジグを製作し，口腔内でインプラントの位置関

係を確認した．咬合採得は下顎安静空隙量を参

考とし約 4 ㎜の挙上後，審美性，異物感，咬合

接触状態に問題がないことを確認し，上顎のミ

リングバーを製作した．ラボスキャナー（Nobel 

Procera，GENION Ⅱ）を用いてろう義歯と作業

用模型の形状データを作成し，CAD ソフト（DTX 

Studio ™ Lab）にてデンチャースペースを確認

しながら，ミリングバーの設計を行った．設計

後，得られた STL データをもとに純チタンディ

スクからミリング加工（Nobel Procera）した ( 図

7A）．ミリングバー装着後に ( 図 7B），予め設計

した窪みにマグネットアタッチメントを組み込

み，咬合力の分散と維持力の向上を図った．フ

レームワークの製作は，バーアタッチメントを

装着した模型をスキャンし，CAD ソフトで設計

を行い，その 3D データをもとに，Ti-6AL-4V

合金粉末を用いて Selective Laser Melting（SLM

法）による積層造形（GE Additive Concept Laser 

M2）で製作した ( 図 8）．

　下顎は既存の義歯設計を踏襲し，ロケーター

アタッチメントを選択した．上顎と同様に CAD

ソフトで設計した後，キャスト用樹脂パターン

を積層造形し，埋没，鋳造して Co-Cr 合金製の

フレームワークを製作した ( 図 9）．

図 7 上顎ミリングバーの設計と試適時の口腔内
写真

 A：ろう義歯スキャンデータをもとにした
上顎ミリングバーの設計

 B：上顎ミリングバー試適時の口腔内写真

図 8　上顎メタルフレームワークの製作

図 9　下顎メタルフレームワークの製作

最終義歯は上顎では金属構造フレームワーク

を適用し，義歯の強度・剛性の向上を図った．

CAD/CAM で製作したバーアタッチメントとフ

レームワークは適合性に優れ強固な支持力・把

持力が得られた．義歯床形態は馬蹄形にして嘔

吐反射の軽減を図った．下顎はロケーターアタッ

チメント直上をハウジングで被覆し，義歯の破

折を防止する設計とした（図 10）．

　新義歯装着後，主訴であった上顎義歯の脱離

と下顎顎堤粘膜の疼痛は改善された．被蓋関係

も修復されたため，審美的にも大きく改善した

A：ろう義歯スキャンデータをもとにした上顎ミリングバーの設計

①フレームワークの設計（模型装着時） ② SLM法で粉末を積層造形

①フレームワークの設計 ②鋳造したフレームワーク

B：上顎ミリングバー試適時の口腔内写真
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図 10 金属構造フレームワークを有する最終義歯
写真

図 11 最終義歯装着時の口腔内写真とデンタルプ
レスケール

 A：最終義歯装着時の口腔内写真
 B：術後のデンタルプレスケール

（図 11A）．適合試験では，疹痛部位もなく義歯

床粘膜面は良好な適合が得られた．デンタルプ

レスケールによる咬合診査では，咬合接触面積

は術前の約 5 倍，咬合力は約 6 倍の値を示し，

咀嚼能力の改善が認められ患者満足度も向上し

た（図 11B）．

Ⅳ．考察

　上顎 IOD，IRPD は固定性インプラント補綴に

比較して，少数のインプラント埋入で高い治療

効果が得られることから，イニシャルコストは

低くコストパーフォマンスの大きい補綴歯科治

療と言われている．しかし，装着後の経過時に

トラブルが頻発すればランニングコストは高く

なり，コストパーフォマンスの利点が消失する

金属構造フレームワークを有する最終義歯

A：最終義歯装着時の口腔内写真

B：術後のデンタルプレスケール

可能性もある．インプラント上部構造のトラブ

ルに関する臨床研究 2) では，上顎オーバーデン

チャーに関するトラブルが特に多いという報告

がなされている．一方で，（公社）日本口腔イン

プラント学会の専門医 103 人を対象としたアン

ケート調査 3) では，『IOD は固定性インプラント

に比べてトラブルが多いと思いますか』との質

問に対して，多いと回答したのは 24％であり，

臨床の現場では必ずしもトラブルが特に多いと

いう実感は持たれていないようである．この点

については，アタッチメントの緩みなど臨床的

にさほど問題とならないこともトラブルデータ

としてカウントされているためと考えられてい

る．実際，前述の研究 2) でも多くのトラブルは

アタッチメントの緩みや維持力の低下で、軽微

なトラブルが大多数を占めている．一方，今回

提示した症例のような床破折にまで至るトラブ

ルは，全体の 12％程度となっている 2)．本学イ

ンプラントセンターが行った IOD，IRPD の予

後に関する後ろ向き研究 4) においても，最も多

かったトラブルはアタッチメントの緩みや破損

で 58％を占め，義歯床破折は約 13％とほぼ同

様の結果が示されている．一般的にトラブルが

多いというイメージのある上顎のオーバーデン

チャーだが，インプラント上部構造のトラブル

に限定するとその比率は高いものの，重大なト

ラブルが多いとは言い切れないと考えられる．

　上顎 IOD のインプラント生存率は，下顎に

比べて有意に劣っていることも示されている 2)．

本学インプラントセンターが行った統計 5) でも， 

IOD のインプラント生存率は下顎が 97％である

のに対して上顎は 88％，IRPD では下顎が 100％

に対して上顎は 79％と有意に低い結果が示され

ている．（公社）日本口腔インプラント学会の治

療指針も上顎 IOD，IRPD はインプラント埋入本

数や治療方法などを含めて，下顎に比較すると

十分なコンセンサスが得られていないとしてい

る．また同治療指針 6) は，上顎 IOD で 4 ～ 6 本

のインプラントを埋入し連結することを推奨し

ている．これは 4 本以下の連結したインプラン

トの生存率が連結しない場合より高いこと，連

結しない 3 本のインプラントでは，インプラン

ト喪失のリスクが高まることがレビュー論文で

示されているためである 7)．このような結果を

踏まえると，無歯顎に近い欠損症例に対して

IOD や IRPD を計画する場合，現状ではインプラ

ントは 4 本以上埋入して連結することを基本と
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するべきと考える． 

　日常の臨床ではインプラントの平行性を補正

するために，バーアタッチメントの選択も検討

されるが，クリアランス不足で使用できない場

合も多い．ロケーターアタッチメントは，イン

プラント間の傾斜が最大 30 度までは維持力が保

持されるとの報告があるが，15 度以上になると

インプラントへの側方力が増大し，維持力も減

衰しやすくなる 8）．一方，マグネットアタッチ

メントは側方力も回避でき，維持力の減衰も少

なく，デンチャースペースが少ない場合にも使

用できる 9）．また他のスタッドアタッチメント

は点で力を受けるのに対して，マグネットアタッ

チメントは面で受けることから，トラブルも少

なくなると考えられている 10，11）．IOD に使用さ

れた磁性アタッチメントの経過を最長 16 年間調

査した研究では，インプラント体の脱落が 2.3％，

磁石構造体の脱落は 8.3％と非常に低い発生率

が示されている 12）．また，厳密な指向性によら

ず着脱が容易な点は，手指の巧緻性に劣る高齢

者にも有用であり 13），長期的に維持力が持続さ

れる点もメインテナンス回数の低下につながり，

トラブルシューティングには適したアタッチメ

ントと言える 14）．ただし，IOD の患者満足度に

関するクロスオーバー臨床試験では，アタッチ

メントの比較的大きな維持力が患者の満足度に

影響するとしていることから 15），十分な維持力

を有し，しかも長期に持続するアタッチメント

を選択することが求められている．今回供覧し

た 1・2 症例とも磁性アタッチメントは，マグ

フィット IP，（愛知製鋼株式会社，吸引力 :750gf）

を用い，1 症例目ではロケーターアタッチメン

トと２症例目ではバーアタッチメントと併用し

維持力の増強と患者満足度の向上を図った．　

　一方，義歯の破折については，応力が集中す

るアタッチメント周囲で破折しやすく，今回の

2 症例ともにアタッチメント部から破折してい

た．十分な補強効果を得るためには，金属補強

構造によりアタッチメント上部を被覆すること

が大切である 16）．

　以上，磁性アタッチメントを適用した上顎

IOD と IRPD を再製作することにより，トラブ

ルシューティングを行った２症例を報告したが，

インプラント固定性補綴からの変更を含めて，

その需要はますます増加していく傾向にあると

考えられる．その際のアタッチメントセレクショ

ンにおいては，欠損歯列の状態やデンチャース

ペース，義歯の動態，トラブルの内容をよく精査，

考慮することが大切である．
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磁性アタッチメントのノンメタルクラスプデンチャーへの応用

中村和夫

若松歯科医院 

Non-metal clasp denture with magnetic attachments

Kazuo Nakamura

Wakamatsu Dental Clinic

Abstract

　Non-metal clasp dentures using thermoplastic resin materials have been attracting attention as a denture that 

can avoid metal exposure in the esthetic fi eld, and the opportunities for clinical application have been increasing. 

When magnetic attachments and non-metal clasp denture are used together, it is necessary to be able to securely 

fi x the magnetic assemblies and the thermoplastic denture material which is different from conventional acrylic resin. 

It was thought that the combination of non-metal clasp denture and magnetic assemblies is possible by using pre-

coated magnetic assemblies with autopolymerizing acrylic resin and thermoplastic resin which can be repaired with 

autopolymerizing acrylic resin at the chair side.

キーワード　（Key words）

磁性アタッチメント (Magnetic attachment), ノンメタルクラスプデンチャー（Non-metal clasp denture)
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Ⅰ .緒言

　部分床義歯治療の主たる目的としては歯の欠

損や咀嚼機能の回復，咬合関係や残存歯の保全

があげられる．さらに近年ではこれらの要件を

満たし違和感が少ないばかりでなく金属製のク

ラスプが露出しない目立ちにくい義歯を求める

患者からの審美的要求も強くなってきた．金属

製のクラスプが露出しない維持装置としてこれ

までも各種の精密性アタッチメントが開発され

ているが，臨床，技工術式の難易度の高さやコ

スト面から広く行われるものとはなっていない．

この中で根面アタッチメントの一つである磁性

アタッチメントは，磁石の特性から有害な側方

力を支台歯に伝えにくい性質を持ち，負担能力

が必ずしも十分ではない支台歯も維持装置とし

て利用することができる上に外観に触れず審美

性に優れ技工操作も比較的簡便なため臨床応用

される機会も増えてきた 1)．一方，部分床義歯

補綴における審美性への求めに対応して審美領

域に熱可塑性樹脂を用いたレジンクラスプを応

用するノンメタルクラスプデンチャーが近年新

たに紹介され，比較的臨床，技工操作が容易で

審美的要求を満たせることから急速に普及して

きている 2-4)．そこで臨床の場においてノンメタ

ルクラスプデンチャーと磁性アタッチメントを

併用したいと考える症例も出てくるが，従来の

アクリルレジンとは材質の異なる熱可塑性樹脂

を用いるノンメタルクラスプデンチャーに磁石

構造体を組み込むにあたっては樹脂との接着，

樹脂の剛性の低さによる磁石構造体の脱離リス

クなど考慮すべき点が多い．磁性アタッチメン

トの磁石構造体を義歯床用アクリルレジンに固

定する術式は，これまでも報告され 1,5,6) 磁石構

造体の位置ずれや脱落を回避できるようになっ

ているがノンメタルクラスプデンチャー用熱可

塑性樹脂に対する固定に関してはいまだ不明な

点が多い。今回は常温重合レジンを介して磁石

構造体を固定する術式を試みたので報告する．

Ⅱ .　症例の概要

患者：77 歳　女性

主訴：44 の動揺と 47 ～ 45 欠損による咀嚼困難

口腔内所見：上顎は 16,14,13,23 が残存し欠損部

には部分床義歯を装着．義歯の適合は良好であっ

た．下顎は 44,43 ～ 34,36,37 が残存し 34,36,37

を支台とするブリッジを装着していたが右側欠

損部の義歯装着経験はなかった．44 は図 1 に示
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すように遠心側の骨吸収が著名で動揺度は１度

であり遠心歯頚部う蝕も認められた．

図 1　術前の 44 デンタル X 線写真

Ⅲ．処置及び経過

　44 は遠心側の骨吸収が著名で動揺も認め，義

歯の支台歯として負担能力が不足していること

から根面板装着による歯冠歯根比改善による負

担軽減を図ることとし，磁性アタッチメントを

維持装置として応用した．また，44 を磁性アタッ

チメントとしたことによる把持機能の低下を補

うため 43 にも維持装置を設けることにした．患

者が審美領域の 43 への金属クラスプ露出を望

まないことから同部には熱可塑性樹脂を用いた

ノンメタルクラスプデンチャーを応用すること

にし，磁性アタッチメントと熱可塑性樹脂を併

用する義歯とした．図 2 は根面形成した状態で

ある．印象採得し，作業模型上で通法に従って

キーパー付き根面板を製作した．磁性アタッチ

メントにはギガウス C400（ジーシー）を使用し

た．根面板表面には分離剤を塗布し磁石構造体

は吸着面以外をアルミナ粒子でサンドブラスト
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処理し金属接着性プライマー（メタファストボ

ンディングライナー，サンメディカル）を塗布

した．根面板に磁石構造体を吸着させた状態で

磁石構造体周囲と根面板周囲を常温重合レジン

（ユニファストⅢ，ジーシー）でキャップ状に被

覆した．図 3 はそれらを分離させた状態を，図

4 は口腔内で常温重合レジンを被覆した磁石構

造体を根面板の上に吸着させた状態を示す．キー

パー付き根面板を支台歯に合着し余剰セメント

を除去した後にこのレジンで被覆した磁石構造

体を根面板に試適して適合や吸着力を確認した．

次いでこの磁石構造体が根面板に吸着した状態

で個人トレーを用いて印象採得を行い義歯製作

用の作業模型を作製した．図 5 は作業模型を示

し，常温重合レジンで被覆した磁石構造体を根

面板に吸着させた口腔内の状態を再現している．

磁石構造体を義歯床に固定する際に常温重合レ

ジンの入るスペースを確保するために模型の磁

石構造体相当部分の周囲をリリーフした．口腔

図 2　根面形成した 44

図 3 レジンで被覆した磁石構造体とキーパー付
根面板

図 4　口腔内の磁石構造体と根面板

図 5　義歯製作用模型

内で仮床試適を行い人工歯や床外形と磁石構造

体との間に十分なクリアランスがあることを確

認して義歯を製作した．ノンメタルクラスプデ

ンチャー用樹脂材料にはチェアサイドで常温重

合レジンによる修理が可能なポリエステル系樹

脂であるエステショットブライト（アイキャス

ト）を用いた．図 6 に完成した義歯を示す．審

美領域ではない 34，35 にはダブルエーカースク

ラスプを用い，大連結子として用いたリンガル

バーと連結したフレームワークとすることで剛

性を確保した．磁石構造体周囲に樹脂材料の厚

さを確保したことによる人工歯配列や義歯床研

磨面形態への影響は認めなかった．図 7 は粘膜

面観を示す．磁石構造体装着のためのスペース

が確保されている．レジンを被覆した磁石構造

体を根面板に吸着させた状態で義歯を試適し両

者に干渉がないことを確認したのち義歯の咬合，

適合を調整した．その後セトリングを行うため

に磁石構造体を付けない状態で義歯を 1 週間使
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図 6　磁石構造体取り付け前の義歯

図 7　義歯の粘膜面観

用し，義歯が安定し根面板に吸着した磁石構造

体と干渉しないことを確認してから義歯に磁石

構造体を固定する常温重合レジン用の遁路を付

与し，常温重合レジンで両者を固定した．磁石

構造体を被覆した常温重合レジン部にはレジン

プライマー（ジーシー）を塗布し，エステショッ

トブライトを用いた義歯床は磁石構造体の入る

部分の樹脂を一層削合したがプライマー塗布は

行わなかった．図 8 は磁石構造体を常温重合レ

ジンで義歯床に固定した状態を示す．遁路から

出た余剰レジンを削除し，形態修正，研磨して

完成とした．図 9 は粘膜面観を示し，磁石構造

体の吸着面へのレジンのはみだしもなく正しく

固定されている．図 10は装着時の口腔内を示す．

図 11 に 4 年経過後の義歯粘膜面観を示す．磁石

構造体と被覆した常温重合レジンの間，固定に

用いた常温重合レジンと熱可塑性樹脂の間のい

ずれも緩みなく安定している．

　

図 8　磁石構造体を義歯に固定した状態

図 9　磁石構造体を固定した義歯の粘膜面観

図 10　義歯装着時の口腔内
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図 11　4 年後の義歯粘膜面観

Ⅳ．考察

　近年は部分床義歯補綴においても審美領域で

の金属露出を避けたいという患者からの要求が

高まり，この要求にこたえるものの一つとして

審美領域の金属クラスプを熱可塑性樹脂のレジ

ンクラスプに置き換えたノンメタルクラスプデ

ンチャーが紹介され，国産の材料も種々登場し

てきたことで普及し始めている．一方これまで

も金属が露出せず審美性に優れるうえ磁石の特

性を生かして支台歯に加わる側方力や回転力を

軽減する維持装置として磁性アタッチメントが

用いられてきた．症例によってはこの両者を併

用する場合も考えられるが，これまでに用いら

れてきたアクリルレジンとは物性が異なるため

曲げ弾性率の大きさによる磁石構造体の脱落リ

スクやチェアサイドで磁石構造体を義歯に固定

する際の樹脂と常温重合レジンとの接着の安定

性など考慮すべき点がある．そこで今回磁性ア

タッチメントをノンメタルクラスプ義歯に組み

込む上での問題点と術式について検討した．

１．ノンメタルクラスプデンチャー用熱可塑性

樹脂について

　床用材料として用いられる熱可塑性樹脂には

現在５グループに分類される異なった材料があ

る 3,4) が，いずれも義歯製作時に射出成型されて

いる．射出温度は 200℃以上である 7) ため磁石

構造体を射出成型時に義歯に組み込むことは熱

による吸引力の消失を意味しており 8,9) 事実上不

可能なため義歯完成後にチェアサイドで磁石構

造体を義歯に固定する必要がある．従来磁石構

造体を義歯に固定するには磁石構造体表面を金

属接着性レジンでコーティングしてから常温重

合レジンを用いて固定する方法が用いられてき

た．そこで従来の床用レジンにおける操作と同

様にチェアサイドで常温重合レジンを用いて磁

石構造体を固定するためには熱可塑性樹脂も常

温重合レジンと接着できることが要求される．

この条件を満たすものはアクリル系，ポリカー

ボネート系，ポリエステル系と一部のポリアミ

ド系である．これらの樹脂と常温重合レジンの

接着についてはノンメタルクラスプデンチャー

の修理に関する報告 10)で術式が紹介されている．

ポリアミド系は専用プライマーの塗布が必要だ

が他は無処理でも常温重合レジンに対してアク

リルレジン床と同等の接着性を示すとされてい

る．射出成型後の熱収縮はレストやメタルフレー

ムなどの金属構造物との適合精度にも影響する．

作業模型上でスペーサーを設けても熱収縮の大

きい材料では口腔内で磁石構造体を固定する時

に義歯と干渉するおそれがあるので熱収縮の少

ない材料が求められる．曲げ弾性率も材料によ

りさまざまであるが，弾性率が大きければ義歯

の変形をきたし沈下や側方，回転方向への力の

影響が大きくなる．磁性アタッチメントは有害

な側方力や回転力を伝えにくいとはいえ義歯の

沈下による支台歯への過大な負担は回避できな

い．また義歯の沈下にともない磁石構造体周囲

の樹脂が変形すれば磁石構造体の脱落リスクも

高くなる．このような条件を考慮して今回の症

例では射出後の寸法精度がよく硬さもあるポリ

エステル系樹脂のエステショットブライトを用

いた．ノンメタルクラスプデンチャーに用いら

れる熱可塑性樹脂は現在も種々開発されている

一方臨床応用にあたっての検証，評価は途上に

ある 11) ため今後磁性アタッチメントとの併用に

ついてさらなる検証が必要となると考えられる．

２．磁石構造体表面への前処置

　磁石構造体は表面が平滑で高径が低いため義

歯からの脱落防止のため側面に脱落対策機構が

設けられている 12-14) が臨床応用にあたってはよ

り確実な固定を目指して表面のサンドブラスト

処理や金属接着性プライマー塗布，接着性レジ

ンのコーティングなどが行われている 1,5,6)．熱

可塑性樹脂の義歯床は従来の床用レジンに比べ

て曲げ弾性率が高いため磁石構造体を固定する

常温重合レジンに対して圧縮や引っ張り力が加

わるおそれがあり磁石構造体の脱落リスクが高

くなる可能性がある．熱可塑性樹脂は人工歯や

金属に化学的に接着しない 10) ことから常温重合
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レジンが熱可塑性樹脂と磁石構造体に確実に接

着して両者を固定することが磁石構造体の脱落

対策として重要になる．脱落リスクを減らすた

めには防湿困難で汚染リスクの高い口腔内で直

接プライマーを塗布して常温重合レジンで磁石

構造体を固定するのではなく，あらかじめ口腔

外で磁石構造体表面に常温重合レジンを被覆し

ておいてから義歯に常温重合レジンを用いて固

定する方法がより確実であると考えられる．こ

れまでも磁石構造体表面をサンドブラスト処理

し歯科接着用レジンセメント（スーパーボンド，

サンメディカル）で被覆する方法が紹介されて

きた 1)．しかし歯科接着用レジンセメントがラ

ボサイドで多用される材料ではないため材料の

揃うチェアサイドで行われる場合が多く事前準

備で時間を要することもあった．そこで今回は

ラボサイドで対応可能な磁石構造体表面のサン

ドブラスト処理，金属接着性プライマー塗布，

常温重合レジン盛り付けまでの処理をあらかじ

め行い，それを口腔内で義歯に固定する方法を

試みた．磁石構造体を被覆した常温重合レジン

はキーパー付き根面板上面まで被覆することで

常温重合レジンによる義歯への固定時に義歯の

弾性によって磁石構造体に力がかかった場合の

抵抗となるようにした．このように，口腔外で

磁石構造体表面を金属接着性プライマー処理し

て常温重合レジンで被覆したことで磁石構造体

周囲のレジンが剥離脱落するリスクは低下した

と考えられる． 

３．磁石構造体のノンメタルクラスプデンチャー

との固定

　新たな義歯装着後には機能力が加わった時に

沈下などの変化があるのでこれまでも 1 週間程

度磁石構造体を付けずに使用してから磁石構造

体を固定する方法が紹介されてきた 1,5)．ノンメ

タルクラスプデンチャーは従来の床用アクリル

レジン床より弾性が大きいため磁性アタッチメ

ントの支台歯保護のためには義歯床に対する顎

堤粘膜の沈下，変位が十分安定するまでの待機

期間が必要と考えられる．今回使用した熱可塑

性樹脂は射出成型後の寸法変化が少なく硬めの

材料であることから従来のアクリルレジン床義

歯と同程度の待機期間としたが樹脂材料の種類

によって安定するまでの期間が異なることが考

えられる．一方，磁石構造体を付けない状態で

長い期間待機すればその間磁石構造体のための

スペースが義歯に空洞として残ってしまうため

根面板の周囲や義歯の空洞部に汚れが付着しや

すくなることで義歯と常温重合レジンの接着を

阻害することによる磁性アタッチメントの脱落

や支台歯の歯周組織の炎症を誘発するリスクが

ある．樹脂材料の性質に応じた適切な待機期間

については今後の検討が必要と考えられる．ノ

ンメタルクラスプデンチャーには義歯の沈下や

動揺により引き起こされるリスクとして歯頚部

歯肉の炎症，支台歯の動揺，歯槽骨の吸収，顎

堤の痛みや吸収などが挙げられており 4)，支台

歯が根面板となって影響を受けやすい磁性ア

タッチメントに対しては影響を軽減するために

は義歯設計や適切なリライニングについて検討

する必要があると考えられる．

Ⅴ．まとめ

　審美領域への金属露出を避けられる義歯とし

て熱可塑性樹脂を維持装置に用いるノンメタル

クラスプデンチャーが注目され臨床応用の機会

も増えてきた．磁性アタッチメントとノンメタ

ルクラスプデンチャーを併用する場合には従来

のアクリルレジンとは異なる熱可塑性樹脂製の

義歯と磁石構造体を確実に固定できることが必

要になるため，術式について検討した．その結果，

口腔外であらかじめ磁石構造体を常温重合レジ

ンで被覆し，チェアサイドで常温重合レジンに

よる補修が可能な熱可塑性樹脂を選択すること

によりノンメタルクラスプデンチャーと磁性ア

タッチメントを併用することが可能であると考

えられた．

利益相反

　本発表に関して開示すべき利益相反はない．
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第 34 回日本磁気歯科学会学術大会 抄録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時　令和 5 年 11 月 11 日～ 12 日

　一般口演 1　　　　　　　　　　　　　　　　 

１．メッキ技術の応用によるニッケルフリー磁

性アタッチメントの開発

〇髙田雄京 1，高橋正敏 2，菊地　亮 1，小野寺継喬 1，

　菊地　敦 1

1 株式会社ケディカ、
2 北海道医療大学 生体材料工学分野

-------------------------------------------

【目的】

国産の閉磁路型アタッチメントには、磁気遮蔽

材料としてニッケルを含むオーステナイト系ス

テンレス鋼が用いられている。安全性と信頼を

担保するためニッケルを全く含まない磁性ア

タッチメントの開発を本研究の目的とした。

【方法】

フェライト系ステンレス鋼 SUS XM27（Fe-26Cr-

1Mo）にメッキ技術を利用して磁気遮蔽効果を狙っ

たクロム層を外周に付与したディスクヨークを

製作した。このディスクヨークを磁石構造体に

組み込み、レーザー溶接することでニッケルを

全く含まない磁石構造体を試作した。

【結果、考察】

試作した磁石構造体の溶接部には亀裂の発生も

なく、SUS XM27 と同等の耐食性（孔食電位）

を示した。長期間浸漬試験及び 100N で 260 万

回以上もの咬合試験でも錆や破壊のない耐久性

であった。維持力は従来品と同等であり、メッ

キ技術を利用することでニッケルを全く含まな

い閉磁路型磁石構造体の開発に成功した。

【質疑応答】

（質問）金澤　学（東京科学大）

１．新しい磁石構造体の形状を変更する予定は

ありますか？

２．レーザー溶接後の吸着面の研磨等は行なっ

ていますか？

（回答）高田雄京（ケディカ）

１．磁石構造体の磁気回路の効率を上げること

ができなければ形状変更は吸引力を低下させる

ので変更できないと考える．シールドリングの

溶接位置等を検討することで磁気回路の性能向

上が期待されるので変更の可能性はあると思わ

れる．

２．吸着面の研磨は全製品に行なっている．シー

ルドリング（Cr メッキ部）は吸着面の側面に接

合されたものなので、ディスクヨーク（吸着面）

を研磨しても、ディスクヨークが研磨ですり減っ

てなくならない限り Cr メッキ部は消失しない．

 

２．試作ニッケルフリー歯科用磁性アタッチメ

ントの維持力

○高橋正敏
1，高田雄京 2，菊地　亮 2，根津尚史 1

1 北海道医療大学 生体材料工学分野
2 株式会社ケディカ

-------------------------------------------

【目的】

閉磁路型の歯科用磁性アタッチメントには，磁

気回路を形成するためのシールドリングやス

ペーサーとしてニッケルを含有する非磁性ステ

ンレス鋼が用いられている．本研究では，ニッ

ケルを全く含まない磁性アタッチメントを試作

し，その維持力について調べた．

【方法】

反強磁性であるクロムをディスクヨークにめっ

きすることでシールドリングとした試作品を用

意した．ISO 13017 の方法に従い，維持力を測定

した．磁石構造体が側方にずれた位置での維持

力も測定した．吸着面の縁から中心までの硬さ

を測定した．試作品と同じサイズの磁性アタッ

チメント（フィジオマグネット 4813）と比較し

た．

【結果，考察】

試作品の維持力は従来品と同等であった．また，

磁石構造体が側方にずれたときの挙動は従来品

と同様であった．厚みのあるクロムめっきはシー

ルドリングとして機能することが分かった．ニッ

ケルフリー歯科用磁性アタッチメントの開発に

成功した．
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【質疑応答】

（質問）鱒見進一（九歯大）

今後のことについてですが、ケディカ社として

は従来型のアタッチメントからニッケルフリー

のアタッチメントに移行していく予定でしょう

か？また市販すると金額は高くなるのでしょう

か？

（回答）菊地　亮（ケディカ）

ニッケルフリー磁性アタッチメントの市販化予

定にて進めています．Cr めっきを使用している

こと、自費診療であることから従来品よりは高

価格になると思われます。

３．インプラント支持を応用した磁性アタッチ

メント義歯の三次元有限要素法による力学的解

析

〇中村健太郎，熊野弘一，藤波和華子，神原　亮，

　庄司和伸，中村好德，中村浩子，尾澤昌悟，

　武部　純

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

-------------------------------------------

【目的】

　オーバーデンチャーとして使用する下顎最後

方臼歯に磁性アタッチメントを適用した中間欠

損および遊離端欠損症例において，片側遊離端

欠損部へのインプラント埋入位置が及ぼす力学

的影響について，三次元有限要素法で検討する

ことを目的とした．

【方法】

欠損部位は 47，46，45 および 35，36 とし，44

と 34 に RPI クラスプ，37 に磁性アタッチメン

トを適応したオーバーデンチャーを基本モデル

とした．解析項目は，基本モデルと右側遊離端

欠損部の 47，46，45 相当部に各一本ずつインプ

ラントを埋入した 4 種を解析モデルとし，応力

解析を行った．

【結果，考察】

インプラントを 46 に埋入することで，支台歯周

囲組織の応力緩和や義歯沈下量の抑制効果が最

大となった．インプラントにより義歯の動揺は

減少し，支台歯や骨組織に対する負担も軽減さ

れることが示された．今回の結果より，インプ

ラント埋入位置は義歯の長期的な安定性におい

て重要であることが示唆された．

【質疑応答】

（質問）大久保力廣（鶴見大）

IRPD ではシンメトリーとなるインプラント埋入

が良いという考えもありますが、支台歯の応力

分布を考慮するとアシンメトリーでも良いとい

うことでしょうか。

（回答）中村健太郎（愛院大）

今回の解析結果からはシンメトリーかアシンメ

トリーが良いのかの詳細はわからないと思いま

す。今後、左側の位置も変えて埋入位置による

違いも調べて行きたいと思います。

（質問）岡本和彦（明海大）

１．解析に応力の種類は何を使用していますか

２．インプラント埋入していないモデルとの比

較で良いでしょうか

（回答）中村健太郎（愛院大）

１．応力の解析には Von Mises 相当応力を用い

ました。Von Mises 相当応力は複合応力状態の材

料の強度評価に適しているので、骨、粘膜の応

力分布を包括的に評価するために採用しました。

２．インプラントのない基本モデルと比較して

インプラントモデルでは粘膜負担の軽減と義歯

挙動の抑制がみられました。その中で第一大臼

歯埋入時が最も効果的でありました。

　一般口演 2　　　　　　　　　　　　　　　　 

４．磁性アタッチメントを用いた Implant-

Assisted Removable Partial Denture の咀嚼機能

－ 4 年経過報告－

〇張　君瑋 1，岩城麻衣子 2，佐藤大輔 3，

　宮安杏奈 4，駒ヶ嶺友梨子 1，楠本友里子 5，

　安部友佳 6，馬場一美 6，金澤　学 1

1 東京医科歯科大学　高齢者歯科学分野 
2 東京医科歯科大学　口腔デジタルプロセス分野　
3 昭和大学大学院歯学研究科インプラント歯科学

分野
4 東京医科歯科大学　先端材料評価学分野
5 昭和大学歯学部歯科補綴学講座歯科補綴学部門
6 昭和大学大学院歯学研究科歯科補綴学分野

-------------------------------------------

【目的】

本研究はショートインプラントと磁性アタッ

チメントを用いた Implant-Assisted Removable 

Partial Denture（IARPD）の前向き介入研究にお

ける咀嚼機能の評価を行うこととした．
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【方法】または【症例の概要】

下顎 Kennedy Ⅰ級またはⅡ級の遊離端欠損を有

する義歯装着者30名を被験者とした．直径4.1mm

長さ 6mm のインプラントを遊離端欠損部に埋入

し，IARPDとした．術前、埋入後ヒーリングキャッ

プ装着時、磁性アタッチメント装着時，および

埋入 1 年，2 年，3 年，4 年後に，咀嚼チェック

ガム、咀嚼能力測定用グミゼリーを用いた咀嚼

能力評価、デンタルプレスケールを用いた最大

咬合力，咬合接触面積評価を行った．

【結果，考察】

下顎 Kennedy Ⅰ級患者の咬断能力は，術前と比

較して 2 年，3 年および 4 年経過時に有意な改

善を認めた．本研究結果から，臼歯部遊離端欠

損症例におけるショートインプラントと磁性ア

タッチメントを用いた IARPD は，咀嚼機能の向

上に有効である可能性が示唆された．

【質疑応答】

（質問）鱒見進一（九歯大）

術前から埋入 4 年後までの期間に義歯の粘膜面

や咬合面の調整は行われましたでしょうか？

（回答）張  君瑋（東京科学大）

インプラント埋入後、各評価時期の間隔は 1 年

になります。その間、約 3 か月ごとリコールを

行い、粘膜面の適合を確認しました。また、咬

耗した人工歯を確認し、咬合調整を行いました。

（質問）田中譲治（日本インプラント臨床研究会）

6mm というショートインプラントを使用してい

ますが、予後について教えてください。またイ

ンプラント植立位置の考え方を教えてください。

（回答）張  君瑋（東京科学大）

本研究に用いたショートインプラントは合計 48

本です。埋入後 4 年経過したところでロスト

したインプラントは合計 8 本でした。しかし、

ショートインプラントを用いたことにより適応

可能の範囲が増えて、患者に治療方法の選択を

より多く提供できると考えております。

本研究において、遊離端欠損を中間欠損化する

ことを考慮してできるだけ後方を選択しました。

CBCT 画像を参考にして、第一大臼歯相当部に

決めました。

５．磁性アタッチメントを活用したインプラン

ト上部構造のトラブルシューティング

○喜久田吉蔵，時　秋宜，高橋雄太，山崎麻由，

　柴田翔吾，桝本光希，栗原大介，鈴木恭典，

　大久保力廣

鶴見大学歯学部口腔リハビリテーション補綴学

講座

-------------------------------------------

【目的】

インプラントオーバーデンチャー（以下 IOD）

及びインプラントパーシャルデンチャー（以下

IRPD）の術後の合併症に対し，磁性アタッチメ

ントを用いて改善した 2 症例を報告する．

【方法】または【症例の概要】

　第１症例：76 才，男性．近医にて上顎に IRPD

を装着後，人工歯の脱離を主訴に当院を受診．

IRPD は度重なる修理の痕跡が認められた．咬合

挙上後，磁性アタッチメントを用いた Co-Cr 床

の IRPD を製作した．

第２症例：73 才，男性．近医にて上下顎ロケー

ターアタッチメントを用いた IODを装着したが，

咀嚼障害と義歯破折を主訴に来院．上顎インプ

ラントは平行性がなく埋入されていたため、バー

アタッチメントに磁性アタッチメントを併用し

た IOD を製作した．

【結果，考察】

IOD，IRPD の長期にわたる良好な予後を得るた

めにはアタッチメントの特性をよく理解し，義

歯設計を行う必要がある．

【質疑応答】

（質問）金澤　学（科学大）

上顎マグネット、下顎ロケーターと１口腔に複

数のアタッチメントが入るとメンテナンスが大

変になりそうなイメージがあります。上下で違

うアタッチメントを選択された理由を教えてく

ださい。

（回答）喜久田吉蔵（鶴見大）

上顎に関しては清掃性が低下するため入念な清

掃指導を行いました。

下顎は元々ロケーターアタッチメントのオー

バーデンチャーが装着されており、大きな問題

を認めなかったため、慣れたものを継続して使

用していただくことにしました。
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（質問）永田和裕（NDc）

上顎のインプラントはミリングバーで固定され

ているが、下顎も２本インプラントなので連結

しない単独の磁性アタッチメントでも対応可能

ではないか？（清掃性の点で対応しやすいので

は？） 

（回答）喜久田吉蔵（鶴見大）

上顎インプラントは３本それぞれが平行性なく

埋入されており、生存率向上のためには清掃性

の観点を踏まえても強固に連結し、それぞれの

負担荷重を分散する必要があると考えました。

６．下顎遊離端欠損に対して ISRPD を用いた若

手症例

○義原皇一郎，曽根峰世，沼澤美詠，鳴海史子，

　松本大慶，小山夏実，谷内佑起，青木健児，

　岡本和彦

明海大学歯学部機能保存回復学講座有床義歯補

綴学分野

-------------------------------------------

【目的】

磁性アタッチメントは指向性を持たない支台装

置であり，他の支台装置との併用が可能である．

今回，臼歯部の咬合支持を失った下顎遊離端欠

損に対して磁性アタッチメントを用いた ISRPD

による治療症例について報告する．

【症例の概要】

患者は 76 歳男性．1 年前に下顎部分床義歯を装

着したが，最近になって義歯の動揺による咀嚼

困難を自覚し，当診療科を受診した．検査の結果，

下顎臼歯部にインプラント埋入を行い，磁性ア

タッチメントを用いた ISRPD 製作を提案し，同

意を得たため治療へ移行した．

【結果，考察】

最終補綴装置として，インプラント部に根面タ

イプの磁性アタッチメント（マグフィット IP，

愛知製鋼）を使用し，残存歯にはワイヤークラ

スプを支台装置とする ISRPD を装着した．装着

後のグルコース溶出量の測定および OHIP‐14

の値は，装着前と比較して改善が認められてお

り，患者満足度の高い治療であったと考えられ

た．

【質疑応答】

（質問）都築　尊（福歯大）

支持だけでなく維持を持たせることでグルコセ

ンサーの値が上昇したと考えても良いのでしょ

うか。

（回答）義原皇一郎（明海大）

私も今回の症例では磁性アタッチメントにより

維持をもたせたことにより、義歯の浮き上がり

も抑制することにより、義歯の動揺を最小限に

したことによりグルコセンサーの値が上昇した

と考えています。

（質問）金澤　学（東京科学大）

ISRPD なので義歯が回転することは少ないため

にドームタイプではなく、フラットタイプの方

が適しているのではないか。

（回答）義原皇一郎（明海大）

今回の症例では残存歯が正中付近に集中して残

存しているため、リンガルエプロンによる把持

機能の増加を行っても、水平回転等の回転が生

じてしまうため、回転機能を有するドームタイ

プを選択し、回転運動が生じた際の維持力の低

下を防ぎました。

　一般口演 3　　　　　　　　　　　　　　　　 

７．プロビジョナルレストレーションの評価に

より治療計画を変更した一症例

〇都築　尊

福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野

-------------------------------------------

【目的】

オーバーデンチャーには，支台歯の着力点を低

くし，支台歯にかかる過大な負担を軽減させる

利点がある．われわれは，プロビジョナルレス

トレーションの破折を繰り返す症例に対し，磁

性アタッチメントによるオーバーデンチャーを

選択し，良好な結果を得ることができたので報

告する．

【症例の概要】

患者は 74 歳女性．咀嚼困難を主訴に来院した．

上顎残存歯をすべて歯冠修復し，クラスプデン

チャーにより咀嚼機能を改善する治療計画を立

案した．プロビジョナルレストレーションと治

療用義歯により適正下顎位を模索していたが，

プロビジョナルレストレーションの頻回の破折

が起こった．歯根破折を回避するためオーバー
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デンチャーに治療計画を変更した．

【結果，考察】

上顎前歯の歯冠を失いたくないという患者の希

望には沿えなかったが，装着感や審美性，清掃

性の向上を認め，患者の満足度および口腔関連

QOL は改善した．

【質疑応答】

（質問）大山哲生（日大）

タバコの影響はあるか？患者の変化はどうか？

（回答）都築　尊（福歯大）

歯周病の原因の１つに喫煙は十分考えられます。

患者はヘビースモーカーを自覚しておられます

が、保存科の献身的なメンテナンスによりモチ

ベーションが向上し喫煙本数が減っております。

（質問）永田和裕（NDs）

上顎両側中切歯は CR コーピングとしているが、

２次カリエス等の発生を考えるとメタルコーピ

ングの方が好ましいのではないか？

（回答）都築　尊（福歯大）

レジン床の厚みを確保するためにレジンコーピ

ングといたしました。今後メンテナンスを注意

深く行い、マージン部レジンのチッピングや 2

次カリエスが認められた場合はメタルコーピン

グに移行しようと思います。

８．マグネットアタッチメントの効果的な取り

付け方

〇小坪義博

こつぼ歯科

-------------------------------------------

【目的】

マグネットアタッチメントの正確な取り付けは、

吸引力の発生に重要な要素である。

その為には、キーパーに対してマグネットの位

置付けを適正に行う必要がある。

今回、その注意点について考察していく。

【方法】または【症例の概要】

義歯床内にマグネットを装着する際にマグネッ

トとキーパーとのずれが生じないように、ある

いは、マグネットが義歯床内で適正な位置に設

定されるように取り付けする方法をシェーマな

どを用いて解説していく。

【結果，考察】

マグネットとキーパーの接触面積が最大でなけ

れば、マグネットアタッチメントの効果は充分

に発揮出来ない。その為には今回提示したよう

な事に留意しながら、マグネットを設置する事

が重要である。

【質疑応答】

（質問）大久保力廣（鶴見大）

磁石構造体装着時のコーピングに生じているア

ンダーカットをブロックアウトされるとお話し

されていたが、どのような材料を用いているの

でしょうか。

（回答）小坪義博（こつぼ歯科）

キャビトンあるいはワセリンを用いています。

（質問）田中譲治（日本インプラント臨床研究会）

遁路について金属床の場合はどのようにしてい

ますか？

（回答）小坪義博（こつぼ歯科）

金属部を避けて、歯間乳頭部か人工歯後方部に

設置しています。

９．磁性アタッチメントを習得するハンズオン

セミナー　－３年間の開催報告－

〇山﨑麻由，時　秋宜，高橋雄太，喜久田吉蔵，

　柴田翔吾，桝本光希，新保秀仁，栗原大介，

　鈴木恭典，大久保力廣

鶴見大学歯学部口腔リハビリテーション補綴学

講座

-------------------------------------------

【目的】

磁性アタッチメントは，磁石構造体とキーパー

を正確に位置付け固定することが重要である。

（公社）日本補綴歯科学会第 131 〜 133 回学術大

会において開催した『磁性アタッチメントを習

得する〜技工操作から取り付けまで〜』という

ハンズオンセミナーの概要を報告する。

【方法】または【症例の概要】

ハンズオンセミナーは磁性アタッチメントの特

徴や診療の進め方等の講義および顎模型とオー

バーデンチャーを用いて磁石構造体を義歯に固

定する実習を行った。
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【結果，考察】

セミナーは，毎年 40 名の参加者を 20 名ずつ２

回に分け，計 6 回開催した。毎回発生した取り

付け操作時のトラブルには磁石構造体の義歯か

らの脱離や吸引力不足などが認められた。脱離

に関してはメタルプライマーの不使用や常温重

合レジン硬化前の義歯の取り外しが考えられた。

吸引力不足に関しては吸着面へのレジンの迷入

やエアギャップなどの磁石構造体の位置ずれが

考えられた。

【質疑応答】

（質問）高橋正敏（北医療大）

私はハンズオンセミナーに参加し、吸引力不足

の失敗を犯しました。その後に色々と勉強した

結果、原因はレジンの硬化を十分に待てなかっ

たことが分かりました。硬化の時間を自己に任

せるのではなく、５分間など時間を設定した方

が良いと思います。

（回答）山崎麻由（鶴見大）

義歯に遁路を設置しているため、遁路から出た

レジンで硬化したかを判断したいと考えていま

す。時間については今後の検討課題とさせてい

ただきます。

（質問）永田和裕（NDc）

実習において維持力が不足した原因は何です

か？義歯を外すタイミングが早いのではない

か？

（回答）山崎麻由（鶴見大）

維持力が低下した原因として経験年数の差が考

えられます。義歯を外すタイミングはレジンの

硬化時間との兼ね合いがあるため今後の検討課

題とさせていただきます。

（質問）吉田馨太（株式会社シンワ歯研）

実習に使用したキーパーおよび磁石構造体は臨

床で使用するものと同じだったか？その場合コ

ストがどうだったか教えて欲しい。

（回答）山崎麻由（鶴見大）

第 131、132 回の 3.5 ㎜のキーパーはハイコレッ

クスポストキーパー、第 133 回の 5.0 ㎜のキー

パーにはフィジオマグネットのキーパー、磁石

構造体は 3 回ともフィジオマグネットを使用し

た。コストに関しては協賛企業からの提供だっ

たため詳細は分かりません。
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令和６年度　日本磁気歯科学会　第２回理事会要旨

日時：令和 6 年 11 月 9 日 ( 土 )

場所：明海大学浦安キャンパス講義棟 3F

　　　4302 会議室

出席：理  事  長：秀島雅之

 副理事長
 　　　　：武部　純
 庶　　務　

 会　　計：高橋正敏

 編　　集：曽根峰世

 学　　術：金澤　学

 プロジェ
 　　　　：石田雄一
 クト検討　　

　　　用語検討：槙原絵理

 会則検討：越野　寿

 医　　療：都築 尊

 安全基準：鈴木恭典

 広　　報：芥川正武

 認　　定：會田英紀

 臨床評価：永田和裕

 利益相反：岡本和彦

 理　　事：大久保力廣

 　　　　　大山哲生

 　　　　　田中譲治

 　　　　　土田富士夫

 　　　　　中村和夫

 　　　　　誉田雄司

 幹　　事：和田淳一郎（理事長）

 　　　　　熊野弘一（庶務）

 　　　　　松本大慶（編集）

 　　　　　煙山修平（認定）

 　　　　　駒ヶ嶺友梨子（学術）

 　　　　　渡辺崇文（用語）

 　　　　　後藤崇晴（プロジェクト）

 　　　　　濱中一平（医療）

 　　　　　栗原大介（安全基準）

　　　　　　　　吉田馨太（臨床評価）

 事 務 局：吉澤美穂

１．理事長挨拶

　秀島理事長より挨拶があった．

２．報告事項

１）会務報告

（１）庶務

　武部副理事長より，令和 6 年 9 月 30 日

現在の会員数 ( 正会員 343 名，名誉会員

14 名，賛助会員 6 社，購読会員 10 団体 )

について報告された．なお , 新入会員は

14 名 , 退会会員 10 名であった．また，令

和 6 年度日本磁気歯科学会第 1 回理事会

要旨について報告された．

（２）会計

　高橋理事より，令和 6 年度会計決算が

報告された．大会助成金の振込時期の関

係上，例年とは異なる旨が報告された．

監査結果について，鱒見監事より，田中

監事，鱒見監事の 2 名で監事監査を行っ

た旨が報告された．決算報告について協

議の結果，承認された．

　次いで，高橋理事より，令和 7 年度予

算案について報告され，協議の結果，承

認された．

２）委員会報告

（１）編集委員会

　曽根委員長より，査読作業，著者校正

が行われ，学会雑誌が予定通り発刊され

ることが報告された．

　松本幹事より，投稿論文数は，第 33 巻

1 号が 13 編（総説論文：4 編，原著論文：

1 編，臨床論文：8 編），その他として第

33 回日本磁気歯科学会口演事後抄録，座

長総括，2 号が 13 編であり，広告掲載数は，

それぞれ 1 社ずつであると報告された．

（２）学術委員会

　金澤委員長より，第 34 回学術大会の優

秀口演賞については，審査員団で審査を

行い，優秀口演賞の表彰を学会懇親会に

て行う予定である旨が報告された．

（３）プロジェクト検討委員会

　石田委員長より令和 6 年度日本歯科医

学会プロジェクト研究費に申請したが，

不採択であった旨が報告された．また令

和 7 年度 8020 研究事業に研究課題を申請

予定である旨が報告された．

（４）用語検討委員会

　槙原委員長より用語集の修正（標記の

ズレ，誤字の修正，同義語の整合性）に

ついて審議し，修正について承認が得ら

れたため，学会 HP へ掲載を依頼した旨

が報告された．
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（５）安全基準検討委員会

　鈴木委員長より，磁性アタッチメント

の取り扱いならびに安全性を正しく理解

してもらうため，公益社団法人日本補綴

歯科学会第 133 回学術大会ハンズオンセ

ミナー 1 にて「磁性アタッチメントを習

得する～技工操作から取り付けまで～」

を開催した旨が報告された．

　今後も磁性アタッチメントの取り扱い

および安全性を周知するため，同様な講

演会を継続開催する予定である旨が報告

された．

（６）広報委員会

　芥川委員長より，Web サイトの維持・

管理，新しい情報があれば HP に掲載を

行っている旨が報告された．

（７）認定審議委員会

　會田委員長より，今年度の新規申請者

がいない旨が報告された．

煙山幹事より，2024 年度認定医更新予定

者 3 名全員の更新申請書が提出され，更

新資格を有していることが確認されたこ

とが報告された．

（８）臨床評価委員会

　永田委員長より，今後も磁性アタッチ

メントの予後調査を継続していく予定で

ある旨が報告された．また予後調査表に

ついての説明が行われた．

　吉田幹事より，保険導入後における磁

性アタッチメントの技工に関する詳細が

報告された．

（９）ISO 対策委員会

　高橋委員長より，2025 年の ISO 13107

改定の協議についてメール会議を行った

旨が報告された．

（10）倫理審査委員会

　武部副理事長より，倫理審査委員会の

規定集の改定，構成員の増加について報

告された．

３）第 34 回学術大会，第 24 回国際磁気歯科

インターネット会議

　岡本大会長より，第 34 回学術大会の詳

細について報告された．また 第 24 回国

際磁気歯科インターネット会議について

2025 年 2 月 24 日〜 3 月 14 日の日程で開

催予定である旨が報告された

４）第 35 回学術大会，第 25 回国際磁気歯科

インターネット会議

　都築大会長より，第 35 回学術大会は，

2025 年 11 月 1 日〜 2 日に阿蘇プラザホ

テルにて開催する予定である旨が報告さ

れた．第 25 回磁気歯科インターネット会

議の詳細について今後，検討していく旨

が報告された．

５）第 36 回学術大会

　武部副理事長より大会校として鶴見大

学を，また大久保理事より大会長として

鈴木理事が推薦され，協議の結果，承認

を得た．

３．その他・協議事項

１）日本歯科医学会認定分科会資格の更新に

ついて

　秀島理事長より，日本歯科医学会認定

分科会の更新に向けて，更新資料を作成

し，日本歯科医学会に提出した旨が報告

された．

２）賛助会員の追加について

　秀島理事長より，マグネデザイン株式

会社，歯科心身株式会社の 2 社より賛助

会員として入会希望の連絡があった旨が

報告された．協議の結果，2 社の賛助会

員としての入会が承認された．

３）役員人事について

　武部副理事長より，田中監事が監事の

交代を希望する連絡があった旨が報告さ

れた．次期の監事には，鱒見監事より秀

島理事長が推薦され，協議の結果，承認

された .

４）宛先・メールアドレス不明について

　熊野庶務幹事より，現在宛先・メール

アドレスが不明となっている会員につい

ては分かり次第，庶務，事務局宛に連絡

するよう確認された .

以上
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令和７年度　日本磁気歯科学会　第１回理事会要旨

日時：令和 7 年 4 月 28 日 ( 月 )

場所：Web 会議（Zoom）

出席：理  事  長：武部　純

 会　　計：高橋正敏

 編　　集：曽根峰世

 学　　術：金澤　学

 プロジェ
 　　　　：石田雄一
 クト検討　　

　　　会則検討：越野　寿

 安全基準：鈴木恭典　

 医　　療：都築　尊

 臨床評価：永田和裕

 理　　事：大久保力廣

 　　　　　大山哲生

 　　　　　田中譲治

 　　　　　土田富士夫

 　　　　　中村和夫

 　　　　　誉田雄司

 　　　　　若林則幸

 監　　事：鱒見進一

 　　　　　秀島雅之

 幹　　事：熊野弘一（理事長）

 　　　　　松本大慶（庶務・編集）

 　　　　　渡辺崇文（用語）

 　　　　　後藤崇晴（プロジェクト）

 　　　　　濱中一平（医療）

 　　　　　栗原大介（安全基準）

 　　　　　吉田馨太（臨床評価）

　　　事 務 局：吉澤美穂

１．理事長挨拶

　武部理事長より挨拶が述べられた．

２．審議事項

１）武部理事長より令和 7，8 年度の事業計画

（案）についての説明がなされた．

（１）学術大会

　第 35 回，第 36 回学術大会，国際インター

ネット会議の開催．また，診療及び磁性アタッ

チメントの技工操作の技術向上を目的とした

本会から発信する WEB 講演研修会の開催 .

（２）地域医療連携支援委員会の設置

　地域医療機関との連携を強化し，講演

活動や支援活動を推進． 

（３）学会誌の発行，英文誌の発行準備

　学会誌は年 2 回発行．また，和文混合

誌から英文誌への移行を目指し，ワーキ

ンググループを設置．

（４）賛助会員との共同研究（産学連携）の

推進

　本会がハブとなり，企業の賛助会員と

アカデミアの本会会員が協力し，協調領

域での基盤を構築，共同研究の実施，実

用化の推進．

（５）認定医・認定技工士の認定

　新規認定と更新作業を継続．

（６）顕彰制度の充実

　優秀学会論文賞，優秀奨励論文賞，若

手研究者向けの優秀発表賞を新設し，表

彰制度規程の改正を行う．

（７）関連学術団体と連携・協力

　関連学会の学術大会への協力，支援．

関連学会との共催シンポジュウム等の開

催．

（８）磁性アタッチメント臨床評価

　本会会員向けの倫理審査申請書・研究

実施計画書の改訂・策定，多施設共同研

究のための倫理審査申請書・研究実施計

画書の改訂，策定．

（９）ISO 及び JIS 規格の定期見直し

（10）競争的資金の申請

　日本歯科医学会プロジェクト研究費課

題，8020 財団研究助成への申請等外部資

金の獲得を目指す．

（11）広報活動の強化

　ホームページを活用した情報発信を充

実．

　以上の事業計画案が諮られ，審議の結

果，出席者全員が了承した．

２）武部理事長より新理事候補 9 名の推薦が

あり，審議の結果，承認された．次いで，令

和 7，8 年度日本磁気歯科学会役員案が諮られ，

審議の結果，出席者全員が了承した .

３）越野会則検討委員長より倫理審査規程の

改正ならびに多施設共同研究や新しい倫理指

針に対応するための書式の整備に関する報告

がなされた．また，倫理審査申請書や研究計

画書の様式が改訂され，より詳細な情報を提

供する仕組みを導入すること，そして，患者
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の同意書については文書記録を原則としつつ

電子カルテでの対応も検討されている旨の提

案がなされ，これらの改正（案）については

審議の結果，出席者全員が了承した .

４）松本庶務幹事より認定医退会に関する対

応について，認定医期限中の退会に際し，認

定証返却の有無について諮られ，審議の結果，

認定証の返却を求める必要はないとの結論に

至り，規程に基づき、認定医名簿から削除す

ることについて出席者全員が了承した .

５）武部理事長より日本磁気歯科学会のサー

バー契約について現在，サーバー契約が個人

名義となっているため，学会名義での契約へ

の移行 が検討された．事務局と広報委員会が

連携し，契約内容の見直しとして継続協議と

する旨で出席者全員が了承した .

３．報告事項

（１）理事長報告

　武部理事長より日本歯科医学会認定分

科会の資格更新について，昨年度，秀島

理事長のもとで手続きが進められていた

件に関し，令和 7 年 4 月 1 日から令和 12

年 3 月 31 日までの 5 年間の資格更新が 2

月 12 日付で日本歯科医学会より認められ

たこと，ただし更新承認には附帯事項と

して「機関誌掲載の原著論文の増加」に

ついての指摘があり，今後は学会運営の

適正化に努めるよう求められている旨の

報告がなされた．

（２）庶務報告

　松本幹事より，令和 7 年 3 月 31 日現在

の会員数は正会員 341 名（新入会員 11 名，

復帰会員 0 名，退会会員 10 名，名誉会員

移行 0 名），名誉会員 14 名，賛助会員 8 社，

購読会員 11 団体の旨について報告がなさ

れた．

　また，外部機関会議への出席としては，

令和 7 年 3 月 12 日に日本歯科医学会連合

臨時総会へ岡本和彦庶務担当理事が，令

和７年 3 月 11 日に公益社団法人日本歯科

医師会主催の診療報酬改定に関する説明

会へ都築尊医療委員会委員長が出席した

旨，さらに令和 7年 3月 26日にはUFIN（大

学病院医療情報ネットワーク）35・30 周

年記念式典へ祝電を送信した旨の報告が

なされた．

　また，令和 6 年度日本磁気歯科学会第

２回理事会要旨に関する報告がなされた .  

（３）会計報告

　高橋委員長より令和 7 年度中間会計報

告が行 われ，収入については令和 7 年 2

月末締めで処理されており，支出につい

ては雑誌製作費が当該時点では未反映で

あったものの，既に約 48 万円の支払が

完了している旨の報告がなされた．また，

大会助成金については第 34 回大会分に加

え次回第 35 回大会分 70 万円が今後含ま

れる予定となっており，いずれも支出は

予定通り執行 されている旨の報告がなさ

れた．

（４）編集委員会

　曽根委員長より，第 33 巻は令和６年

12 月 1 日に発行され，第 1 号には総説論

文 4 編，原著論文 1 編，臨床論文 8 編の

計 13 編が掲載された . また，第 33 巻 2

号については「32巻」との誤記があったが，

インターネット会議のプロシーディング

として 13 編が掲載され，各号 300 部が配

付された旨の報告がなされた．広告につ

いては両号とも 1 社のみで，製作費は総

収入 129万 7,500円，支出 48万 6,019円で，

約 80 万円の黒字となっており，次号（34

巻 1 号）には第 34 回学術大会の講演内容

や投稿論文 2 編を含めた内容が予定され

ている旨の報告がなされた . また，イン

ターネット会議でのポスター発表につい

て，アブストラクトが雑誌掲載時に省略

されてしまうことが多いため，ひな形を

見直す方針について提案がなされた．な

お，33 巻 2 号における原稿の誤掲載につ

いては，印刷会社の負担で再発行されて

おり，今後は編集委員会と印刷会社での

チェックを強化し，再発防止に努める旨

の報告がなされた .

（５）学術委員会

　金澤委員長より，第 35 回学術大会の優

秀口演賞については，厳正な審査の結果，

北海道医療大学の高橋先生と鶴見大学の

菊田先生の 2 名が受賞された旨の報告が

なされた． 

（６）安全基準検討委員会

　會鈴木委員長より，公益社団法人日本

補綴歯科学会第 133 回学術大会でハンズ

日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年104



オンセミナーを実施したこと，令和 7 年

度についても第 134 回学術大会において

同様のハンズオンセミナーが開催予定で

ある旨の報告がなされた．また，学会ホー

ムページで提供されている「磁性アタッ

チメントと MRI 安全基準マニュアル」や

「磁性アタッチメントリーフレット」の周

知ならびに MRI 検査現場での担当者向け

の東京 MRI 励起会や講演会開催を検討す

るとともに，新理事と企画の相談を進め

ていく旨の報告がなされた．

（７）医療委員会報告

　都築委員長より，令和 6 年 12 月 13 日

（金）「歯科医療協議会研修会」，令和７年

3 月 11 日（火）「令和 8 年度診療報酬改

定における医療技術評価提案書に係わる

説明会」へ参加した旨の報告がなされた．

（８）認定審査委員会

　欠席の會田委員長に代わり，武部理事

長より，令和 7 年度認定医の更新予定者

について，該当する 5 名については，令

和７年 9 月 30 日を申請締切日として，更

新手続を案内する旨の報告がなされた．

（９）臨床評価委員会

　永田委員長より，臨床評価の継続確認

を令和 7 年度も実施し，データ提出締切

について 8 月 31 日としていること，なお

注意点として，トラブル症例の詳細報告，

追跡不能例の確実な報告をしていただき

たい旨の依頼がなされた．

（10）プロジェクト検討委員会

　石田委員長より，昨年度の活動報告と

して，令和 7 年度 8020 公募研究助成事業

への申請，ならびに日本歯科医学会プロ

ジェクト研究の公募テーマへの応募申請

を行っており，今年度においても，例年

通り外部資金の申請・獲得を目指し，日

本歯科医学会プロジェクト研究費（令和

7 年度）8020 公募研究助成事業（令和 8

年度）への申請を行う旨の報告がなされ

た .

３）第 34 回学術大会，第 24 回国際磁気歯科

インターネット会議

　曽根準備委員長より，第 34 回学術大会

および第 24 回国際磁気歯科インターネッ

ト会議（125 回のアクセスと 17 件の Q&A

が記録）のいずれも盛会のうちに終了し

た旨の報告がなされた．

４）第 35 回学術大会，第 25 回国際磁気歯科

インターネット会議

　都築次期大会長より，第 35 回学術大会

は，令和 7 年 11 月 1 日〜 2 日に阿蘇プラ

ザホテルにて開催予定であること，また，

第 25 回磁気歯科インターネット会議の詳

細については今後，検討していく旨の報

告がなされた．

５））第 36 回学術大会

　鈴木次々期大会長より，第 36 回学術大

会は，横浜市近辺で開催を予定している

旨の報告がなされた．

４．その他

１）資料送付不達者について

　松本庶務幹事より，資料送付不達者と

なっている会員については分かり次第，

庶務，事務局宛に連絡していただきたい

旨の依頼がなされた．

以上
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日 本 磁 気 歯 科 学 会 会 則

第 1章　名　　　称

第 1条	 本会は日本磁気歯科学会 (JAPANESE 

S O C I E T Y  O F  M A G N E T I C 

APPLICATIONS IN DENTISTRY) と称す

る．

第 2章　所　在　地

第 2条 この団体を次の所在地に置く．

 東京都新宿区新宿 1-27-2-2F

 ( 株 ) ケイ・コンベンション内

第 3章　目　　　的

第 3条 本会は磁気の歯科領域への応用に関す

る研究の発展ならびに会員の知識の向

上をはかることを目的とする．

第 4章　会　　　員

第 4条 本会の会員は下記の通りとする．

　　　(1) 正会員　磁気に関する学識又は関心を

有するもので本会の目的に賛同する者

　　　(2) 賛助会員　本会の目的，事業に賛同す

る法人又は団体

　　　(3) 名誉会員　本会の目的達成に多大の貢

献を果たし理事会の議決を経た者

第 5条 本会に入会を希望する者は入会金とそ

の年度の会費を添え申し込むこと．

第 6条 会員は下記のいずれかの号に該当する

時は，理事会の決定によって会員の資

格を失うことがある．

　　　(1) 会費を 3 年以上滞納した時

　　　(2) 本会の会則に違反する行為があった時

第 7条 退会した者が再入会する場合は，滞納

会費を納入した上で下記の選択を行う

　　　(1) 退会後、3 年以内の場合に限り，当該

期間の会費を納入することで継続した

会員として復帰する．ただし，その間

の発行物等は提供しない．

　　　(2) 上記 (1) を選択しない場合もしくは退

会後 3 年以上が経過した場合は，新入

会となり退会前の会員歴を引き継がな

い .

第 5章　会　　　計

第 8条 本会の経費は，会費，寄付金，その他

で支弁する．その収支は総会において

報告し承認を得るものとする．

第 9条 正会員については入会金 5,000 円，年

会費 5,000 円とする．また，賛助会員

については入会金 10,000 円，年会費

10,000 円とする．

第 10 条 非会員で雑誌購読を希望するものは，

1 部 2,500 円で購入できるものとする．

また，非会員の 1 件の研究発表および

1 編の雑誌投稿は，2,500 円の登録料を

支払うことで認められるものとする．

第 11 条 本会の事業年度は 1 月 1 日より 12 月

31 日とする．

第 12 条 ただし，会計年度は 10 月 1 日より翌

年の 9 月 30 日とする．

第 6章　役　　　員

第 13 条 本会に次の役員を置く．

 理事長 1 名，副理事長 1 名，監事，理事， 

幹事各若干名．

第 14 条 理事長，副理事長，理事は理事会を

 組織し，本会の目的達成のための必要

事項を審議，企画および処理を行う．

学術大会大会長ならびに次期学術大会

大会長は理事として理事会に出席す

る．幹事は理事を補佐し，会務を分担

する．

第 15 条 理事長および副理事長は理事会でこれ

を推薦し，総会において選出する．理

事は理事会において適当と認められ，

総会で承認を得たものとする．監事は

理事会の推薦により理事長が任命し，

職務を委嘱する．なお、改選期以外の

理事の選任においては理事会承認（任

期は残任期間）とし，総会で報告する

ものとする．

第 16 条 役員の任期は 2 年とする．但し，再任

を妨げない．

（令和 5 年 11 月 12 日改定）
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第 7章　事　　　業

第 17 条 本会は毎年 1 回総会を開き，会務を報

告し，重要事項を審議する．

第 18 条 本会は毎年 1 回以上学術大会を開き， 

会員は学術および臨床研究について発

表討論を行う．

第 19 条 本会は毎年機関誌を発刊し，会員に配

布する．

第 20 条 本会は各種委員会を理事会の承認のも

とで設置することが出来る．

第 21 条 本会は表彰事業を行う．

第 22 条 本会は本会の目的達成のために必要な

事業を行う．

第 8章　事　務　局

第 23 条 事務局は理事長がこれを定める．

第 9章　会則の変更

第 24 条 本会会則の改廃は理事会の審議を受

け，総会の決議により行う．

附　　則

　1　本会則は平成 3 年 12 月 6 日より施行する．

　2　平成 8 年 11 月 16 日 一部改定

　3　平成 22 年 10 月 31 日 一部改定

　4　平成 25 年 11 月 3 日 一部改定

　5　平成 27 年 11 月 15 日 一部改定

　6　平成 28 年 11 月 5 日 一部改定

　7　平成 30 年 11 月 4 日 一部改定

　8　令和 3 年 9 月 24 日 一部改定

　9　令和 5 年 11 月 12 日 一部改定

日本磁気歯科学会　総務委員会規程

( 設　置 )

第 1条 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に総務委

員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

( 目　的 )

第 2条 本委員会は会則第 7 章に係る業務を統

括する．

( 組　織 )

第 3条 本委員会は委員長 1 名，理事長，副理

事長および幹事1名をもって組織する．

　 2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　 3 幹事は委員長が推薦し，理事長が理事

会に諮って委嘱する．

第 4条 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

( 委員長，委員の任期 )

第 5条 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

( 会　議 )

第 6条 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　 2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 学会運営の基本方針

　　(2) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 会務の統括

　　(2) その他本会の会務に関する事項

( 規則，細則等の制定 )

第 9条 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

( 改　廃 )

第 10 条 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　 1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　 2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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日本磁気歯科学会　研究等の利益相反に関する指針

序　文

　日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) は，磁気の

歯科領域への応用に関する研究の発展ならびに

会員の知識向上を図ることを通して，国民の健

康長寿に貢献できることを目指している．

　そのなかで，産学連携による研究 ( 基礎研究，

臨床研究，臨床試験など ) が盛んになればなる

ほど，公的な存在である大学や研究機関，学術

団体などが特定の企業の活動に深く関与するこ

とになり，その結果，教育，研究という学術機関，

学術団体としての責任と，産学連携活動に伴い

生じる個人が得る利益と衝突・相反する状態が

必然的・不可避的に発生する．こうした状態が

「利益相反 (conflict of interest :COI)」と呼ばれる

ものであり，この利益相反状態を学術機関・団

体が組織として適切に管理していくことが，産

学連携活動を適切に推進するうえで乗り越えて

いかなければならない重要な課題となっている．

　本学会は，会員などに本学会事業での発表な

どにおいて，一定の要件のもとに COI 状態を開

示させることにより，会員などの COI 状態を適

正に管理し，社会に対する説明責任を果たすた

めに，以下のように利益相反指針を策定する．

第 1条　目　的

　本学会は，会員の研究等の利益相反 (Conflict 

of Interest : COI) 状態を公正に管理するために

「研究等の利益相反に関する指針」( 以下， 利益

相反指針 ) を策定し，会員の研究等の公正・公

平さを維持し，透明性，社会的信頼性を保持し

つつ産学連携による研究等の適正な推進を図る

ものとする．

第 2条　対象者

　利益相反指針は，COI 状態が生じる可能性の

ある以下の対象者に適用する．

　　(1) 本学会会員

　　(2) 本学会が実施する学術集会等の発表者

　　(3) 本学会が発行する機関誌および学術図書

　　　 等の著者

　　(4) 本学会が実施する研究・教育及および調

　　　 査に係る研究者

　　(5) (1) ～ (4) の対象者の配偶者，一親等の親

　　　 族，または収入・財産を共有する者

第 3条　対象となる事業活動

　利益相反指針の対象となる事業活動の例は，

以下のとおりである．

　　(1) 本学会学術集会等の開催

　　(2) 本学会機関誌および学術図書等の発行

　　(3) 本学会が実施する研究・教育および調査

　　　 事業

　　(4） その他，本学会会員の目的を達成するた

　　　 めに必要な事業活動

第 4条	申告すべき事項

　対象者は，個人における以下の (1) ～ (10) の

事項について，利益相反指針の定める基準を超

える場合には，その正確な状況を，所定の様式

により，本学会理事長に申告するものとする．

申告された内容の具体的な開示，公開方法は利

益相反指針の定めるところにより行うものとす

る．

　　(1) 企業・法人組織，営利を目的とする団

体

　　　 の役員，顧問職，社員などへの就任

　　(2) 企業の株の保有

　　(3) 企業・法人組織，営利を目的とする団

体からの特許権使用料

　　(4) 企業・法人組織，営利を目的とする団

体から，会議の出席 ( 発表 ) に対し，研

究者を拘束した時間・労力に対して支

払われた日当 ( 講演料など )

　　(5) 企業・法人組織，営利を目的とする団

体がパンフレットなどの執筆に対して

支払った原稿料

　　(6) 企業・法人組織，営利を目的とする団

体が提供する臨床研究費 ( 治験，臨床試

験費など )

　　(7) 企業・法人組織，営利を日的とする団

体が提供する研究費 ( 受託研究，共同研

究，寄付金など )

（平成 30 年 4 月 27 日改定）

日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年108



　　(8) 企業・法人組織，営利を目的とする団

体がスポンサーとなる寄付講座

　　(9) 企業・法人組織，営利を目的とする団

体に所属する人員，設備・施設が，研

究遂行に提供された場合

　　(10) その他，上記以外の旅費 ( 学会参加など )

や贈答品などの受領

第 5条	COI 自己申告の基準

　前条で規定する基準は以下の通りとする．下

記の基準の金額には消費税額を含まないものと

する．

　　(1) 企業・組織や団体の役員，顧問職につ

いては，1 つの企業・組織や団体からの

報酬額が年間 100 万円以上とする．

　　(2) 株式の保有については，1 つの企業につ

いての年間の株式による利益 ( 配当，売

去口益 の総和 ) が 100 万円以上の場合，

あるいは当該全株式の 5% 以上を所有す

る場合とする．

　　(3) 企業・組織や団体からの特許権使用料

については，1 つの権利使用料が年間

100 万円 以上とする．

　　(4) 企業・組織や団体から，会議の出席 ( 発

表 ) に対し，研究者を拘束した時間・労

力に 対して支払われた日当 ( 講演料な

ど ) については，1 つの企業．団体から

の年間の講演料が合計 50 万円以上とす

る．

　　(5) 企業・組織や団体がパンフレットなど

の執筆に対して支払った原稿料につい

ては，1 つの企業・組織や団体からの年

間の原稿料が合計 50 万円以上とする．

　　(6) 企業・組織や団体が提供する研究費に

ついては，1 つの企業・団体から歯科医

学研究 ( 受託研究費，共同研究費，臨床

試験など ) に対して支払われた総額が年

間 200 万円以上とする．

　　(7) 企業・組織や団体が提供する奨学 ( 奨励 )

寄付金については，1 つの企業・組織や

団体から，申告者個人または申告者が

所属する部局あるいは研究室の代表者

に支払われた総額が年間 200 万円以上

の場合とする．

　　(8) 企業・組織や団体が提供する寄付講座

に申告者らが所属している場合とする．

　　(9) その他，研究とは直接無関係な旅行，

贈答品などの提供については，1 つの企

業・組織や団体から受　けた総額が年

間 10 万円以上とする．

第 6条　COI 自己申告書の取り扱い

　 1 本学会の学術集会等での発表に係る抄

録登録時，本学会機関誌への論文投稿

時，あるいは本学会が実施する研究・

教育および調査事業の実施にあたり，

研究倫理審査申請書と併せて提出され

る COI 自己申告書は，受理日から 2 年

間，本学会理事長の監督下に本学会事

務所で厳重に保管されなければならな

い．ただし，本学会機関誌の投稿規程

等において，COI 自己申告について別

に定めのある場合は，その定めによる

申告をもつて，利益相反指針に おける

COI 自己申告に代えることができる．

　 2 COI 情報は，原則として非公開とする．

COI 情報は，本学会の活動，各種委員

会の活動などに関して，本学会として

社会的，道義的な説明責任を果たすた

めに必要があるときは， 理事会の議を

経て，必要な範囲で本学会の内外に開

示若しくは公表することができる．た

だし，当該問題を取り扱うに適切な特

定の理事に委嘱して，利益相反委員会

( 以下，COI 委員会 ) の助言のもとに

その決定をさせることを妨げない．こ

の場合，開示もしくは公開される COI

情報の当事者は，理事会若しくは決定

を委嘱された理事に対して意見を述べ

ることができる．ただし，開示もしく

は公表について緊急性があって意見を

聞く余裕がないときは，その限りでは

ない．

　 3 本学会の非会員から特定の会員を指名

しての開示請求 ( 法的請求も含めて )

があった場合，妥当と思われる理由が

あれば，本学会理事長からの諮問を受

けて COI 委員会が個人情報の保護のも
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とに適切に対応する．しかし，COI 委

員会で対応できないと判断された場合

には，本学会理事長が指名する会員若

干名および外部委員 1 名以上により構

成される利益相反調査委員会を設置し

て諮問する．利益相反調査委員会は開

示請求書を受領してから 30 日以内に

委員会を開催して可及的すみやかにそ

の答申を行う．

　 4 前 1 項ないし 3 項における COI 自己申

告書は，デジタル化したもので代替す

ることができる．

第 7条　利益相反委員会 (COI 委員会 )

　 1 本指針の第 1 条に基づき，利益相反委

員会 (COI 委員会 ) を置く．

　 2 COI 委員は知り得た COI 情報について

の守秘義務を負う．

　 3 COI 委員会は，理事会と連携して，利

益相反ポリシーならびに本指針に定め

るところにより，会員の COI 状態が深

刻な事態へと発展することを未然に防

止するためのマネージメントと違反に

対する対応を行う．

　 4 委員にかかる COI 事項の報告ならびに

COI 情報の取 扱いについては，第 6 条

の規定を準用する．

　 5 COI 委員会についての規程は，理事会

の議を経て，別に定める．

第 8条　違反者に対する措置

　提出された COI 自己申告事項について，疑義

もしくは社会的 ，道義的問題が発生した場合，

本学会として社会的説明責任を果たすために

COI 委員会が十分な調査，ヒアリングなどを行っ

たうえで適切な措置を講ずる．深刻な COI 状態

があり，説明責任が果たせない場合には，理事

長は理事会で審議のうえ，当該発表予定者の学

会発表や論文発表の差止めなどの措置を講じる

ことができる．既に発表された後に疑義などの

問題が発生した場合には，理事長は事実関係を

調査し，違反があれば掲載論文の撤回などの措

置を講じ，違反の内容が本学会の社会的信頼性

を著しく損なう場合には，必要な措置を講じる

ことができる．

第 9条　不服申し立て

　 1 不服申し立て請求

 第 8 条により，違反措置の決定通知を

受けた者は，当該結果に不服があると

きは，理事会議決の結果の通知を受け

た日から 7 日 以内に，理事長宛ての不

服申し立て審査請求書を本学会事務局

に提出することにより，審査請求をす

ることができる．審査請求書には，理

事長が文書で示した決定理由に対する

具体的な反論・反対意見を簡潔に記載

するものとする．その場合，理事長に

開示した情報に加えて異議理由の根拠

となる関連情報を文書で示すことがで

きる．

　 2 不服申し立て審査手続

　　(1) 不服申し立ての審査請求を受けた場

合，理事長は速やかに不服申し立て審

査委員会 ( 以下，審査委員会という )

を設置しなければならない．審査委員

会は理事長が指名する本学会会員若干

名および外部委員 1 名以上により構成

され，委員長は委員の互 選により選出

する．COI 委員会委員は審査委員会委

員を兼ねることはできない．審査委員

会は審査請求書を受領してから 30 日

以内に委員会を開催してその審査を行

う．

　　(2) 審査委員会は，当該不服申し立てにか

かる COI 委員会委員長ならびに不服申

し立て者から意見を聴取することがで

きる．ただし，定められた意見聴取の

期日に出頭しない場合は，その限りで

はない．

　　(3) 審査委員会は，特別の事情がない限り，

審査に関する第 1 回の委員会開催日か

ら 1 か月以内に不服申し立てに対する

答申書をまとめ，理事会に提出する．

　　(4) 理事会は不服申し立てに対する審査委

員会の裁定をもとに最終処分を決定す

る．
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第 10 条　守秘義務違反者に対する措置

　COI 情報をマネージメントする上で，個人

の COI 情報を知り得た本学会事務局職員は本学

会理事，関係役職者と同様に第 6 条第 2 項に定

める守秘義務を負う．正規の手続きを踏まず，

COI 情報を意図的に部外者に漏洩した関係者や

事務局職員に対して，理事会は罰則 を科すこと

が出来る．

第 11 条　指針の変更

　1  利益相反指針は，社会的要因や産学連

携に関する法令の改変などから，個々

の事例によって一部に変更が必要とな

ることが予想される．理事会は利益相

反指針の見直しのための審議を COI 委

員会に諮問し，その答申をもとに変更

を決議することができる．

　2  本指針は，社会的要因や産学連携に関

する法令の改正，整備ならびに医療お

よび臨床研究をめぐる諸条件の変化に

適合させるために，原則として数年ご

とに見直しを行うこととする．

附　　則

　1  本指針は，平成 26 年 11 月 8 日 から試

行期間とし，平成 27 年 4 月 1 日より

完全実施とする．

　2  平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

第 8 条「違反者への措置ついて」の暫定措置

第 1 条 本指針の試行開始後，当分の間，第 8 条

「違反者への措置について」については施行を見

合わせる．この間，理事会は利益相反委員会と

ともに本指針の趣旨説明に努め，COI 報告の完

全実施を督励する．

日本磁気歯科学会　「研究の利益相反に関する指針」の細則

　日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) は，役員，

会員および研究発表者の利益相反 (conflict of 

interest: COI) 状態を公正に管理するために「研

究の利益相反に関する指針」( 以下，「利益相反

指針」) を策定した．本指針は本学会における研

究の公正・公平さを維持し，学会発表での透明性，

社会的信頼性を保持しつつ産学連携による研究

の適正な推進を図るために策定したものである．

本指針の適正かつ円滑な運用のために「研究の

利益相反に関する指針の細則」を次のとおり定

める．

第 1条	本学会学術大会などにおける COI 事項

の申告および開示

　 1 会員，非会員の別を問わず，発表者は本

学会が主催する学術大会などで歯科医学

研究に関する発表・講演を行う場合，筆

頭発表者は，配偶者，一親等内の親族，

生計を共にする者も含めて，今回の演題

発表に際して，研究に関連する企業や営

利を目的とした団体との経済的な関係に

おいて，過去 1 年間における COI 状態

で開示すべき事項がある場合は，抄録登

録時に「自己申告による COI 報告書」( 様

式 1) により自己申告しなければならな

い．

　 2 筆頭発表者は該当する COI 状態につい

て，発表スライドの最初 ( または演題・

発表者などを紹介するスライドの次 )に，

あるいはポスターの最後に，「自己申告

による COI 報告書」( 様式 1-A，1-B) に

より開示するものとする．

　 3 発表時に自己申告すべきCOI状態は，「利

益相反指針」第 4 条で定められたものと

する．各々の開示すべき事項において，

自己申告が必要な金額は「利益相反指針」

第 5 条に従うものとする．

　 4 発表演題に関連する「歯科医学研究」と

は，医療における疾病の予防方法，診断

方法および治療方法の改善，疾病原因及

び病態の理解ならびに患者の生活の質の

向上を目的として実施される基礎的なら

びに臨床的研究であって，人間を対象と

するものをいう．人間を対象とする歯科

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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医学系研究には，個人を特定できる人間

由来の試料および個人を特定できるデー

タの研究を含むものとする．個人を特定

できる試料またはデータに当たるかどう

かは厚生労働省の「臨床研究に関する倫

理指針」に定めるところによるものとす

る．

第 2条	本学会機関誌などにおける COI 事項の申

告および開示

　 1 本学会の機関誌 ( 日本磁気歯科学会雑誌 

) などで発表 ( 総説，原著論文など ) を

行う著者全員は，会員，非会員を問わず，

発表内容が「利益相反指針」第 4 条に規

定された企業・組織や団体と経済的な関

係をもっている場合，投稿時から遡って

過去 2 年間以内における COI 状態を「自

己申告による COI 報告書」( 様式 2) を用

いて事前に学会事務局へ届け出なければ

ならない．

　 2 筆頭著者は当該論文にかかる著者全員か

らの COI 状態に関する申告書を取りま

とめて提出し，記載内容について責任を

負うことが求められる．「COI 開示」の

記載内容は，論文末尾，謝辞または参考

文献の前に掲載する．規定された COI

状態がない場合は，「論文発表に関連し，

開示すべき COI 関係にある企業などは

ありません」などの文言を同部分に記載

する．

　 3 投稿時に自己申告すべきCOI状態は，「利

益相反指針」第 4 条で定められたものと

する．各々の開示すべき事項において，

自己申告が必要な金額は「利益相反指針」

第 5 条に従うものとする．日本磁気歯科

学会雑誌以外の本学会刊行物での発表も

これに準じる．なお，発表者より届けら

れた「COI 開示」は論文査読者に開示し

ない．

第 3条	役員，委員長，委員などにおける COI 申

告書の提出

　 1 本学会の役員 ( 理事長，副理事長，理事，

監事 )，常置委員会，臨時委員会の委員長，

学術大理事長，学会の従業員は，「利益

相反指針」第 4 条に従って，就任時の前

年度 1 年間における COI 状態の有無を

所定の様式 3 に従い，新就任時と，就任

後は 2 年ごとに，COI 自己申告書を理事

会へ提出しなければならない．既に COI

自己申告書を届けている場合には提出の

必要はない．

　 2 「自己申告による COI 報告書」( 様式 3)

に記載する COI 状態については，「利益

相反指針」第 4 条で定められたものを自

己申告する．各々の開示すべき事項にお

いて，自己申告が必要な金額は，「利益

相反指針」第 5 条で規定された基準額と

し，様式 3 に従って項目ごとに金額区分

を明記する．様式 3 は就任時の前年度 1 

年分を記入し，その算出期間を明示す

る．ただし，役員などは，在任中に新た

な COI 状態が発生した場合は，8 週以内

に様式 3 をもって報告する義務を負うも

のとする．

第 4条	細則の変更

　 1 本細則は，社会的要因や産学連携に関す

る法令の改変などから，個々の事例に

よって一部に変更が必要となることが予

想される．理事会は本細則の見直しのた

めの審議を COI 委員会に諮問し，その

答申をもとに変更を決議することができ

る．

　 2 本細則は，社会的要因や産学連携に関す

る法令の改正，整備ならびに医療及び臨

床研究をめぐる諸条件の変化に適合させ

るために，原則として数年ごとに見直し

を行うこととする．

附　　則

　 1 本細則は，平成 26 年 11 月 8 日から試行

期間とし，平成 27 年 4 月 1 日より完全

実施とする．

　 2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定
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日本磁気歯科学会　本学会での研究発表に関する研究倫理指針

　研究実施に際して、適切に倫理審査を受審す

ることは研究者の責任であり、必要な審査を受

けずに学会において発表を行った場合、発表者

がその責めを負うことになります。

　研究倫理に関する指針や法令、ならびに以下

に示す本学会の指針を参照し、論文、事前抄録、

発表スライドやポスター等、ならびに事後抄録

の適切な場所に、倫理審査委員会等の承認を受

けた旨、もしくは倫理審査対象外である旨を、

以下の例にならって明示してください。

　本学会は、発表前に、いずれかの事実が確認

できない研究発表は不採択とします。

例 1　倫理審査が必要な研究等：

　 「◯◯大学歯学倫理審査委員会、承認

番号 0001」

例 2　倫理審査が不要な研究等：

　 「◯◯大学倫理審査委員会より付議不

要の返答があった」

　 又は　「倫理審査対象外」の研究

１．倫理審査が必要な必要な研究

　　1） 特定臨床研究

　 製薬企業等から研究資金等の提供を受

け、医薬品等を用いる臨床研究や、未

承認・適用外の医薬品等を用いる臨床

研究をいいます。厚生労働大臣が認定

する認定臨床研究審査委員会の審査が

必要です。

　　2） 治験

　 医薬品もしくは医療機器の製造販売に

関して、医薬品医療機器等法上の承認

を得るために行われる臨床試験をいい

ます。治験実施機関に設置される治験

審査委員会の審査が必要です。

　　3）人を対象とする生命科学・医学系研究

　 人を対象として、傷病の成因・病態の

理解や、傷病の予防・診断・治療方法

の改善、有効性の検証を目的とする研

究や、ヒトゲノム・遺伝子の構造や機

能、遺伝子の変異や発現に関する知識

を得ることを目的とする研究をいいま

す。厚生労働省の研究倫理

 審査委員会報告システムに登録された

倫理委員会、もしくはそれに相当する

国外の委員会の承認が必要です。

　　4） 動物実験

　 動物実験等のため、研究機関等の施設

で飼養・保管している哺乳類、鳥類、

爬虫類に属する動物を実験動物といい

ます。実験動物を利用する研究は、研

究実施機関の動物実験委員会の承認が

必要です。

２．倫理審査の受審が不要の研究等

　　1）材料実験等、人や実験動物以外を対象と

する研究

　 一般に入手可能な細胞（iPS 細胞、組

織幹細胞等）を用いた基礎的研究も含

む

　　2）傷病の成因・病態の理解、傷病の成因・

病態の理解や、傷病の予防・診断・治療

方法の改善、有効性の検証を目的としな

い報告等

　 単に治療・教育・トレーニングの方法

を紹介する発表等

　　3）3 例以下の症例報告

　 症例報告は、未知の病態や稀少症例、

薬剤の副作用などの情報共有等を目的

とする研究性のない報告

 通常の診療を超えた処置や検査を行う

場合や、通常診療の範囲でも複数の症

例の比較検討（統計処理を含む）を行

う場合など、研究性がある報告には倫

理審査の受審が必要

　　4）教職員を対象とする医学研究以外の研究

　 施設の医療体制の向上、歯学教育の改

善などを目的として教職員等にアン

ケート調査を行う研究等

　 大学など教育機関の教職員が学生を対

象に行うアンケート調査は、倫理審査

の受審が必要であり、学会発表につい

（令和 7 年 4 月 28 日制定）
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ての対象者の同意が必要

　 具体的には自由意志による参加である

こと、結果を公表する同意を得ている

ことなどが必要

　　5）既存の匿名加工情報もしくは非識別加工

情報のみを用いる研究

　 研究開始前から、個人の識別や個人情

報の復元ができない状態に加工された

形で存在する情報のみを用いる研究

　 研究開始前から存在する情報に、研究

目的であらたに匿名加工を施す場合

は、倫理審査が必要

日本磁気歯科学会　財務委員会規程

（設　置）

第 1条 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に財務委

員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条 本委員会は会則第 5 章ならびに第 7 章

に係る財務を行う．

（組　織）

第 3条 本委員会は委員長 1 名，理事長、副理

事長および幹事1名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 幹事は委員長が推薦し，理事長が理事

会に諮って委嘱する．

第 4条 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 予算立案の基本方針

　　(2) 決算書の内容

　　(3) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 予算の立案

　　(2) 決算書の作成

　　(3) その他本会の会計業務に関する事項

（規則，細則等の制定）

第 9条 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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日本磁気歯科学会　旅費支給規則

（目　的）

第 1条	 この規則は，日本磁気歯科学会 ( 以下

「本会」という .) 財務委員会規程第 8

条に基づき，本会の業務のため旅行す

る役員および会員等の国内旅費に関す

る基準を定め，業務の円滑な運営に資

するとともに旅費の適正な支出を図る

ことを目的とする．

（旅費の支給）

第 2条	 役員および会員等が出張した場合に

は，この規程に定める旅費の片道分を

手当として支給する . 会員に出張を依

頼した場合には，この規程に定める旅

費の往復分を支給する .

　　2 学術大会時の役員および会員等の出張

旅費は支給しない．

（旅費の種類）

第 3条	 旅費の種類は，鉄道賃，船賃，航空賃，

車賃とする．

　　2 鉄道賃は，鉄道旅行について，路程に

応じ旅客運賃等により支給する．

　　3 船賃は，水路旅行について，路程に応

じ旅客運賃等により支給する．

　　4 航空賃は，航空旅行について，路程に

応じ旅客運賃等により支給する．

　　5 車賃は，陸路 ( 鉄道を除く .) 旅行につ

いて，実費額により支給する．

（旅費の計算）

第 4条	 旅費は，通常の経路および方法により

旅行した場合の最も経済的な旅費によ

り計算する．ただし，業務上の必要又

は天災その他のやむを得ない事情によ

り，最も経済的な通常の経路および方

法によって旅行し難い場合には，現に

旅行した経路および方法により計算す

る．

（鉄道賃）

第 5条	 鉄道賃の額は，通常の旅客運賃のほか，

次の各号に規定する急行料金および座

席指定料金による．

　　(1) 特別急行列車を運行する線路による旅

行で，片道 100 キロメートル以上の場

合の特別急行料金

　　(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行す

る線路による旅行で，片道 50 キロメー

トル以上の場合の普通急行料金又は準

急行料金

　　(3) 特別急行列車および普通急行列車を運

行する線路による旅行で，片道 100 キ

ロメートル以上の場合の座席指定料金

（船　賃）

第 6条	 船賃の額は，通常の旅客運賃のほか，

次の各号に規定する寝台料金および特

別船室料金並びに座席指定料金によ

る .

　　(1) 業務上の必要により別に寝台料金を必

要とした場合には，現に支払った寝台

料金

　　(2) 特別船室料金を徴するものを運行する

航路による旅行をする場合には，特別

船室料金

　　(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する

航路による旅行をする場合には，座席

指定料金

（航空賃）

第 7条	 航空賃の額は，現に支払った旅客運賃

等による .

第 8条	 この規則について疑義が生じた場合又

は実状に添わない場合は，会計担当理

事の決定によるものとする．

（改　廃）

第 9条	 この規則の改廃は，財務委員会の発議

により，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない . 

附　　則

　　1 この規則は，平成 22 年 10 月 30 日か

ら施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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日本磁気歯科学会　講演等に係わる謝礼等に関する規則

（目　的）

第 1条 この規則は，日本磁気歯科学会（以下

「本会」という．）財務委員会規程第 8 

条に基づき，本会の業務のための講演

等にかかわる諸費用に関する基準をと

して定め，業務の円滑な運営に資する

とともに諸費用の適正な支出を図るこ

とを目的とする．

（運　用）

第 2条 各種講液等への諸費用の支出は以下 

の如く定める．但し，謝礼は税引き後

の金額とする．

(1) 特別講演の演者

ア 　謝礼

 　会員：なし

 　非会員：55, 685 円（所得税 10%

 　および復興特別税 0. 21％を含む）

 　感謝状

 大会長が準備をする

(2) シンポジストの演者

ア 　謝礼

 　会員：なし

 　非会員：33, 411 円（所得税 10%

 　および復興特別税 0. 21％を含む）

イ 　感謝状

 　大会長が準備をする

(3) 特別講演 シンポジウムの座長

 原則として会員とし，謝礼等は無

しとする．

(4) 非会員の講師の場合の諸費用

 ア　交通費：旅費支給規程を準用　

 　　　　　　する

 イ　懇親会：本人の出席が可能で

 　　あれば大会長が招待する．

（改　廃）

第 3条 この規則の改廃は，財務委員会の発議

により，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　１ この規程は，平成 29 年 11 月 11 日から

施行する．

　２ 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）

日本磁気歯科学会　編集委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に編集委

員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 19 条に規定する機

関誌にかかわる業務を行う．

（組　織）

第 3条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 編集の基本方針

　　(2) 投稿規程の制定・改廃

　　(3) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 投稿原稿の受付・受理と査読担当者の

決定

　　(2) 依頼原稿の項目，執筆者，原稿枚数，

執筆期限等の決定

　　(3) その他機関誌に関する事項

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

日本磁気歯科学会　雑誌投稿規程

1．投稿資格

　本誌に投稿する著者 ( 共著者 ) は，本学会会員

あるいは所定の手続きを済ませた非会員に限る．

ただし，編集委員会が認めた者はこの限りでは

ない．

2．原稿内容

l) 原稿の内容は，本学会の目的に沿った研

究成果，臨床報告などで，他誌に未発表

のものに限る．

2) 原稿の種別は，総説，原著論文，臨床論文，

その他講演抄録とする．著者としての希

望は投稿時に原稿の表紙に明示すること．

ただし，その決定は編集委員会で行う．

3．倫理規定

　ヒトを研究 ( 実験 ) 対象とする内容について

は，ヘルシンキ宣言を遵守して，倫理的に行わ

れており，被験者あるいは患者のインフォーム

ドコンセントが得られていなければならない．

また，所属施設の倫理委員会等の承認が得られ

ていなければならない．

　動物を研究 ( 実験 ) 対象とする内容について

は，所属施設の動物実験委員会が設置された後

の研究については当該委員会の承認が得られて

いなければならない．また，各種の動物保護や

愛護に関する法律や基準に則していなければな

らない．

4．利益相反

　投稿にあたってすべての著者は投稿時から

遡って過去 1 年以内における利益相反について

申告する．利益相反関係については論文の末尾

に，謝辞または文献の前に記載する．

　記載例：

本研究は○○の資金提供を受けた．

○○の検討にあたっては，○○から測定装

置の提供を受けた．

5．原稿投稿方法，在読，採否，掲載順序

l) 総説，原著論文，臨床論文，その他講演

抄録の投稿は， 日本磁気歯科学会雑誌編

集担当へ E メールにより送信する．

2) 投稿された原稿は，編集委員会で査読を

行い，採否を決定する．必要に応じて査

読委員を委嘱する．

3) 掲載順序は，編集委員会が決定する．

（令和 4 年 11 月 5 日改定）
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6．投稿料

l) 投稿料は刷り上がり 1 頁当たり 10,000 円

とするまた，カラー印刷，トレース， 英

文抄録校閲費などの実費は別途に算出し

て著者負担とする．ただし，依頼論文，

講演抄録の掲載料は無料とする．

2) 別刷り希望の場合は原稿投稿のおり編集

委員会宛に申し出ること，その経費は著

者負担とする．

7．著作権

　本誌に掲載された論文の著作権（著作財産権

copy right) は本会に帰属する．本会が必要と認

めたときあるいは外部からの引用の申請があっ

たときは，編集委員会で審議し，掲載ならびに

版権使用を認めることがある．

8．複写権の行使

　著者は当該著作物の複写権および公衆送信権

の行使を本会に委任するものとする．

9．校正

　著者校正は原則として初校のみとする．組み

版面積に影響を与えるような加籠，変更は認め

ない．

10．原稿の様式

　投稿原稿は「日本磁気歯科学会雑誌」投稿の

手引きに従って執筆する．準拠しない原稿は加

筆訂正を申し入れる．または却下する場合があ

る．

11．改廃

　この規程の改廃は，編集委員会の発議により，

会則検討委員会での協議のうえ，理事会の承認

を得なければならない．

附　　則

　１ この規程は， 平成 3 年 12 月 6 日から施

行する．

　２ 平成 6 年 12 月 9 日 一部改定

　３ 平成 22 年 10 月 30 日 一部改定

　４ 平成 23 年 11 月 12 日 一部改定

　５ 平成 24 年 11 月 2 日 一部改定

　６ 平成 25 年 11 月 2 日 一部改定

　７ 平成 26 年 11 月 8 日 一部改定

　８ 平成 27 年 11 月 14 日 一部改定

　９ 平成 30 年 4 月 27 日 一部改定

　10 令和 4 年 11 月 5 日 一部改定

日本磁気歯科学会　投稿の手引き

　日本磁気歯科学会雑誌への投稿では，投稿規

程のほかは本手引きに準拠する．

1．投稿方法の概要

l) 投稿は，日本磁気歯科学会編集委員会宛ヘ

E メールにより送信する．

2) 原稿は次の順に作成し，番号ごとに改頁す

る．

表題の頁を第 1 頁とし，頁番号を下段中央

に記す．表は本文末に表ごとに改頁して涼

付し，図は Power Point ファイルに貼りつけ

る．

(1) 表題，著者名，所属キーワード 5 語以内

（和文，英文），別刷り数，PDF の要否

(2) 和文抄録（総説論文の場合のみ必要）

400 字以内

(3) 英文抄録，200 words　以内

(4) 本文原稿

(5) 文献

(6) 図表のタイトル

(7) 表

2．原稿の様式

1) 文章および表は MS-Word に記載し，特に

表については本文末に表ごとに改頁して添

付することまた図に関しては，Power Point

にて作成することとする．

2) 図表については，全段または片段を指定し，

白黒またはカラーを図表ごとに明記するこ

と．

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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3) 原稿は，漢字混じり平仮名，口語体，横書

きとし，A4 版，余白（全て 25mm)，行数 (36  

～ 40 行程度），文字の大きさ (10.5pt) で記

載すること．歯式は FDI 方式を使用するこ

と，英文も同様．本文中の旬読点は，カン

マ（，）ピリオド（．）を使用すること．また，

数字，欧文はすべて半角で入力し， 欧文に

おける単語間は半角とする．

4) 本文の他に，和文抄録（総説の場合のみ：

400字以内），英文抄録 (200 words以内），キー

ワード（英訳つき，5 語以内）を記載する

こと．

5) 必ず表紙を付け，表紙には，表題，著者  

名（フルネーム），所属（以上には英語訳を

付ける），キーワード（英訳付き，5 語以内），

別刷り数，pdf（別刷りの pdf です）の要否

を記載すること．

6) 原稿（表紙，和文抄録，英文抄録，本文， 

引用文献，図表のタイトル，表を含む）（ 

Author_txt.doc) と 図 (Author_ppt) の 2 つ の

ファイルに分けて送ること．図表には， 表 l，

図 1 等の番号とタイトルをつけ，挿入箇所

を本文の右欄外または文中（カッコ書きで

図表の番号を記入）に朱記すること．図表

内容の詳細な説明はタイトルに記載しない

こと．

7) 総説，原著論文は原則として刷り上がり 20

頁以内，臨床論文は 10 頁以内，その他は 5

頁以内とし，講演抄録は本文を 800 字以内

とする．なお，講演抄録には，図表および

英文抄録は付けない．

3．文献の記載様式

1) 本文で引用した順序に一連番号を付して列

記し，本文の末尾に記載する，同一箇所で

複数引用した場合は年代順とする．

2) 著者名は姓，名（外国人の First Name はイ

ニシャルのみ）の順とする．

3)共著の場合は筆頭者を含め6名まで記し て，

7 人目からは，「ほか」または [et al.J と略す．

ただし，広報編集委員会が認めれば 7 名以

上を記載することができる．

4) 引用文献の表示は原著の表示に従う．英文

の場合は，文頭の語の頭文字のみ大文字と

する．

5) 雑誌文献引用記載は次の方式による．

(1) 雑誌論文は著者．表題．雑誌略名　発行

年（西暦表示とする）：巻：頁 - 頁．の

順に記載する．頁は通巻頁を原則とする

が，頁表記が 1 号ごとに第 1 ページ か

ら始まる（通し頁でない）雑誌に限り， 

号も記載する．

(2) 雑誌の略名は当該誌が標傍する略称とす

る．それ以外は医学中央雑誌の略名表と

Index Medicus に準拠する．

(3) 原書あるいは原論文が得られずに引用 

する場合は，末尾に（から引用）と付ける．

(4) 受理されたが未発刊の文献は末尾に印刷

中（英文の場合は，in press) と記載する．

(5)Web ページの引用記載様式は， Vancouver 

style とする．

一般例：

田中貴信，中村好徳，神原　亮，庄司和

伸，熊野弘一，増田達彦ほか．磁性アタッ

チメントの新たな適応症を求めて－歯冠

外アタッチメントヘの挑戦－．

日磁誌 2000 ; 15 : 256-264.

KanbaraR.,  Nakamura Y.,  Ando A., 

KumanoH., Masuda T., Sakane M. et al. 

Stress analysis of an abutment tooth with 

extracoronal magnetic attachment. J J Mag 

Dent 2010; 19: 356-357.

Cancer Research UK. Cancer statistics 

reports for the UK,

< h t t p : / / w w w . c a n c e r r e s e a r c h u k . 

o r g / a b o u t c a n c e r / s t a t i s t i c s / 

cancerstatsreport/>; 2003 [accessed 

13.03.03].

通し頁でない雑誌の例：

宮田利清，中村好徳，安藤彰浩，庄司和

伸，新実　淳，熊野弘一ほか．磁性アタッ

チメントの加熱による吸引力へ の影響．

日磁誌 2009; 19 (5):15-20.

Kanbara R., Nakamura Y., Tanaka K. 

Three-dimensional finite element stress 

analysis. Dent Mater J 2012; 31 (3): 29-33.

6) 単行本文献引用記載は次の方法による．

(1) 単行本は著者．書名．発行地：発行者；
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発行年，頁 - 頁．の順に記載する．

(2) 単行本の書名は略記しない．

(3) 単行本を 2 カ所以上で引用する際は， 

各々の引用頁を記載する．

例：

田中貴信．磁性アタッチメント．東京： 

医歯薬出版：1995,122-130.

Glickman I. Clinical Periodontology. 

Philadelphia : Saunders : 1953,76-78.

Sh i l l ingburg HT, Hobo S,  Whitsett 

LD, Brackett  SE.  Fundamenta ls  o f 

fixed prosthodontics, 3rd ed. Chicago : 

Quintessence : 1997, 155-169, 211-223.

7) 分担執筆の単行本文献引用記載は次の方式

による．

分担執箪の単行本は分担執筆者．分担執筆

の表題．編者または監修者，書名，巻など

の区別，発行地：発行者；発行年， 頁 - 頁．

の順に記載する．

例：

津留宏道テレスコープシステムの理論と実

際．林都志夫，保母須弥也，三谷春保ほか編， 

日本の補綴，東京：クインテッセンス出版；

1981, 277-291.

Ogle RE. Preprosthetic surgery. In : Winkler 

S, editor, Essentials of complete denture 

prosthodontics, Philadelphia : Saunders : 1979, 

63-89.

8) 翻訳書文献引用記載は次の方式とする．

翻訳の単行本，論文は著者（翻訳者）．書

名（翻訳書名．発行地：発行者：発行年， 

頁 - 頁），発行年．の順に記載する．

例：

Hickey  JC,  Zarb  GA,  Bolender  CL（川口

豊 造 ）．Boucher's prosthodontic treatment 

for edentulous patients（バウチャー無歯顎

患者の補綴治療．東京：医歯薬出版；1988, 

397-399.), 1985.

4．図と表の書き方

l) 図表は，片段あるは両段を指定し，白黒あ

るいはカラーの区別を明記すること．

2) 図表のタイトルおよび説明文を併記する．

3) 図と表（写真を含む）は本文で引用順に， 

表は表 1, 表 2…, 図（写真を含む）は図 1, 

図 2…のように一連番号をつける．表およ 

び図は 1 枚ごとに改頁する．

4) 表 l，図 l 等の番号とタイトルをつけ，挿

入箇所を本文右欄外または本文中に朱書す

る．

5) 図ファイル (Power Point) の総データサイ

ズが 15 メガバイト (MB) 未満となるよう可

能な範囲内でできるだけ鮮明に図表の画像

データを調整するもし画像解像度が著者の

満足する水準に至らない場合は， 投稿論文

受領後，出版前最終校正時に所望する画像

データを日本磁気歯科学会編集委員会へ送

付する．

5．学会誌掲載時の校正

1) 学会誌掲載時の校正は著者が行う．学会事

務局から電子メールで著者に送付される

PDF ファイルの校正用原稿に，日本工業規

格 (JIS 28208-2007) に準拠した形式で校正

を行う．

2) 校正を終了した原稿は，電子メールもしく

はファックスで速やかに返送する．

6. その他論文作成上の留意事項

1) 見出しは次の順に項目をたて，順に行の最

初の一画をあける．

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ ,

1，2，3，4，5，

1)  2)  3)  4)  5)

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)

a，b，c，d，e，

a)  b)  c)  d)  e)

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)

2) 材料，器材の表記は，一般名（製品名，製

造社名，所在地，国名）を原則とする．

例：即時重合レジン（ユニファースト，

GC，東京，日本）

3) 磁気歯科学に関連する学術用語は最新の「日

本磁気歯科学会学術用語集」（日本磁気歯

科学会編），その他の歯学学術用語などに

ついては最新の「日本歯科医学会学術用語

集」（日本歯科医学会編）ならびに「歯科

補綴学専門用語集」（公益社団法人日本補
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綴歯科学会編）に準拠する．

4) 計測データとその取り扱い：計測データは，

原則として，平均値，標準偏差等の統計値

を用いて表現されるべきである． また，デー

タの属性や分布に応じて，適切な統計解析

を行わなければならない．

5) 数字は算用数字とする．

6) 数字を含む名詞，形容詞，副詞（例：十二指腸，

三角形など）は漢数字とする．

7) 単位は原則として国際単位系の基本単位，

補助単位および組み立て単位を使用する

（温度は摂氏を使用する）．また，量を表す

記号に続く単位に付する記号は「（）」を使

用する．

参照：単位及び単位間換算表：日本金属学

会編（及川洪）．「改訂二版金属データブッ

ク」(1984) 丸善（株）

原稿の様式の例

　原稿は，以下の順に作成し，番号ごとに改頁

する．

　表題の頁を第 1 頁とし，頁番号を下段中央に

記す．表は本文末に表ごとに改頁して添付し， 

図は Power Point ファイルに貼りつける．

1．表紙

l) 表題（英語訳を付ける）

磁気歯科学会雑誌のための原稿の書き方

How to write draft for J J Mag Dent

2) 著者名所属（英語訳を付ける）

著者名：磁気太郎，磁石花子 1, 根面板介， 

吸引力 1

Taro Jiki, Hanako Jishakul, Bansuke Konmen 

and Chikara Kyuinl

所属名：江戸大学歯学部歯科理工学講座

1 上方大学歯学部歯科理工学講座

Department of dental Materials Science, 

School of Dentistry, Edo University

1Department of dental Materials Science, 

School of Dentistry, Kamigata University

3) キーワード（英訳付き，5 語以内）

磁性アタッチメント (Magnetic attachment),

磁石 (Magnet)，キーパー (Keeper),

磁石構造体 (Magnetic assembly)，金合金 (Gold 

alloy)

4) 別刷数

別刷数 100 部

5) pdf（別刷りの pdfです）の要否を記載のこと．

　　pdf　要

　------- 改ページ -------

2．和文抄録（総説論文の場合のみ必要）

　　　400 文字以内

　------- 改ページ -------

3．英文抄録

　　　Max 200 words

　------- 改ページ -------

4. 本文

Ⅰ．諸言，Ⅱ．材料および方法，Ⅲ．結果，Ⅳ．

考察，参考文献の順に記載すること．

　文献は引用箇所に番号をつけ，本文の末尾に

引用順に並べる．

　------- 改ページ -------

図表のタイトルを引用文献の後につける．

　　　図 1　……………

　　　図 2　…………………

　　　表 1　……………

　　　表 2　……………

　------- 改ページ -------

表は本文末に表ごとに改頁して沿付する

　　　表 l

　------- 改ページ -------

　　　表 2

　　　図は Power  Point にて作成する

原稿送付先

明海大学歯学部機能保存回復学講座

有床義歯補綴学分野学内

日本磁気歯科学会編集委員会

委員長　曽根峰世

〒 350-0283　埼玉県坂戸市けやき台 1-1

TEL : 049-279-2747　FAX : 049-279-2747

E-mail : jjmag@jsmad.jp
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日本磁気歯科学会　学術委員会規程

（設　置）

第 1条 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に学術委

員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条 本委員会は会則第 18 条および 21 条に

規定する学術にかかわる業務を行う．

（組　織）

第 3 条 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4 条 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 学術研究の推進

　　(2) 本会が主催する学術大会等の在り方

　　(3) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 学術活動の企画

　　(2) 研究の奨励および研究業績の顕彰

　　(3) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9条 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　 1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　 2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）

日本磁気歯科学会　表彰制度規程

（趣　旨）

第 1条 日本磁気歯科学会 ( 以下「本会」とい

う．）会則第 20 条の表彰事業は，この

規程の定めるところによる．

（目　的）

第 2条 本会の目的並びに対象とする領域にお

ける学問及び技術等の発展・充実に寄

与する優れた学術論文・学術口演等の

発表者を表彰するため学会優秀賞を，

並びに本会において特に功労が顕著で

あったと認められる者を表彰するた

め，学会特別功労賞を設ける．

（種　類）

第 3 条 賞の種類は，次のとおりとする．

　　1 学会優秀賞

（令和 7 年 4 月 28 日改定）
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　　(1) 優秀学会論文賞

　　(2) 優秀奨励論文賞

　　(3) 優秀口演賞

　　(4) 優秀ポスター賞

　　(5) 若手優秀発表賞

　　2 学会特別功労賞

（資　格）

第 4条 各賞は，次の各号に該当する功績を対

象とする．

　　(1) 優秀学会論文賞は，学術論文を介して，

本会の発展に顕著に貢献した研究者を

顕彰するために設けるものであり，応

募対象年度の本会機関誌に掲載された

原著論文とする．

　　(2) 優秀奨励論文賞は，本会の進歩発展に

貢献し，若く優れた研究者を育成かつ

助成する目的から設けるものであり，

対象年度の本会機関誌に掲載された原

著論文（症例報告を含む）とする．

　　(3) 優秀口演賞，優秀ポスター賞および若

手優秀発表賞は，本会学術大会の口演

並びにポスター発表を介して，会員相

互の学際的学術交流を深め，本会の発

展に顕著に貢献した研究者を表彰する

目的から設けるものであり，対象年度

の本会学術大会において，口頭並びに

ポスターによって発表された学術研究

とする．

　　(4)　学会特別功労賞は，本会において特に

功労が顕著であったと認められる者を

表彰するために設けるものであり，多

年にわたり学会会務並びに学会活動に

関し，特に顕著な貢献があったと認め

られた本会会員に授与する．

　　2 各賞の対象者は，次の各号に該当する

者とする．

　　(1) 優秀学会論文賞は，応募年度において，

40 歳以上の者とする．

　　(2) 優秀奨励論文賞は，当該論文の筆頭者

で，応募年度において，39 歳以下の者

とする．

　　(3) 前各号の賞においては，応募年度を含

め 3 年以上継続して本会会員である者

とする．

　　(4) 優秀口演賞，優秀ポスター賞および若

手優秀発表賞は，本会学術大会におい

て，口演並びにポスターによる発表者

とする．

　　(5) 若手優秀発表賞は，発表年度において

30 歳以下のものとする．

　　(6) 発表時において本会会員であるものと

する．

（募集等）

第 5条 秀学会論文賞並びに優秀奨励論文賞の

募集は，本会機関誌とホームページに

おいて行う．また，優秀口演賞，優秀

ポスター賞および若手優秀発表賞につ

いては，本会学術大会開催時の広報活

動において行う．

（選　考）

第 6条 各賞は，学会優秀賞推薦委員会もしく

は学会特別功労賞推薦委員会におい

て，それぞれ毎年 2 名以内を選考し，

各賞の選考経過並びに表彰候補者を理

事長に報告する．

( 決　定 )

第 7条 学会優秀賞受賞者は，理事長の承認を

経て決定する．

　　2 学会特別功労賞受賞者は，理事会の承

認を経て決定する．

　　3 各表彰者には，賞状を総会その他適当

な機会において授与する．

　　4 各表彰者の氏名，業績内容等を本会機

関誌に公表する．

（学会優秀賞推薦委員会）

第 8 条 各賞の候補者を調査選考するため，掲

載論文と学術大会発表とにおいて各推

薦委員会を設ける．

　　2 推薦委員は，理事長が理事を含む評議

員の中から若干名を指名する．

　　3 各推薦委員会の委員長は，理事長が理

事の中から指名し，委員会の会務を統

括し，議長となる．
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　 4 各推薦委員会委員長は，各賞に必要な

事項を審議し，その結果を理事長に報

告する．

　 5 各推薦委員会は，当該年度をもって解

散する．

（学会特別功労賞推薦委員会）

第 9 条 本賞の候補者を調査選考するため，推

薦委員会を設ける．

　　2 推薦委員は，理事長が理事を含む評議

員の中から若干名を指名する．

　　3 推薦委員会の委員長は，理事長が理事

の中から指名し，委員会の会務を統括

し，議長となる．

　　4 推薦委員会委員長は，本賞に必要な事

項を審議し，その結果を理事長に報告

する．

（規則，細則等の制定）

第 10 条 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 11 条 この規程の改廃は，学術委員会の発議

により，会則検討委員会の協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 27 年 11 月 14 日か

ら施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

　　3 令和 7 年 4 月 28 日　一部改定

日本磁気歯科学会　用語検討委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に用語検

討委員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，専門用語にかかわる業務を

行う．

（組　織）

第 3条 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 学術専門用語の検討

　　(2) 専門用語に関する他分野との調整

　　(3) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 学術専門用語集の編纂・改定

　　(2) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

日本磁気歯科学会　プロジェクト検討委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会にプロジェ

クト検討委員会 ( 以下，本委員会 ) を

置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，プロジェクト研究にかかわ

る業務を行う．

（組　織）

第 3条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4条	 委員長は委員会業務を総括する．

　 2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) プロジェクト研究テーマの選定，企画，

調整

　　(2) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) プロジェクト研究のテーマ決定，実施

　　(2) 研究機関間の連絡調整

　　(3) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 22 年 10 月 30 日か

ら施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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日本磁気歯科学会　会則検討委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に会則検

討委員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，会則等の規則にかかわる業

務を行う．

（組　織）

第 3 条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6 条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　 2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 会則の変更に関する事項

　　(2) 諸規程等の制定ならびに改廃に関する

事項動

　　(3) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 諸規程と会則との整合性に関する検討

　　(2) その他諸規程に関する事項の検討

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，理事

会の承認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議の

上，理事会の承認を得なければならな

い．

附　　則

　　1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）

日本磁気歯科学会　安全基準検討委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に安全基

準検討委員会 (以下，本委員会 )を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，安全基準にかかわる業務を

行う．

（組　織）

第 3 条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4 条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 磁性アタッチメントの安全基準の策定

　　(2) 安全基準に関する他領域との連絡・調

整

　　(3) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 磁性アタッチメントの安全基準の策定

　　(2) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　 1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　 2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

日本磁気歯科学会　医療委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に医療委

員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，医療制度にかかわる業務を

行う．

（組　織）

第 3 条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4 条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 医療制度にける磁性アタッチメントの

在り方

　　(2) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 磁性アタッチメントに関する答申の策

定

　　(2) その他目的を達成するために必要な業

務

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

日本磁気歯科学会　広報委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に広報委

員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，広報活動にかかわる業務を

行う．

（組　織）

第 3 条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4 条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) ホームページの管理

　　(2) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) ホームページの更新・管理

　　(2) 国際インターネット会議開催のサポー

ト

　　(3) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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日本磁気歯科学会　認定審議委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に認定審

議委員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，資格認定にかかわる業務を

行う．

（組　織）

第 3 条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4 条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とし，連続 2 期までとする．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 認定医，認定技工士制度の運営

　　(2) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 認定医，認定技工士の資格審査

　　(2) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 17 年 4 月 22 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）

日本磁気歯科学会　認定医制度規則

（目　的）

第 1条 本制度は，磁気歯科学の専門的知識お

よび臨床技能を有する歯科医師を育成 

輩出することにより，医療水準の向上

を図り， もって国民の保健福祉の増進

に寄与することを目的とする．

第 2条 前条の目的を達成するために日本磁気

歯科学会（以下「本会」という）は， 

磁気歯科認定医（以下「認定医」という）

の制度を設け，認定医制度の実施に必

要な事業を行う．

第 3条 認定医は，磁気歯科学領域における診

断と治療のための高い歯科医療技術を

修得するとともに，認定医以外の歯科

医師または医師等からの要請に応じて

適切な指示と対応がとれるように研鑽

を図る．

（認定医の条件）

第 4条  認定医は，次の各号をすべて満たさな

ければならない．

(1) 本会正会員であること．

(2) 本会学術大会（本会の認める学術

大会を含む）に出席すること．

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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(3) 磁気歯科学に関連する研究活動に

参加発表を行うこと．

(4) 磁気歯科学に関連する領域の診療

を行うこと．

第 5条 前条述に拘わらず，本会理事会が特別

に認めた場合には認定医になることが

できる．

（認定医申請者の資格）

第 6条 認定医の資格を申請できるものは，次

の各号の全てを満たすことを必要とす

る．

(1) 日本国歯科医師の免許を有するこ

と．

(2) 認定医申請時において，3 年以上連

続した本会の会員歴を有すること．

(3) 第 4 条の認定医の各号に掲げる条

件を満たすこと．

（認定医の申請）

第 7条 認定医の資格を取得しようとするもの

は，本会に申請し，資格審査を受け認

証されなければならない．

第 8条 認定医申請者は，別に定める申請書類

を認定手数料とともに本会事務局に提

出しなければならない．

（資格の審査）

第 9条 認定医および認定歯科技工士としての

適否を審査は，認定審議委員会にて行

う．

第 10 条 認定審議は，委員の 3 分の 2 以上の出

席をもって成立する．

第 11 条 資格の適否は委員長を除く出席委員の

過半数をもって決し，可否同数の場合

は委員長の決するところによる．その

結果は理事会に報告する．

（認定医登録）

第 12 条 審議会の審奔に合格した者は，所定の

登録料を納入しなければならない．

第 13 条 本会は前項に基づき認定医登録を行

い，合格者に認定証を交付するととも

に， 日本磁気歯科学会雑誌及び本会総

会において報告する．

（資格の更新）

第 14 条 認定医の認定期間は 12 月 1 日より 5

年後の 11 月末日までとする．

第 15 条 認定医は 5 年ごとに資格の更新を行わ

なければならない．

第 16 条 認定医の資格の更新に当たっては，5 

年にわたる認定期間の間に別に定める

条項を満たさなければならない．

第 17 条 資格更新申請者は．別に定める更新申

請書類を更新手数料とともに本会事務

局に提出しなければならない．

（資格の消失）

第 18 条 認定医は，次の各号の条件を欠いたと

き，審議会の議を経て，その資格を失

う．

(1) 本人が資格の辞退を申し出たとき．

(2) 日本国歯科医師の免許を喪失した

とき．

(3) 本会会員の資格を喪失したとき．

(4) 認定医資格の更新手続きを行わな

かったとき．

(5) 審議会が認定医として不適当と認

めたとき．

第 19 条 認定医の資格を喪失した場合であって

も，喪失の理由が消滅したときは， 再

び認定医の資格を申請することができ

る．

（補　則）

第 20 条 審議会の決定内容に異議のある者は，

理事長に申し立てることができる．

（改　廃）

第 21 条 この規則の改廃は，認定審議委員会の

発議により，会則検討委員会での協議

の上，理事会の承認を得なければなら

ない．

附　　則

　　１ この規程は，平成 17 年 4 月 22 日から

施行する．

　　２ 平成 22 年 4 月 23 日 一部改定

　　３ 平成 27 年 11 月 14 日 一部改定

　　４ 平成 30 年 4 月 27 日 一部改定

認定期間変更にともなう暫定措置

第 1 条 認定医であるものは，認定年限の 11 

月末日まで認定期間を延長する．
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日本磁気歯科学会　認定医制度施行細則

第 1 条   日本磁気歯科学会認定医制度規則 ( 以

下「規則」という ) に定めた条項以外

については，この細則に基づき運営す

る．

第 2条 規則第 4 条に基づく認定医の基本的条

件としては，次の各号の要件が満たさ

れなければならない．

(1) 日本磁気歯科学会 ( 以下「本会」と

いう ) が主催する学術大会 ( 本会の

認める学術大会を含む ) への出席 (3

年間で 3 回以上 )

(2) 学術大会 ( 本会の認める学術大会を

含む ) 発表 (1 回以上）

(3)学会誌 (本会の認める学会誌を含む )

投稿 (1 編以上）

(4) 磁気歯科学に関連する領域の疾患

の記録 (1 症例： 3 年以上経過例で

あり本会学術大会でケースプレゼ

ンテーションを行い審査を受ける）

第 3条 規則第 5 条に規定する認定医とは，本

会に永年顕著に貢献した会員で，理事

会の承認を得たものでなければならな

い．

第 4条  細則第 2 条を満たし認定医の資格を申

請する者は，次の各号に定める書類に

認定手数料を添えて本会に提出しなけ

ればならない．

(1) 認定医申請書 ( 様式 1)

(2) 履歴書（様式 2)

(3) 歯科医師免許証の写し

(4) 本会会員歴証明書（様式 3)

(5) 学術大会出席証明書（様式 4)

(6) 学術大会発表および学会誌投稿を

証明する書類（様式 5)

(7) ケースプレゼンテーション申請書

（様式 6)

(8) 磁気歯科学に関連する領域の疾患

の記録 ( 様式 7,8)

(9) 術後調査票

　　２ 認定医資格を認められた者は登録料を

添えて認定医登録申請書 ( 様式 9) を提

出しなければならない．

第 5 条　規則第 8 条，第 12 条，第 17 条に定め

る手数料は次の各号に定める．

(1) 認定手数料　１万円

(2) 登録料　　　２万円

(3) 更新手数料　２万円

第 6条 前条に定める既納の認定手数料，登録

料，更新手数料は，いかなる理由が 

あっても返却しない．

第 7条 認定医の資格の更新に当たっては，5

年間に次の各号における要件を全て満

たさなければならない．

(1) 学術大会 ( 本会の認める学術大会を

含む ) への出席 (3 回以上：本会学

術大会への出席 1 回以上）

(2) 学術大会 ( 本会の認める学術大会を

含む ) 発表 (1 回以上 ) もしくは磁気

歯科学に関連する領域の疾患の記

録 (1 例以上：経過年数は問わない

（様式 8））

(3) 学会誌 ( 本会の認める学会誌を含

む ) 投稿 (1 編以上 ) もしくは磁気歯

科学に関連する領域の疾患の記録

(1 例以上：経過年数は問わない（様

式 8））

なお，本会の認める学術大会とは

下記のものとする．

日本補綴歯科学会／日本歯科医学

会／日本歯科理工学会／日本老年

歯科医学会／日本顎顔面補綴学会

／日本顎口腔機能学会／日本磁気

歯科学会／日本口腔リハビリテー

ション学会／日本口腔インプラン

ト学会／日本歯科審美学会／日本

顎関節学会／日本接着歯学会／

JADR ／

第 8条 認定医の資格を更新しようとする者

は，認定医更新申請書 ( 様式 10)，磁

気歯科学会学術大会ならびに関連学術

大会出席記録 ( 様式 11)，磁気歯科学

に関する発表記録 ( 様式 12) もしくは

（令和 5 年 4 月 14 日改定）
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磁気歯科学を活用した検査・診断およ

び治療の症例記録 ( 様式 13) を更新手

数料を添えて本会に提出しなければな

らない．

　　２ 認定医更新申請書の提出期限は，認定

が失効する年の 9 月末日までとする．

　　３ 認定医の更新を認められたものは認定

医更新登録申請書 ( 様式 14) を本会に

提出しなければならない．

第 9条 本会が認める学術大会，学会誌とは磁

気歯科学に関するものであり，審議会

の認めるものをいう．

第 10 条 この細則の改廃は，認定審議委員会の

発議により，会則検討委員会での協議

の上，理事会の承認を得なければなら

ない．

附　　則

　　１ この細則は，平成 17 年 4 月 22 日から

施行する．

　　２ 平成 22 年 4 月 23 日 一部改定

　　３ 平成 27 年 11 月 14 日 一部改定

　　４ 平成 30 年 4 月 27 日 一部改定

　　５ 令和 5 年 4 月 14 日 一部改定

日本磁気歯科学会認定　歯科技工士制度規則

（総　則）

第 1 条   本制度は，磁気歯科学の専門的知識お

よび技工技能を有する歯科技工士を 

養成することにより，医療水準の向上

を図り，もって国民の保健福祉の増進

に寄与することを目的とする．

第 2条 前条の目的を達成するために日本磁気

歯科学会（以下「本会」という）は， 

日本磁気歯科学会認定歯科技工士（以

下「認定歯科技工士」という）の制度

を設け，認定歯科技工士制度の実施に

必要な事業を行う．

第 3条 認定歯科技工士は．磁気歯科学領域に

おける診断と治療のための高い歯科技

工技術を修得する．

（条　件）

第 4条 認定歯科技工士は，次の各号をすべて

満たさなければならない．

(1) 本会正会員であること．

(2) 本会学術大会（本会の認める学術

大会を含む）に出席すること．

(3) 磁気歯科学に関連する研究活動に

参加 発表を行うこと．

(4) 磁気歯科学に関連する領域の歯科

技工を行うこと．

第 5条 前述に拘わらず，本会理事会が特別に

認めた場合には認定歯科技工士になる

ことができる．

（資　格）

第 6条 認定歯科技工士の資格を申請できる 

ものは，次の各号の全てを満たすこと

を必要とする．

(1) 日本国歯科技工士の免許を有する

こと．

(2) 認定歯科技工士申請時において，3 

年以上連続した本会の会員歴を有

すること．

(3) 第 4 条の認定歯科技工士の各号に

掲げる条件を満たすこと．

（申　請）

第 7条 認定歯科技工士の資格を取得しよう 

とするものは，本会に申請し，資格審

査を受け認証されなければならない．

第 8条 認定歯科技工士申請者は，別に定める

申請書類を認定手数料とともに本会事

務局に提出しなければならない．

（審　査）

第 9条 認定歯科技工士としての適否は，日本

磁気歯科学会認定医制度規則に定め 

られた認定審議委員会（以下「審議会」

（平成 30 年 4 月 27 日改定）

日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年132



という）により審査する．

（登　録）

第 10 条 審議会の審査に合格した者は，所定

 の登録料を納入しなければならな

 い．

第 11 条 本会は前項に基づき認定歯科技工士登

録を行い，合格者に認定証を交付する

とともに， 日本磁気歯科学会雑誌及び

本会総会において報告する．

（資格の更新）

第 12 条 認定歯科技工士の認定期間は 12 月 1 

日より 5 年後の 11 月末日とする．

第 13 条 認定歯科技工士は，5 年ごとに資格の

更新を行わなければならない．

第 14 条 認定歯科技工士の資格の更新に当 

たっては，5 年にわたる認定期間の間

に別に定める条項を満たさなければな

らない．

第 15 条 資格更新申請者は，別に定める更新申

請書類を更新手数料とともに本会事務

局に提出しなければならない．

（資格の喪失）

第 16 条 認定歯科技工士は，次の各号の条件を

欠いたとき，審議会の議を経て， その

資格を失う．

(1) 本人が資格の辞退を申し出たとき．

(2) 日本国歯科技工士の免許を喪失し

たとき．

(3) 本会会員の資格を喪失したとき．

(4) 認定歯科技工士資格の更新手続き

を行わなかったとき．

(5) 審議会が認定歯科技工士として不

適当と認めたとき．

第 17 条 認定歯科技工士の資格を喪失した場合

であっても，喪失の理由が消滅したと

きは，再び認定歯科技工士の資格を申

請することができる．

（補　則）

第 18 条  審議会の決定内容に異議のある者は， 

理事長に申し立てることができる．

（改　廃）

第 19 条 この規則の改廃は，認定審議委員会の

発議により，会則検討委員会での協議

の上．理事会の承認を得なければなら

ない．

附　　則

　　１ この規則は，平成 27 年 11 月 14 日か

ら施行する．

　　２ 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

規則施行にともなう暫定措置

第 1 条 本会の正会員であって，日本国歯科技

工士の免許を有し，本会が認める学術

集会または機関誌に磁気歯科学に関す

る発表を行った者は，申請により認定

歯科技工士となることができる．また，

特に理事会の認めた者に関しては，こ

の限りではない．

第 2 条 附則第 1 条を満たし認定歯科技工士の

資格を申請する者は，次の各号に定め

る書類に認定手数料を添えて本会事務

局に提出しなければならない．

(1) 認定歯科技工士申請書（様式 1)

(2) 履歴書（様式 2)

(3) 歯科技工士免許証の写し

(4) 本会会員歴証明書（様式 3)

第 3 条 暫定措置期間中の審議会は，理事がこ

れにあたる．

第 4 条 本会の会員歴が通算 3 年以上の者は， 

申請により認定歯科技工士となること

ができる． また，特に理事会の認めた

者に関しては， この限りではない．

第 5 条 暫定措置の期間は，本制度発足より 3

年間（平成 27 年 11 月 14 日より平成

30 年 11 月の理事会開催予定日まで）

とする．

第 6 条 暫定措置期間中の申請締切は年 2 回 (6

月 30 日・12 月 31 日）とする．
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日本磁気歯科学会認定　歯科技工士制度施行細則

第 1条 日本磁気歯科学会認定歯科技工士制度

規則（以下「規則」という）に定めた

条項以外については，この細則に基づ

き運営する．

第 2条 規則第 4 条に基づく認定歯科技工士の

基本的条件としては，次の各号の要件

が満たさなければならない．

(1) 日本磁気歯科学会（以下「本会」

という）が主催する学術大会（本

会の認める学術大会を含む）への

出席 (3 年間で 2 回以上）

(2) 学術大会（本会の認める学術大会

を含む）発表 (1 回以上）

(3) 歯科用磁性アタッチメントを応用

した症例 (5 症例：なお 1 症例は本

会学術大会での発表を行い審介を

受ける）

第 3条 規則第 5 条に規定する認定歯科技工士

とは，本会に永年顕著に貢献した会員

で，理事会の承認を得たものでなけれ

ばならない．

第 4条 細則第 2 条を満たし認定歯科技工士の

資格を申請する者は，次の各号に定め

る書類に認定手数料を添えて本会事務

局に提出しなければならない．

(1) 認定歯科技工士申請書（様式 1)

(2) 履歴書（様式 2)

(3) 歯科技工士免許証の写し

(4) 本会会員歴証明書（様式 3)

(5) 学術大会出席証明書（様式 4)

(6) 学術大会発表および学会誌投稿を

証明する書類（様式 5)

(7) ケースプレゼンテーション申請書

（様式 6)

(8) 歯科用磁性アタッチメントを応用

した症例記録（様式 7)

　　２ 認定歯科技工士資格を認められた者は

登録料を添えて認定歯科技工士登録申

請書（様式 8) を提出しなければならな

い．

第 5条 規則第 8 条，第 10 条，第 15 条に定め

る手数料は次の各号に定める．

(1) 認定手数料　１万円

(2) 登録料　　　２万円

(3) 更新手数料　２万円

第 6条 前条に定める既納の認定手数料，登録

料，更新手数料は，いかなる理由があっ

ても返却しない．

第 7条 認定歯科技工士の資格の更新に当  

たっては，5 年間に次の各号における

要件のうち (1) および (2) または (3) の

いずれかを満たさなければならない．

(1) 学術大会（本会の認める学術大会

を含む）への出席 (3 回以上）

(2) 学術大会（本会の認める学術大会

を含む）発表 (1 回以上）もしくは

歯科用磁性アタッチメントを応用

した症例 (1 例以上）

(3)学会誌（本会の認める学会誌を含む）

投稿 (1 編以上）もしくは歯科用磁

性アタッチメントを応用した症例 (1

例以上）

第 8条 認定歯科技工士の資格を更新しよう 

とする者は，認定歯科技工士更新申請

書（様式 9)，磁気歯科学会学術大会

ならびに関連学術大会出席記録（様式

10)，磁気歯科学に関する発表記録（様

式 11) もしくは歯科用磁性アタッチメ

ントを応用した症例記録（様式 7) を更

新手数料を添えて本会に提出しなけれ

ばならない．

　　２ 認定技工士更新申請書の提出期限は，

認定が失効する年の 9 月末日までとす

る．

　　３ 認定技工士の更新を認められたものは

認定技工士更新登録申請書（様式 12)

を本会に提出しなければならない．

第 9条 本会が認める学術大会，学会誌とは磁

気歯科学に関するものであり，審議会

の認めるものをいう．

第 10 条 この細則の改廃は，認定審議委員会の

発議により，会則検討委員会での協議

の上，理事会の承認を得なければなら

ない．

附　　則

　　１ この細則は，平成 27 年 11 月 14 日か

ら施行する．

　　２ 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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日本磁気歯科学会認定　臨床評価委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に臨床評

価委員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，臨床評価にかかわる業務を

行う．

（組　織）

第 3条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 磁性アタッチメントの臨床評価方法の

検討

　　(2) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 磁性アタッチメントの臨床評価

　　(2) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9 条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 3 年 12 月 6 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

（平成 30 年 4 月 27 日改定）
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日本磁気歯科学会　ISO 対策委員会規程

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に ISO 対

策委員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，ISO にかかわる業務を行う．

（組　織）

第 3 条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

（平成 30 年 4 月 27 日改定）



日本磁気歯科学会　倫理審査委員会規程

（令和 7 年 4 月 28 日改定）

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に倫理審

査委員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目 的）

第 2 条	 本委員会は倫理審査委員会をもたない

医療施設および研究機関で本学会に所

属する会員が行う，ヒトを対象とした

医学・歯学研究に対して，ヘルシンキ

宣言 (1975 年東京総会で修正，2000 年

エディンバラ修正 ) を規範とし，厚生

労働省・経済産業省・こども家庭庁の

ヒト医学研究に関する指針を参考と

し，倫理的配慮をはかることを目的と

する．

 但し，多施設研究等の複数の組織が関

わるものについては，本委員会で審査

することができる．

　　2 厚生労働省・経済産業省・こども家庭

庁のヒト医学研究に関する指針を以下

に示す．

　　(1) 人を対象とする生命科学・医学系研究

に関する倫理指針 

　　(2) 遺伝子治療等臨床研究に関する倫理指

針   

　　(3) 手術等で摘出されたヒト組織を用いた

研究開発の在り方 

　　(4) 厚生労働省の所管する実施機関におけ

る動物実験等の実施に関する基本指針 

　　(5) 異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感

染症問題に関する指針 

　　(6) ヒト受精胚を作成して行う研究に関す

る倫理指針

　　(7) ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情

報改変技術等を用いる研究に関する倫

理指

（組　織）

第 3条	 本委員会の組織について，以下のよう

に定める．

　　(1) 本学会副理事長 1 名
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第 4 条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) ISO 規格制定に関する検討

　　(2) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) ISO 規格の取得・維持

　　(2) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 20 年 10 月 25 日か

ら施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定



　　(2) 本学会理事 1 名以上

　　(3) 倫理・法律を含む人文・社会科学の有

識者 ( 本学会非会員 )1 名以上

　　(4) 一般の立場を代表する外部の者 ( 本学

会非会員 )1 名

　　(5) その他本学会理事長 ( 以下，理事長 )

が必要と認めた者 ( 本学会会員 ) 若干

名

　　2 本委員会の委員は，男女両性により構

成する．

　　3 委員は，理事長が委嘱する．

　　4 本委員会に委員長を置き，委員の互選

により定める．

　　5 委員の任期は当該審議を終了したとき

をもって解任されるものとする．ただ

し，再任は妨げない．

　　6 委員に欠員が生じた場合は，これを補

充するものとし，その任期は，前任者

の残任期間とする．

　　7 委員長に事故のあるときは，委員長が

あらかじめ指名した委員がその職務を

代行する．

　　8 本委員会が必要と認めたときは，当該

専門の事項に関する学識経験者に意見

を聞くことができる．

　　9 委嘱された学識経験者は，審査の判定

に加わることはできない．

（運　営）

第 4条	 本委員会の運営にあたっては，以下の

ように定める．

　　(1) 委員長は本委員会を招集し，その議長

となる．

　　(2) 本委員会は委員の 3 分の 2 以上が出席

し，かつ本学会会員以外の委員が少な

くとも 1 名出席しなければ開催できな

いものとする．

　　(3) 審議の結論は，原則として出席委員全

員の合意を必要とする．

　　(4) 審議経過および内容は，記録として保

存する．

（審　査）

第 5条	 本学会会員が医学倫理上の判断を必要

とする研究を行おうとするときは，理

事長に研究計画の審査を申請するもの

とする．理事長は，申請を受理したと

きは，速やかに本委員会に審査を付託

するものとする．

（審査内容）

第 6条	 本委員会は前条の付託があったとき

は，速やかに審査を開始するものとし，

特に次の各号に掲げる観点に留意し

て，審査を行うものとする．

　　(1) 研究の対象となる個人 ( 以下「個人」

という．) の人権および情報の擁護

　　(2) 個人に理解を求め同意を得る方法

　　(3) 研究によって生ずる個人への不利益な

らびに危険性に対する予測

（判　定）

第 7条	 審査の判定は，次の各号に掲げるもの

とする．

　　(1) 非該当

　　(2) 承認

　　(3) 条件付き承認

　　(4) 変更の勧告

　　(5) 不承認

（再審査の請求）

第 8条	 申請者は，審査の結果に異議があると

きは，理事長に対して再審査を求める

ことができる．

（情報公開）

第 9条	 本委員会における情報の公開等につい

て，以下のように定める．

　　(1) 本委員会の議事録，委員名簿等は，公

開を原則とする．

　　(2) 個人のプライバシーや研究の独自性，

知的財産権等を保持するため，本委員

会が必要と認めたときは，これを非公

開とすることができる．

（守秘義務）

第 10 条	 委員および委員であった者は，正当な

理由がある場合でなければ，その任務

日本磁気歯科学会雑誌　　34巻　1号　　2025年 137



に関して知り得た秘密を，他に漏らし

てはならない．

（申請手続き）

第 11 条	 倫理審査の中請手続きに関し，以下の

ように定める．

　　(1) 本委員会での審議を希望する者は，所

定の倫理審査申請書に必要事項を記載

し，理事長に提出しなければならない．

　　(2) 理事長は申請事項を本委員会に諮問

し，本委員会は審議を行う．

　　(3) 委員長は，審議の結果を理事長に答申

する．

　　(4) 理事長は，答申を受けた内容を理事会

の議を経て，その判定を所定の審査結

果通知書により，申請者に通知する．

　　(5) 前項の通知をするにあたって，条件付

き承認，変更の勧告あるいは不承認の

いずれかである場合には，その条件ま

たは変更内容，不承認の理由等を記載

しなければならない．

（補　則）

第 12 条	 申請者は本委員会に出席し，申請内容

を説明するとともに，意見を述べるこ

とができる．

第 13 条	 この規程の施行についての規則は，理

事会の議決を経て，別に定める．

（改　廃）

第 14 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，平成 26 年 11 月 8 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

　　3 令和 6 年 4 月 12 日　一部改定

　　4 令和 7 年 4 月 28 日　一部改定

日本磁気歯科学会　倫理審査委員会規則

（平成 30 年 4 月 27 日改定）

（趣　旨）

第 1条	 日本磁気歯科学会倫理審査委員会規程

( 以下，本規程 ) 第 13 条に基づき，日

本磁気歯科学会倫理審査委員会 ( 以下，

本委員会 ) の運営に関して必要な事項

を定めるものとする．

（申請者）

第 2条	 本規程第 11 条の規定に基づき申請で

きる者は，日本磁気歯科学会 ( 以下，

本学会 ) の会員とする．

（申請方法）

第 3条	 申請者は，倫理審査申請書 ( 様式 1) お

よび研究計画書 ( 様式 2) に必要事項を

記入し，委員長に提出しなければなら

ない．

　　2 申請者は，当該研究の内容が本委員会

の審議事項に該当するか否かについて

疑義があるときは，あらかじめ申請書

提出時において委員長に対し，その旨，

申し出るものとする．

（審査結果の通知）

第 4条	 委員長は，審査終了後速やかに，その

判定を審査結果通知書 ( 様式 3) をもっ

て申請者に通知しなければならない．

　　2 前項の通知をするにあたっては，審査

の判定が本規程第 7 条第 3 号，第 4 号

または第 5 号である場合は，その条件

または変更・不承認の理由などを記載

しなければならない．

（異議の申立）

第 5条	 本委員会の審査結果に対して異議のあ

る場合に，申請者は，異議申立書 ( 様
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式 4) に必要事項を記入して，委員長に

再度の審議を 1 回に限り，申請するこ

とができる．この場合，異議申立書に

異議の根拠となる資料を添付するもの

とする．

　　2 異議申立書を受理した委員長は，提出

された異議申立書および資料をもと

に，本委員会で再度審議の上，本委員

会としての意見をまとめ別紙 ( 様式 5)

による再審査結果通知書により申請者

に通知するものとする．

（違反等）

第 6条	 委員長は，申請者が本規程に違反した

とき，または違反する恐れがあるとき

は，本学会理事長 ( 以下，理事長 ) に

報告するものとする．

　　2 理事長は，前項の報告を受けたときは，

委員会の意見を聴取し，実施計画の修

正または中止ないし取り消しを命じる

ことができる．

（改　廃）

第 7条	 この規則の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規則は，平成 26 年 11 月 8 日から

施行する．

　　2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

日本磁気歯科学会　利益相反委員会規程

（平成 30 年 4 月 27 日改定）

（設　置）

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第20条の規定，ならびに本学会の「研

究等の利益相反に関する指針」第 1 条

および第 7 条に基づき，本学会に利益

相反委員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第 2 条	 本委員会は産学連携活動により生じる

利益相反問題に適切に対処 ( マネージ

メント ) することにより，会員および

本学会の名誉および社会的信用を保持

することを目的とする．

（所掌事項）

第 3条	 本委員会は，次の事項を所掌する．

　　(1) 利益相反状態にある会員個人からのあ

らゆる質問，要望への対応 ( 説明，助言，

指導を含む ) 

　　(2) 利益相反の管理ならびに啓発活動に関

する事項

　　(3) 利益相反に関する調査，審議，審査マ

ネージメント，改善措置の提案，勧告

に関する事項

　　(4) その他，利益相反に係る必要事項

（組　織）

第 4条	 本委員会は，次に掲げる委員および幹

事 1 名をもって組織する．

　　(1) 本学会理事長 ( 以下，理事長 ) が指名

する会員若干名

　　(2) 外部有識者 1 名以上

　　2 本委員会の委員は，男女両性により構

成する．

　　3 委員および幹事は，理事長が理事会に

諮って委嘱する．

　　4 委員長は委員の互選により選出する．

　　5 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とし，再任を妨げない．

　　6 委員に欠員が生じた場合は，これを補

充するものとし，その任期は，前任者

の残任期間とする．

　　7 委員長に事故のあるときは，委員長が

あらかじめ指名した委員がその職務を

代行する．
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（会　議）

第 5条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会は，委員の 3 分の 2 以上の出

席をもって成立する．

　　3 本委員会が必要と認めたときは，委員

以外の者の出席を求め，意見を聴くこ

とができる．

（補　則）

第 6条	 この規程の施行に関する必要事項は，

理事会の議決を経て，別に定める．

（改　廃）

第 7条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　 1 この規程は，平成 26 年 11 月 8 日から

施行する．

　 2 平成 30 年 4 月 27 日　一部改定

日本磁気歯科学会　倫理調査委員会規程

（令和 6 年 4 月 12 日制定）

（設　置）

第１条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に倫理調

査委員会 ( 以下，本委員会 ) を置く．

（目　的）

第２条	 本委員会は，倫理綱領に違反する不正

行為の疑いが会員に生じた場合，事実

確認のための調査を行うことを目的と

する．

（組　織）

第３条	 本委員会は，次に掲げる委員４名およ

び幹事１名をもって組織する．

　　(1) 委員長１名

　　(2) 本会理事１名

　　(3)  一般の立場の者から２名（必要に応じ

て弁護士等の専門職を含める）

　　２ 委員長は，理事会の承認を得て，代議

員の中から理事長が委嘱する．

　　３ 委員および幹事は委員長が推薦し，理

事長が理事会に諮って委嘱する．

　　４ 緊急を要する場合，委員長および委員

の委嘱は理事長に一任することができ

る。

（会　議）

第４条	 本委員会は，委員長が招集する．

　　２ 本委員会は，委員の４分の３以上の出

席をもって成立する．

第５条	 本委員会は，次の任務を行う．

　　(1) 調査のための資料収集および事情聴取

等の方法を速やかに決定し，事実確認

のための調査を行う．

　　(2) 必要に応じて，前項の調査の一部また

は全部を緊急事態発生箇所または緊急

事態発生箇所を所管する役職者等に依

頼することができる，

　　(3) 調査の必要上、事情聴取を実施するこ

とが必要であると認めた場合は，書面

または口頭で通知の上，関係者の出頭

を求めることができる．ただし，関係

者が弁護士等の同席を申し出た場合

は，本委員会において申し出の内容を

検討した上で，同席を認めることがあ

る．

　　(4) その他目的を達成するために必要な業

務を行う．

（調査にかかわる情報提供者の保護）

第６条	 本委員会は，調査にかかわる情報の提

供者が不利益な取り扱いを受けないよ

う，調査の方法に十分配慮しなければ

ならない．
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（調査の報告）

第７条	 本委員会は，第５条第１項の規定によ

る調査が終了したときは，調査結果を

速やかに理事長に報告しなければなら

ない．

( 委員会の解散 )

第８条	 理事長は，本委員会の任務が終了した

と判断したときは，本委員会を解散す

る．

（守秘義務）

第９条	 委員および調査に関与した者は，調査

上知り得た情報を他に漏らしてはなら

ない．委員会を解散した後も同様とす

る．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，理事長の発議によ

り会則検討委員会での協議のうえ，理

事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　１ この規程は、令和 6 年 4 月 12 日から

施行する。

日本磁気歯科学会　地域医療連携・支援委員会規程

（令和 7 年 4 月 28 日制定）

（設　置） 

第 1条	 日本磁気歯科学会 ( 以下，本学会 ) 会

則第 20 条に基づき，本学会に地域医

療連携・支援委員会 ( 以下，本委員会 )

を置く．

（目　的）

第 2条	 本委員会は会則第 22 条に規定する事

業として，地域医療連携・支援に関わ

る業務を行う．

（組　織）

第 3条	 本委員会は委員長 1 名，委員 10 名以

内および幹事 1 名をもって組織する．

　　2 委員長は必要に応じて委員の中から副

委員長を置くことができる．

　　3 委員及び幹事は委員長が推薦し，理事

長が理事会に諮って委嘱する．

第 4 条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

第 4条	 委員長は委員会業務を総括する．

　　2 副委員長は委員長を補佐し，委員会業

務を遂行する．

（委員長，委員の任期）

第 5条	 委員長，委員および幹事の任期は 2 年

とする．但し，再任を妨げない．

（会　議）

第 6条	 本委員会は，必要の都度，委員長が招

集する．

　　2 本委員会には，委員長が必要と認め出

席を要請したものが出席できる．

第 7条	 本委員会は，次の事項を審議する．

　　(1) 地域医療との連携・支援に関する事項

　　(2) その他目的を達成するために必要な事

項

第 8条	 本委員会は，次の業務を行う．

　　(1) 地域医療との連携・支援に関する業務

　　(2) その他目的を達成するために必要な業

務

（規則，細則等の制定）

第 9条	 この規程の施行に必要となる規則，細

則等は，本委員会の発議により，会則

検討委員会での協議の上，理事会の承

認を得て制定できる．

（改　廃）

第 10 条	 この規程の改廃は，本委員会の発議に

より，会則検討委員会での協議の上，

理事会の承認を得なければならない．

附　　則

　　1 この規程は，令和 7 年 4 月 28 日から

施行する．
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令和７年度，８年度日本磁気歯科学会役員

（令和 7 年 1 月 1 日～令和 8 年 12 月 31 日）

一部改訂：令和 7 年 11 月 1 日

理 事 長  ：  武部　　純（愛院大・歯・教授）

副 理 事 長  ：  岡本　和彦（明海大・歯・教授）

庶務担当理事  ：  岡本　和彦（明海大・歯・教授）

編集担当理事  ：  曽根　峰世（明海大・歯・准教授）

会計担当理事  ：  高橋　正敏（北医療大・歯・講師）

学術担当理事  ：  金澤　　学（東医歯大・歯・教授）

監 事  ：  鱒見　進一（九歯大・名誉教授）

秀島　雅之（東京科学大・歯）

理 事  ：  （50 音順）

會田　英紀（北医療大・歯・教授） 鈴木　恭典（鶴見大・歯・准教授）

芥川　正武 （徳島大・理工・講師） 田中　譲治（千葉県開業）

石田　雄一（徳島大・歯・講師） 都築　　尊（福歯大・歯・教授）

伊藤　誠康（日大松戸・歯・教授） 土田富士夫（神奈川県開業）

上田　貴之（東歯大・歯・教授） 中村　和夫（山王病院 歯科）

大久保力廣（鶴見大・歯・教授） 永田　和裕（日歯新潟・歯・准教授）

大山　哲生（日大・歯・准教授） 誉田　雄司（福島県開業）

岡本　和彦（明海大・歯・教授） 前川　賢治（大歯大・歯・教授）

小椋　一朗（日歯新潟・歯・教授） 槙原　絵理（九歯大・歯・講師）

熊野　弘一（愛院大・歯・講師） 依田　信裕（東北大・歯・教授）

越野　　寿（北医療大・歯・教授） 若林　則幸（東京科学大・歯・教授）

小坪　義博（福岡県開業） 渡邉　　恵（徳島大・歯・教授）

小林　琢也（岩医大・歯・教授） 和田淳一郎（東京科学大・歯・講師）

坂口　　究（北海道大・歯・教授）

編 集 委 員 会  ：  曽根　峰世（委員長），會田　英紀，芥川　正武，熊野　弘一，高橋　正敏，

前川　賢治，槙原　絵理

財 務 委 員 会  ：  高橋　正敏，大山　哲生，武部　　純，岡本　和彦

学 術 委 員 会  ：  金澤　　学（委員長），芥川　正武，尾澤　昌吾，越野　　寿，小林　琢也

プロジェクト検討委員会  ：  石田　雄一（委員長），若林　則幸，大久保力廣，月村　直樹，土田富士夫，

和田淳一郎

用語検討委員会  ：  槙原　絵理（委員長），大山　哲生，熊野　弘一，高田　雄京，渡辺　崇文

会則検討委員会  ：  越野　　寿（委員長），栗原　大介，坂口　　究，月村　直樹，誉田　雄司，

中村　和夫，和田淳一郎
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安全基準検討委員会  ：  鈴木　恭典（委員長），武部　純，小椋　一朗，若林　則幸，栗原　大介，

芥川　正武，土田富士夫，土橋　俊男，藤波和華子

医 療 委 員 会  ：  都築　尊（委員長），大久保力廣，大山　哲生，尾澤　昌悟，鈴木　恭典，

渡辺　崇文，曽根　峰世，田中　譲治，小坪　義博

広 報 委 員 会  ：  芥川　正武（委員長），大山　哲生，越野　寿，誉田　雄司，槙原　絵理，

和達　重郎

認定医審議委員会  ：  會田　英紀（委員長），武部　純，田中　譲治，槙原　絵理，岡本　和彦，

小坪　義博

臨床評価委員会  ：  永田　和裕（委員長），大山　哲生，曽根　峰世，熊野　弘一，會田　英紀，

岩堀　正敏，石田　雄一，金澤　　学，新保　秀仁

ISO 対策委員会  ：  高橋　正敏 ( 委員長 )，大久保力廣，大山　哲生，鈴木　恭典，熊野　弘一，

曽根　峰世，金澤　　学，オブザーバー：菊地　　亮

倫理審査委員会  ：  武部　　純（委員長），岡本　和彦，槙原　絵理，越野　　寿，伊藤　誠康，

野村健太郎，伊藤友也 

利益相反委員会  ：  岡本　和彦（委員長），大久保力廣，槙原　絵理

地域医療連携・  ：  大山　哲生（委員長），芥川　正武（広報・委員長），上田　貴之，

支援委員会 金澤　　学（学術・委員長），坂口　　究，鈴木　恭典（安全基準検討・委員長），

 田中　譲治，都築　　尊（医療・委員長），永田　和裕（臨床評価・委員長），

 依田　信裕，渡邉　　恵

英 文 誌 の 発 行 W G  ：  曽根　峰世（委員長），石田　雄一，田中　譲治，渡邉　恵，和田淳一郎

理 事 長 幹 事  ：  熊野　弘一（愛知学院大・歯）

庶  務  幹  事  ：  松本　大慶（明海大・歯）

編  集  幹  事  ：  松本　大慶（明海大・歯）

認定医審議幹事  ：  煙山　修平（北医療大・歯）

学 術 幹 事  ：  駒ヶ嶺友梨子（東医歯大・歯）

プロジェクト検討幹事  ：  後藤　崇晴（徳島大・歯）

用語検討幹事  ：  渡辺　崇文（九歯大・歯）

安全基準幹事  ：  栗原　大介（鶴見大・歯）

臨床評価幹事  ：  吉田　馨太（株式会社シンワ歯研）

I S O 幹 事  ：  建部　二三　（北医療大・歯）

医 療 幹 事  ：  濱中　一平　（福歯大・歯）

事 務 局  ：  日本磁気歯科学会事務局

( 株 ) ケイ・コンベンション内　吉澤美穂

〒 160-0022 新宿区新宿 1-27-2-2F

TEL：03-5367-2409，FAX：03-5367-2187   E-mail：jsmad@k-con.co.jp
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日本磁気歯科学会　認定医名簿

（令和 7 年 10 月 30 日現在）

認定医番号 氏　　　名 所　　　　属

6 鱒　見　進　一  九州歯科大学

8 大　川　周　治  明海大学

15 磯　村　哲　也  康生歯科医院

16 田　中　譲　治  田中歯科医院

22 佐々木　英　機 佐々木歯科医院

25 誉　田　雄　司  誉田歯科診療所

28 中　村　好　徳  オアシス歯科医院東刈谷

29 石　川　　　晋 石川歯科

30 水　野　直　紀  みずの歯科医院

31 蒔　田　眞　人  敬天堂歯科医院

35 大　山　哲　生  日本大学

42 槙　原　絵　理  九州歯科大学

44 藤　本　俊　輝  藤本歯科長洲医院

49 八　木　まゆみ 九州歯科大学

50 宮　前　　　真  愛知学院大学

54 中　村　浩　子  オアシス歯科医院東刈谷

58 庄　司　和　伸 しょうじ歯科医院

59 武　藤　亮　治  あざみ野ポプラ歯科クリニック

60 石　田　雄　一  徳島大学

61 熊　野　弘　一  愛知学院大学

62 増　田　達　彦 医療法人グループ光風会

63 神　原　　　亮  かんばら歯科

64 曽　根　峰　世  明海大学

66 津　田　尚　吾  津田歯科医院

67 泉　田　明　男  東北大学

68 大久保　力　廣  鶴見大学

日本磁気歯科学会　認定歯科技工士名簿

（令和 7 年 10 月 30 日現在）

認 定 歯 科
技工士番号

氏　　　名 所　　　　属

3 横 江 　 誠 愛知学院大学
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　　　賛助会員（五十音順）

愛 知 製 鋼 株 式 会 社 〒 476-8666 愛知県東海市荒尾町ワノ割１番地電子・磁性部

医 歯 薬 出 版 株 式 会 社 〒 113-0021 東京都文京区本駒込 1-7-10 歯科宣伝

株 式 会 社 ケ デ ィ カ 〒 981-3206 宮城県仙台市泉区明通 3-20

株 式 会 社 ジ ー シ ー 〒 113-0033 東京都文京区本郷 3-2-14

株 式 会 社 モ リ タ 〒 564-8650 大阪府吹田市垂水町 3-33-18

和 田 精 密 歯 研 株 式 会 社 〒 532-0002 大阪府大阪市淀川東三国 1-12-15 辻本ビル 6 Ｆ

マ グ ネ デ ザ イ ン 株 式 会 社 〒 470-2414 愛知県知多郡美浜町豊丘北平井 2-4

歯 科 心 身 株 式 会 社 〒 532-0002 東京都港区北青山 1-3-1 アールキューブ青山 3 階

－　編集後記　－

　会員の皆様，日本磁気歯科学会雑誌を今年もお届けいたします． 34 巻 1 号は，総説論文が 5 編，原

著論文が 1 編，そして臨床論文が 6 編と充実した内容となっております．その分いつもながら査読の

負担が大幅に増えてしまい編集委員の皆様にはご多忙中にも関わらず大変なご苦労をおかけいたしま

した．これに関しても改めて深謝いたします．また本号から前川賢治先生に新たに編集委員会に加わっ

ていただきました．経験ある先生に加わっていただき一層充実した誌面作りが今後できるものと思っ

ていますので，会員の皆様にはご期待いただければと思います． 

それではまた次号でお会いしましょう．

編集委員長　曽根　峰世

　

編集委員長 曽根　峰世（明海大学）

編 集 委 員 曾田　英紀（北海道医療大学）

( 五十音順 ) 芥川　正武（徳島大学）

熊野　弘一（愛知学院大学）

高橋　正敏（北海道医療大学）

槙原　絵理（九州歯科大学）

前川　賢治（大阪歯科大学）

編 集 幹 事 松本　大慶（明海大学）

　
◆次号の原稿締切りは， 2026 年 5 月 31 日の予定です． 随時投稿受付を行っておりますので， お早めにご準備のほど

　お願い申し上げます．編集の迅速化と編集経費削減のため， メ ー ルでのご投稿にご協力ください．

　メ ー ルでのご投稿は下記のメ ー ルアドレスまで宜しくお願い致します．

j j m a g @ j s m a d . j p
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